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大宮郷大州皮災図
周囲を山々に圏まれた秩父盆地のほぼ中央に位

置するのが、かつての大宮郷、現在の秩父市の中

心街が形成されているところである。その大宮郷

の中心部が右の図に描かれている範囲で、近世、

ここは郷のなかの町として特に「大宮町」とよば

れていた。

町中を尚北に貫〈道路は、中山道熊谷宿から荒

川に沿ってさかのぼり、奥秩父山中を越えて甲？？｜

山梨へ通じる、いわゆる「秩父往還」。近世の記録

によると、全線の道路幅は概して｜問ないし 2問

ほどだったが、街道の宿場としての大宮町に入る

とおよそ 6問にひろがっていた。その距離 q町半。

この問、 1じから本町・中町・よ町の 3町に区分さ

れていた。

この路面は、 3町の 3区画に仕切られ、さらに

東西に 2区分して合計 6区画をつくり、毎月｜ど

6の目、各区画で月 l回ずつ市が立てられていた。

それが近世の 6斉市で、午前中は地場産業商品と

しての絹織物が取り引きされた。したがって、大

宮町は市場町でもあったわけである。市の規律と

して自につくのは、軒下に入って取り引きしては

ならないという禁制である。

本町の東北にあたっては秩父神社が鎮座してい

る。毎年冬12月3日の夜を中心にして行われる秩

父夜祭はこの神社の例大祭である。その例大祭期

間中（明治以前は11月｜～ 6日）、町全体を市場に

した絹大市が立った。夜祭を賑わす国指定のだし

ものの屋台は、この絹大市の繁昌を願って創造さ

れた組立解体式・移量ウ式・張り出し舞台付設の歌

舞伎舞台である。

中町とよ町の境の東側には、忍藩（埼玉県行田

市忍に城があった）の代官所が置かれていた。代

官所の役人が残した記録によると、大宮町は城下

町にも等しい大切な町であるとされている。代官

所の敷地は、明治維新の際、官有地とされ、明治12

年（187q)4月、埼玉県秩父郡役所が設置される。

その前年の明治11年3月22日、右の図の書き込

みによると、「午前 6時30分」、中町西裏の長屋か

ら出火、正午に鎮火するまでの 5時間30分のあい

だに、 307戸の家々が焼失したという。

この大火被災図の筆者は不明だが、中町の住人

で、当時の役場の筆生を務めていた人物が別に｜

枚の被災図を描いていた。その図は昭和16年（Iq41) 

3月、日の目を見ることになり、地元中町に寄付

されて公会堂の一室に掲げられた。そちらの絵図

の説明文の主要部分は次のようである。

オム暁字中町地内ヨリ火ヲ失ス。折柄ノ強風ニ煽

ラレ、火勢或ノ、南東ニ或ノ、北東ニ、 i忽チ中町・本

町・東町・番場及ピ上町ノ一部ヲ紙メ尽シ、余滋

逮ク熊木区内札所十一番観音堂ヲ焼亡スル等、一

朝ニシテ三百余戸ヲ焼尽スルニ至シナリ。当年ノ

惨状想フベシ。

図中には見えないが、この大火で大宮郷役場・

学校・旧代官所・社寺・観音堂などが焼失した。

森の中に鎮座する秩父神社は、境内にあった神楽

殿を焼失したが、纏持ちの必死の消火活重きによっ

て飛ぴ来る火の粉を払ってことなきを得たど伝え

られている。

今、大宮町どよばれていた図の範囲内には、大

火以前の歴史的遺産はほとんど見当たらなL、。多

少とも地域の歴史に関心をもっ者にとっては、明

治11年の大火がいかにすさまじいものであったの

か、今さらながら思い知らされる。その後、国道

が山の手に開通して、秩父往還は旧街道となった

が、その道幅だけは当時のままである。

千嶋喬／秩父市立図書館副館長
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ビジネス・ インパクトの理解

現代社会は、リスクの真つだだ中にあるといえる。とりわけ企業

は消費者の満足をモットーに製自の市場化を図るとしても、欠陥な

り環境活染ガあれば、企業としての社会的責任を果疋していないこ

とになる。ところで企業のリスク処理に関して種々の調査ガあるが、

学校法人産能大学・産能短期大学のリスワ・マネジメント研究会は、

日本の上場・非上場企業を対象｜こ5,494通の戸ンケートを送惜し、昨

年の初秋、その調査結果を発表し定。回収率ガ企業の関山の度合い

を表すと仮定すれば、戸ンケートに対する5.9%という回収率は、

一面において我ガ国の企業のリスつ処理についての関山の低さを反

映しているのかもしれない。

さて、上記の調査結果によると、このところ法制化の是非をめぐ

って回り沙沫されているPL （製造物責任〉問題は、 55.9%と最大

の関山事となっていだ。特に戸メリ力に製昂を輸出する企業や、現

地子会社を育している企業にとり、 Pしは極めてゆゆしい問題であ

る。しだガって、企業責任を問うこの問題について、2社にT社以

上が関l山を示していることは、 PL問題を単に製造、法務といっ疋

特定の部門固有の問題ではなく、経営全体に影響するビジネス ・イ

ンパクトとして認識しだ結果と言える。この認識は、今後、さらに

重要となるはずである。だとえば、産業廃棄物、環境活染は企業責

任に深＜複雑に絡んでいるからである。これらについての回答は、

それぞれ33.9%、28.9%となっていだ。さらに、 1991年6月に施行

され疋「改正不正競争防立法」関係の機密漏洩、特許侵害も、それ

ぞれ37.9%、32.9%の関山を集めてい疋。

多大なビジネス・インパクトを生み出すリスワへの対応を、トッ

プ・マネジメントはどうとらえているのか。火災爆発事故の場合は

38.8%と相対的に高いガ、概して火災爆発への対応は、株主総会対

策として火災保険を（寸けることで済みという認識がかつて見られ疋。

しかし、現在では、保険を｛寸けてい疋というだけで済む問題ではな

い。企業の責任は単に火災損失にとどまらないからである。調査に

おいて回答率の高かつだPし、火災爆発、廃棄物処理、環境活染、

特許侵害等にかかわる責任の範囲は広＜、その影響は企業全俸に及

び、企業の死活を握ることになりかねない。それゆえ、それらを経

営全体に影響を与える重要なビジネス ・インパクトとして理解し、

対処する姿勢ガ不可欠であるといえる。

防災言

康宮森
明治大学法学部教控塁

本誌編集委員

5 
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眼の動きと交通安全
〈 だただひこ

福田忠彦
慶応義塾大学環境情報学部教授

高度に進歩した技術は人間の機能との微妙

な均衡によって成り立っているものが多い。

それが崩れたときに事故は発生しやすい。こ

れを防ぐにはどうしたら良いか？ 回答の一

つはまず人間の機能を正しく知ることであろ

つ。

たとえば、ドライパーの視線の動きの性質

は交通安全と深いかかわりがある。実際にドラ

イパーの視線の動きを記録してみると、参考

になることが多々見いだせる。思いがけない

発見もある。このような例を 2～ 3拳げてみ

よう。

筆者は、交通事故ワースト記録をもっ北海

道の事故多発地点で、我々が開発した超小型

アイカメラを用いてドライパーの視線の動き

を記録する実験をしたことがある。

J R札幌駅から狸小路に交差する辺りに差

し掛かったとき、実験中の車が急停車した。

6 

間一髪で実験車が前方の車に追突するところ

だった。

そのときの視線の動きの記録を詳細に解析

したところ、ドライパーの眼は、直前に左前

方にある赤い広告板を注視しており、明らか

に前方に対する注意が空白になる時間帯がわ

ずかにあったことを示していた。その後、別

のドライパーでも閉じ場所で閉じような視線

の動きが記録された。

いずれもドライパーは問題の広告板に視線

を向けたことを記憶しておらず、無意識に視

線が動いていたことになる。広告としては効

果的に視線を引き付けたことになるが、交通

安全の見地からは困った存在である。

同じ北海道で、支妨湖に向かう道々がカー

ブし、その外側が険しい谷になっている所が

ある。ここも交通事故の多発地点で、今も転落

した車が何台か放置されたままになっている。

この地点でドライパーの視線の動きを記録

したところ、カーブを示すいくつかの交通標

識にそれぞれ視線が一時停留するため、ハン

ドル操作と自動車の速度とが微妙に食い違っ

てカーブをうまく曲がれないことがわかった。

視線の動きは高速で運転する場合と低速の

場合では異なる。熟練度、年齢によっても違

う。高速道路ではドライパーの視野は狭くな

り、視線も進行方向の一点を見つめるように

なってほとんど動かなくなる。

市街地を低速度で走行する場合は、これと



は対照的に視線は看板や交通標識、交通信号、

対向車、通行人、その他さまざまな対象に目

まぐるしく移動する。しかし、慣れないドラ

イパーの視線は高速道路を走行するように前

方のみに集中し、周囲状況を判断する余裕は

ない。

これに対して熟練したドライパーの視線の

動きには無駄がない。視線は視野の広い範囲

をできるだけ必要な情報のみを取り入れるか

のように要所要所を的確に見ている。

高齢のドライパーになると、視線が動く範

囲は次第に狭くなって、初心者のそれに近付

く傾向がある。視線の反応時間や運動速度も

遅くなりがちである。

閉じような違いが4輪車と 2輪車のドライ

パーの視線の動き方にも見られる。比較的運

転経験がある 4輪車のドライパーの視線の動

く範囲は、図のように横に長い楕円形のよう

に広がり、対向車や歩道などにも注意が払わ

れていることがわかる。

これに対して 2輪車の場合は、視線の動き

はこれよりはるかに狭い範囲に制限される。

全体として縦に長い楕円形の範囲を視線が動

く。これは、道路状況と 2輪車の進行方向の

状況判断のみにしか注意が払われないことを

示している。

このような車のドライパーの視線の動き方

の特徴は、船のパイロ ットの眼の動きにも共

通して見られる。

’92予防時報169
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2輸車と 4輪車のドライパーの注視点分布の違い
（いずれも介布を楕円近似して比較してある。縦楕円は 2

輪車、横楕円は 4輪車のドライパーの注視点分布を示す）

船も近年高速化し、 ジェットフオイルは時

速85凶にも達する。海上でも陸上と同様に交

通安全が重要な問題になってきた。

そこで、この超高速艇のパイロ ットの視線

の動きを高速航行中と低速航行中とで比較し

てみたところ、高速航行中は視線の動く範囲

は2輪車とほぼ同じで、低速航行中は 4輪車

の動き方に近いことが示された。

安全走行には前方の変化を的確に予測し、

予期しない変化に対しても常に迅速に対応で

きる構えが必要である。その構えは人間の生

理的・心理的機能によって決まるものであり、

また、運転中の視野の広がりのように、ひと

によっても状況によっても変わるものである。

大切なことは、自分自身の身体機能を正し

く把握し、人問機能と車の機能が調和するよ

うにfr動することであろう。アイカメラは人

間の機能の一面を、意識しないようなことも含

めて的確に教えてくれる。

7 
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安全設計指針の法律的意味

州香
吋
山
士

目
、

議

こ

Eq
弁

雑誌などで目にする、伝統的な様式を打破

し、斬新で独創的な現代建築に心を奪われる

ことがある。このような現代建築を可能にし

ているのは鉄とコンクリート、そしてガラス

との有機的結合であろう。都会にはこのよう

な時代を先取りするような建築様式が多数存

在している。

20数年前、地方の小都市から上京したての

ころ、私はこうした建物に慣れていなかった

こともあり、都心のビル街をもの思いにふけ

って歩いていて、ビルの入り口の開口部のガ

ラスの存在に気づかずに大きなガラスドアに

ぶつかったことがある。当時は前をよく見て

歩いていなかったのがいけないと考えていた。

幸い私の場合は軽い頭部打撲ですんだ。

建物の設計者、管理者、所有者は建築段階

では人体の衝突について認識はしていなかっ

たと思われるが、特に公共施設の建物の入り

口の開口部のガラス戸などへの人体の衝突は、

新しい建築様式とともに登場し、なかには死

8 

傷事件にまで発展したものもある。

建物を建築する場合、建築基準法により建

築確認を得なければならない。この建築確認

の基準はあくまで、建物の構造上の安全であ

り、人が建物の開口部の入り口などに衝突す

ることを予想し、規制を加える規定ではない。

現行法上、『法規上」の規制がない以上、建物を

建築するときに、人に対し建物の存在感を感

じさせない新奇性のある建築は合法である。

ところが、法律を勉強すると、法規には行

政庁が事前に取り締まるための法規 （たとえ

ば建築基準法の建築確認等）と、実害が生じ

た場合に帰責事由があるものに対する賠償責

任を規律する法規（たとえば民法の損害賠償）

とがあり、賠償責任の問題として建築物の管

理者、所有者には実害が発生した場合、建物

の設置・保存の暇庇として重い責任があるこ

とを知った（土地工作物責任、民法717条）。

したがって、建物の建築は合法であるが、

損害賠償責任としての土地工作物責任は建物

の構造それ自体ばかりでない。窓に転落防止

の手すりがないこと、寒冷地の屋根に氷盤落

下防止の雪止めがないこと、工場の屋根に子

供が上がることを防止する設備がなく屋根は

容易に踏破されるものであること、天井裏に

子供が入ることを防止する措置がなく天井裏

は容易に踏破されるものであることなども、土

地工作物の設置・保存の暇庇としての責任を



認め、建物に関するさまざまな事故にまでそ

の責任を拡大している。

建物の構造上、ガラスの存在を感じさせな

い場合、人体への衝突の可能性が存在する。

この場合、土地工作物責任のーっとして、建

物の管理者、所有者にガラスでの傷害などを

防止する義務が課せられるのである。

建設省は、建築物の開口部のガラス事故が

多発していることから昭和61年 5月、集会場、

百貨店、学校などの不特定多数の人間が利用

する公共性の高い建築物などについて『ガラ

スを用いた開口部の安全設計指針』と題する

通達を出した。この『安全設計指針』は人体衝

突が起こりやすいガラス開口部について、合わ

せガラスもしくは強化ガラスなどの安全なガ

ラスの選択、衝突防止のための設計手法および

管理方法について具体的な指針を示している。

『安全設計指針』は r法規』ではなく、たん

なる通達である。しかし、ガラス事故が起こ

り得る状況、防止策を述べているので、建築

関係者はガラス事故の発生の可能性およびそ

の防止手段について容易に知りうる状況とな

り、土地工作物責任の内容となるのである。

すなわち、 『安全設計指針』に反する建物

は土地工作物の暇抗と推定されるのである。

要するに r安全設計指針』により、昭和61年

以後の建設物についてそれ以前の建物に比べ

て 『安全設計指針』の内容の程度まで高い土

’92予防時報169
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地工作物責任が課せられることになったので

ある。

こうした一時期を画して、責任の存否まで

影響を与える事件は希有なことではない。た

とえば未熟児網膜症事件である。現代医学は

早産の乳児を閉鎖式酸素治療によって容易に

助けることができる。しかし、保育器の中の

酸素によって未熟児に網膜症が生じた、その

治療法は眼底検査および光凝固法の実施である。

医者が、病気の発生の原因および治療方法

についていつごろから知り得た状況にあった

かどうかが裁判の争点であった。筆者が公の

判例集で調べたところ73件の判決例があり、

おおむね昭和49年を境として、それまでは医

師に義務違反（過失）を認めないものもある

が、その後出生した患児にはすべての裁判所

で医師の過失を認めている。

ガラス事故において前述したように『安全

設計指針』の通達により、高度な責任が存在

するに至っているのである。最近、デパート

などの入り口の開口部を見てみると、外見上

は安全ガラスかどうかはわからないが、なる

ほど『安全設計指針』が述べているように、ガラ

スの存在を明示するステッカーを張ったり、

物を置いたりしていることに気づくのである。

なお、 『安全設計指針』の内容を詳しく知る

方法として板硝子協会（03-3212-8631）作成

の 『安全設計指針』手引がある。

9 
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古記録から昔の気候を探る
かわむら たけし

河村武
筑波大学地球科学系教授

最近は地球規模の環境問題が注目されてい

る。特に、大気中に二酸化炭素やメタンなど

の温室効果ガスの濃度の増加に件う、地球温

暖化が重要視され、気候学や気象学の研究が

集中的に行われている。

このような予測を正確に行うことは、対策

をたてるためにも必要であるが、地球上の気

候が、これまでどのように変化したかを知る

ことも重要である。

気候の専門家以外の人々は、そのようなこ

とは、気象台や測候所の気象観測の資料を見

ればすぐわかることだ、と考えがちである。

しかし、現在のような、温度計や雨量計によ

る気象観測が行われるようになったのは、意

外に新しい。

我が国では明治 2年に函館で行われたのが

最初で、全国的に観測が行われるようになっ

たのは、明治10年ごろからである。最も古く

から観測されているヨーロ ッパの主要都市で

も、 18世紀の終わりごろから19世紀初めにか

けてである。開発途上国では20世紀に入って

からというところも多い。

10 

したがって、気象観測によって過去の気候

がわかるのは、せいぜい 100年か 200年前ま

でということになる。

それ以前の気候を知るにはどうしたらよい

か。この答えは簡単ではない。

歴史時代では、古文書に載っている記録を

もとに過去の気候を復元するのが最も多い。

しかし、北米のように、ヨーロ ッパ人の渡来

以前に文字のなかったところでは、これに代

わるものとして、年輪分析などの別の手法が

考え出された。

歴史時代より以前の気候を推定する方法に

は、氷縞粘土の堆積層の縞の厚さの測定、泥

炭などの堆積物の中に含まれる花粉を採取し

て、その種類を判別し、同時に、炭素同位元

素の分量から絶対年代を推定する花粉分析、

貝塚の分布などの考古学的資料から海面の水

位の推定、氷河地形などの気候地形の分布や

堆積物中の化石を用いる地質学的方法など、

多種多様な手法がある。

紙面の制約からこれ以上の説明は省くが、

気候変化、あるいは気候変動といっても、現

在から昔に遡るほど、細かいことはわからな

くなる。 気候というときには、現在でも10年

間ぐらいよりも、長い周期の変動を取り扱い、

歴史時代でも、新しい時代は現代とあまり変

わらないが、古い時代には 100年単位で表さ

れる長周期の変動が対象となる。さらにそれ

以前の古い時代には 1,000年から10,000年ぐ



らいの長い周期というように、問題の対象と

なる変動の時間スケールが長くなることを注

意しなければならない。

本稿のテーマである古記録から昔の気候を

復元する試みは、近年盛んに行われるように

なった。

江戸時代は全世界的に小氷期といわれる寒

冷な気候であったといわれている。しかし、

小氷期は、これまでの研究によると、全世界

で同時に起こったとは言いきれない。そこで、

その実態を明らかにするための国際会議が、

昨年 9月に東京都立大学で聞かれ、国外から

の参加者も多く、盛会であった。

ブラッドレー氏が、参加者に小氷期はいつ

かというアンケートをとって集計したところ、

開始は13世紀（1275土60年）と16世紀（1510

土50年）に意見が二分され、終了はおおむね

1850土50年で一致したという。

我が国では、歴史時代の藩や個人の日記が

かなり多く残っている。特に江戸時代のもの

は全国的に残されていて、保存状態もよい。

これらの日記に記載されている天気の記録

を毎日書き写して、地図上に記入したり、カ

レンダーを作る作業を行って、指標となる毎

日の天気図型（西高東低の冬型、南高北低の

夏型など）を推定したり、冬季の悶日数と雪

日数の比を年ごとに計算したり、毎年の梅雨

入りや梅雨明けの日を推定したりする。

そして、最近の気象観測のある期間につい
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て、同様の指標と気温などの気候要素との関

係を調べて、それに基づいて、古日記の時代

の気候を復元するという、きめの細かい研究

が続けられ、特に小氷期後半の18世紀以降に

ついては、全国規模で詳細な気候復元がなさ

れている。

それらの結果によると、小氷期 300年のな

かでも17世紀と19世紀初めは特に寒冷であっ

た。一方、 18世紀は比較的温暖であったが、

1783年に天明の大飢僅が起こって異常冷夏で

あった（小氷期については、古今書院発行の

地理37巻 2号、本年 2月号に特集があるので

参照されるとよい）。我が国の小氷期の研究も

次第に古い時代の気候復元が進んでいるので、

その進捗が期待される。

古記録による古気候の復元には、冬と夏の

気候を明らかにするものが多く、春秋の気候

は指標になるものが少ないこともあって研究

も少ない。かつて、荒川秀俊博士が、京都の

お花見の日付を古記録から調べ、最も早かっ

た9世紀と、最も遅かった11世紀とで 1週間

以上違うことを明らかにした。

筆者は古日記のサクラの開花の記録に基づ

いて、金沢の1826～1837年の間の平均開花日

を調べた。その結果から、満開日が4月19日

で、最近30年間の平均より 8日遅く、 3月の

平均気温が約 3℃低かったと推定した。

今後、他の地点についても同様な研究を進

め、歴史時代の春の気候を復元してみたい。

11 
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はじめに

昨年 7月、ベルリンにおいて、 EC委員会主催

の「欧州鉄道会議」が開催された。 1993年の Ec 
市場統合を間近に控え、交通網の整備に関する議

論を行うために開催されたものであった。そのな

かでは、戦後40数年の交通政策が道路と飛行機の

ネットワークの強化にあったが、現在では、それ

が混雑問題や環境問題、安全問題の点で行き詰ま

っており、鉄道の整備が重要なテーマとなってい

ることで認識が一致した。いわば鉄道のルネッサ

ンスである。

日本でも同様の事態が現出しつつある。

場合、鉄道というものが充分企業として成立する

産業であるとの認識が高まっており、これらの期

待に鉄道が応えていくためにも、 21世紀に向け、

時代のニーズに合わせた的確な手をうち、単なる

受け身の輸送企業から変革していくことが必要と

なっているのである。

都市交通の改善、中・長距離高速鉄道の充実、

道路と鉄道がそれぞれの長所を生かして共存でき

るような貨物輸送体系の構築といったさまざまな

テーマは、鉄道の将来にとって重要なものであり、

その実現を目指していかなければならないが、その

基本となるのが安全であることはいうまでもない。

鉄道の安全がどのように成り立ち、どのように

変化していくのか。列車の運行にと って最も重要

なシステムの一つである AT Sを例にとり、述べ

鉄道の特性と安全

鉄道は、長い問、地上の信号機を運転士が確認

し、それによって安全を確保するシステムで成り

立ってきた。

一方、道路の交通信号は、交差点での優先権を

日本の

てみたい。

2 
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示すものである。 したがって青信号は前の車との

距離、スピードに注意しながらハンドルを操作し、

「進んでもよい」という意味になる。

鉄道の信号機の進行信号は前の列車に衝突する

ことのない「進め」の合図であり、前方の線路の切

り換えが終了し、その進路の安全が保証されたこ

となども意味している。

鉄道信号 と交通信号の本質的な差は、 「安全を

保証するから進め」と「注意しながら進め」の差

にあるといってよい。

このような差は、図 1にあるように、鉄道が停

止するまでに相当の距離を要すること、また、専

用のレールウェイにガイドされて走行するため、

ハンドル操作で前方の障害物を回避できないこと

によるもので、鉄道では、停止信号を誤って進行

した場合、大事故を引き起こすおそれがある。列

車相Eの衝突など、鉄道にとっては極めて大きな

結果を生じる事故につながっていくのである。

このような信号機のシステムのない時代もあっ

た。初期の鉄道のように、スピードが遅く、 1線

区に 1列車しかない場合がそうである。 しかし、

複数の列車が高速で走行するようになると、お互

いの列車を安全にコントロールする システムと確

実に停止できるプレーキシステムの開発が要求さ

れるようになった。

1) 電気的な「軌道の短絡」で’信号をコントロール

「一つの線路に 1本の列車」、これが今日まで生

きている列車制御の考え方「ワンブロック ・ワン

トレイ ン」 （線路をいくつかのセクショ ンに区分

けし、その 1セクショ ンには 1列車しか運転しな

いこと）である。

これは、鉄道のシステムが長いプレーキ距離を

13~：；！100議， 11 約lOOm
ど 寄与I I約制m

新幹線 。 約4,000m

図 ｜列車が停止するために必要な距酸
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要し、ハ ンドル操作で障害物を回避することが不

可能なことから、もし先行する列車が停止しても、

その後続の列車が安全に停止できるよう 、常に一

定の間隔をおいて走行するよう考えだされたもの

であり、 120年の歴史をもっ日本の鉄道の初期に

はすでに採り入れられていた考え方である。

この考え方は、 19世紀から20世紀初頭にかけて

は、タブレ ット （直径lOcm程度の円形の携行品）

や票券（紙製のチケット）という、いわば通行証に

よってその区間の専有を証明しながら列車の運転

を行うことで実現されていた。

しかし、このシステムは、通行証の発行、また

それを行うに当たっての駅間における列車の有無

の確認といった一連の作業が、人と人との打ち合

わせを基本としているため、ヒューマ ンファクタ

ーに根ざす多くの事故を経験してきている。列車

がその区間にいることをどのように正確に把握し、

後続の列車の運転士にそれを伝達するのか。

次に、電気によって信号をコントロールする自

動信号が考案された。このシステムは、左右のレ

ールに電圧をかけ、そこを鉄製の車輪をもった列

車が走ることで起きる電気回路の「短絡」という単

純な物理現象によって、そのセク ション内に列車

のあることを知らせるものである。 この「レール

を利用した電気回路の短絡」を情報の発信源とす

る考え方は、300km/hに近い高速で走る新幹線や

2分間隔で走る首都圏内の通勤列車など多くの線

区において、列車の位置情報を得る基礎技術とし

て、今日まで継承されているのである。

しかしながら、この信号システムの盲点は、列

ト；？？？する一寸

~ 日 ？ストロマ）

O
E
 

図2列車の運転間隔を安全に保つための仕組み
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車の位置の検知、信号の表示といった一連の作業

の自動システム化は行われたが、その信号の表示

を確認し、停止信号であればプレーキ操作を行っ

て列車を停止させるという行為を運転士というヒ

ューマンファクターに依存していることであった。

先に述べたように、運転士が停止信号を見落とし

た時に、それを止める手だてのないことであった。

ちなみに、運転士の信号確認がどのくらいの回

数で行われているのか、その概数を試算してみる

と、 JR全体で 1日に約 220万四、 1年にして約

8億四という膨大な数になることがわかっている

（信号機数約 4万本、 1日に列車が走行する全距

離が約 160万kmという国鉄末期のデータを基に試

算したものであり、現在ではこれ以上と推定され

るが・・・・・・）。

運転士の信号確認ミスそのものをなくすために、

教育 ・訓練をさらに徹底し、叱時激励していく、

または信号機を見誤らないように改良していくな

どといった道を選ぶか、それとも、ヒューマンフ

アクターに起因するミスの発生減少には限度があ

ることを直視し、万ーそのようなミスが発生しで

も、大きな事故につながらないようなシステムづ

くりの道を選ぶか。その解決のためには、極めて

情緒的で信頼性の低いヒューマンファクターを対

象としていること、そのヒューマン作業の総量が

極めて膨大であること、さらにそのミスは、列車

衝突といった大きな事故につながっていくことを

勘案することが必要であり、ヒューマンのミスを

パックアップするシステムの開発が要請され、実

現していったのは当然の流れであった。それがA

TS (Automatic. Train Stop；自動列車停止装置）

である。

2) 犠械の正確さで安全を向上するATS

今から80年前、アメリカのボストン高架鉄道で

機械的メカニズムにより AT Sが開発され実用化

さ才1た。

一方、日本でも大正10年から開発試験が始まっ

ていたが、戦争により中断せざるをえなくなり、

曲折を経て、昭和29年から、前方の信号機が停止信

号を表示している場合には運転士に警報をだす車

14 

内警報装置の配備が始まった。 ところが、このシ

ステムは単に警報をだすだけで、最終的には運転

士の判断 ・注意力によることとなるため、時とし

て警報が無視され、そのための事故も発生した。

車内警報装置からプレーキ操作も機械的に行う

AT Sへの転換は昭和37年に決定され、 2年間の

開発の後、昭和39年に「ATS-S」が完成した。

Sはストップの Sである。 もともと AT Sの名称、

自体ストップの意味があるのに加え、この名を採

用したのは、安全性向上に対する当時の技術陣の

祈りが込められている。

ATS-Sは車内警報装置と組み合わせて使わ

れた。停止信号に近付くと運転台の警報が鳴り、

運転士は確認ボタンを押してプレーキ操作に入る。

確認ボタンが押されない場合は自動的に非常プレ

ーキが動作する。

昭和41年から全線区で ATS Sの導入が始ま

り、安全性は向上した。 しかしながら、確認ボタ

ンを押していながら停止信号を冒進する事故が起

きた。プレーキをかけるタイミングまで自動化し

なければ完全に安全を確保することはできない。

こうして昭和49年、「ATS-P」 （改良型ATS) 

の開発がスタートしたのである。

3 インテリジェント化を進めたATS-P

ATS-PのPは、パターンの頭文字をとって

いる。運転士のプレーキ操作を速度照査パターン

でチェックすることからこの名がついた。 ATS  

-Pでは、列車が停止信号を表示している信号機

のある一定地点まで近付くと、地上装置からの情

報を受け、列車内の端末が車種に応じたパター ン

を描く。 このパターンは、停止信号に近付き得る

限界スピードを示すものであり、列車のスピード

がパターン内にあれば、停止信号の手前に無事停

止できるとコンビュータが判断し、運転士のブレ

ーキ操作に任せる。 しかし、パターンを少しでも

超過すると自動的にプレーキが動作するのである

（図 3参照）。

この ATS-Pは幾つかの特色をもっている。



その一つは、運転士の自由裁量を尊重すること

にある。 自動化は、ともすれば人聞の自主性を阻

害し、モラールを低下していくこともあると考え

る。機械が故障したとき、それに対応するのは人

であり、人と機械の系が一体となって初めてシス

テム全体の安全性 ・信頼性は高まっていくものと

考える。原子力発電所や石油プラント等における

幾つかの事故例がそれを教えてくれる。

ATS Pの I＼ターンは、コンビュータによっ

て監視されコントロールされるが、それは運転士

というヒューマンをパックアップする最終の手段

である。パターンの範囲の中でそれを意識するこ

となく、運転操縦判断上の幅が与えられ、運転ス

キルやモラール、判断力といったヒューマンフア

クターに欠かせない要素の維持 ・向上を目指して

いくものとなっているのである。

もう一つは、これまでの AT Sと決定的に途う

ものであり、最新のマイクロ・エレクトロニクス

最大80ピットの電波で
相互に 4固め情報交換を行う
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技術と情報伝送技術を使用していることである。

ATS-Pの地上装置は長さ 410mm、160km/h

運転が可能なように設計されている。地上装置の

上を車両に取り付けられたビーコンが 160km/ h 

で通過する時間は 7.1×10-1秒。その瞬間に、前

方の信号機が停止信号かどうか、停止信号までの

距離、どの列車が通過したか、情報の内容や伝送

にミスはなかったか、などといった80ビットの量

の情報が、それもより正確を期すため 4回繰り返

し送受信されるのである。

これは、ただ単に運転士が停止信号を行き過ぎ

ようとした際にブレーキをかけるという機能のみ

ではなく、高速で走行する車両と地上聞の情報伝

送という点で大きな期待が寄せられている。 たと

えば、ポイン卜の切り換え、踏切のコントロール

など、従来は地上の係員や装置が行っていたもの

を、インテリ ジェン ト化された列車自体が行うも

のとなっていく可能性を秘めているからであり、

それによって鉄道の安全性・信頼性はさらに向上

していくと考えられるからである。

4 次世代のシステムを展望して

ATS-Pの導入によって、安全性の向上とい

う第一の目標をクリアすると同時に、さまざまな

新しいメリットが生まれた。

21世紀の安全システムもまた、 ATS-Pの考

え方の延長にある。列車同士を安全にコントロー

ルし、より効率的に運行していくためには、その

乗務員が［止まれる速度のバターン］ をオーバーし、 乗務員が［止まれる速度のパターン］の範囲内で
点線の速度で走ると、自動的にプレーキがかかる． 運転すれば、停止信号の手前で停止できる．

＋ー先行列車

， ， ， ,. 
6 

信号が［赤］の場合は、

， 
， ， ， 

， ， 
， ， 

A ，・哩旦

－’，－ 

その手前で必ず止まるように設定きれている。

図3 ATS(ATS-P）の仕組み

止まれる速度の

｜地上子から停止信号までの距雌を
｜理よす＇［止まれる速度のパターン］

｜を計算し、記憶する．

’十進行方向

J三塁二一一一
』ー， 司 E ・ ’..！：
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コントロール情報としての列車相互および絶対的

な位置情報、スピード、加速・減速情報などをト

ータルに把握し、管理していくことが求められる

ことになるだろう。

その場合、新幹線の安全システムまでが基礎技

術としている「ワンブロック ・ワントレイン」の

軌道回路の思考を離れ、列車情報のすべてをトー

タルに管理する次世代システムの開発が活発化し

ていくことになるだろう。

すでにフランスの RATP（パリ運輸公社）では、

従来のレールを使っているものの、これら大量の

列車情報の伝送を実用化した SACE Mシステム

を稼働させている。同国国鉄では、人工衛星や地

上のビーコン等を使用したシステム・ ASTREE

の開発に着手している。アメリカでも同様の考え

方に基っ・く ATC Sシステムの実用化を目指して

おり、日本も例外ではない。

20世紀に実用化し得た安全システムとしての、

ATS-Pとその考え方は、形は変えながらも、

今後幅広くその使用範囲を拡大していくことが期

待されているのである。

5 ヒューマンと安全

ATS-Pは、エレクトロニクスや情報伝送技

術などのハードウェアの発展、さらにパターンタ

イプの採用などのソフトウェアの改良によって生

まれたが、これらとともに、運転士にとってやり

がいのあるシステムをどうっくりあげていくかな

どといったヒュ ーマンウェアの概念が生かされて

いることをここで特に記しておきたい。

多くの人々が安全を担う鉄道企業にとって、人

に優しい技術としてのヒューマンウェアは極めて

大切なものであり、 ATS-Pはその 1例にすぎ

ないのである。

鉄道にとって、自動化、高速化は時代の要請で

あり、交通機関としての宿命でもある。 しかしな

がら、自動化されたシステムに完全はあり得ない。

故障もするであろうし、それをメインテナンスし

操作するのは人である。 また、そのようなシステ
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ムをつくるのも人である。さらに自動化は人の仕

事の内容や環境も大きく変えていくであろう。鉄

道の運行を支える人々がいかにして誇りと満足感

をもって職責を全うし、技術を磨いてくれるか、

これは安全にとって極めて重要な課題なのである。

そのためにはまず、人々が誇りをもって働ける

企業とすることであろう。今、鉄道が再評価され

つつあり、鉄道に働く人々は将来に向け自信を取

り戻し、さまざまなテーマにチャレンジしつつあ

る。「企業がそこに働くものにとって誇りをもて

る企業とすること」、これが安全の第一歩である

と考える。

第二は、人とシステム技術の共存であり、調和

である。いかにすれば第一線の人々にとって親し

みやすく、誤りの少ないようなシステムのデザイ

ンができるのか、どのようにすればプロフェッシ

ヨナルな人々がその技術を生かし、しかも機械が

人のミスを防ぐようなシステムができるかなど、

人とシステムが共存可能なものをつくりあげてい

く姿勢、努力が必要であると考える。

第三は、第一線に働く人々の参加である。ATS

-Pを例にとると、第一線の人々の意見が随所に

生かされている。第一線の人々こそが安全の最良

のモニターであり、安全情報の発信地であるとい

う視点が必要なのではないのだろうか。

そして最後は、企業全体としての姿勢であると

考える。以上述べたような事柄は、企業という組

織体のなかに働く人々によって行動に移され、実

現する。企業が明確に安全を経営の最重点課題と

して認識し、実行することであると考える。

6 おわりに

今、鉄道は、単なる輸送を行う機関としてでは

なく、システム技術に立脚したサービス産業とし

ての脱皮を図っている。そして、その基本となる

のは安全である。貴重な紙面を拝借し、筆者の経

験に基づいて安全について述べてきたが、各位の

貴重なご意見をいただきたいと考えている。

（ふるやま こうのすけ／東日本旅客鉄道側安全対策部）



はじめに

昨年9月に「イ ンテリ ジェント自動車交通シス

テム」に関する調査団を編成し、ロン ドン、 イェ

テポリ （スウェーデン）、 ミュ ンへン、ローマおよ

びパリの諸都市を訪問した。

調査団のメンパーは、日本の代表的自動車メー

カ一、エレクトロニクスおよび交通信号制御関連

会社の中堅幹部より構成され、訪問先は「英国交

通運輸研究所」「ボルポ社」「全ドイツ自動車連

盟」「シーメ ンス社」および「フラ ンス道路交通

情報センター」など、ヨーロ ッパにおける主要な

自動車交通管理の研究所、メーカ一、公的機関な

どであった。

1989年後半の東欧諸国の民主化以来、 1992年に

予定されているECによるヨーロ ッパの政治的・

経済的統合の気運をふまえ、湾岸戦争の後始末、

米ソ対立の消滅とソ連邦の崩壊等々ヨーロ ッパの

各国が抱える問題は少なくない。たとえば、スイ

スなど欧州自由貿易連合（EFTA)7か国（スウェ

ーデン ・ノルウェー・スイス・オーストリア・フ

ィンランド・リヒテンシュタイ ン） は、政治色の

濃いECに距離をおく従来の方針を転換、 ECと

の間で、関税を全廃するなど共通市場「欧州経済

地域」（EEA）をつくるととで合意している。 この

ような激変を重ねている政治的・経済的統合再編
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の影響下で、自動車交通管理の問題が、他の重要

問題、たとえばEC通貨基準（ECU）の設定など

とともに極めて関心が高いことに驚かされた。

従来、ヨーロッパでは鉄道輸送の物資や人の移

動に占める割合が、米国や日本に比べて格段に高

い比重を示しているが、近代先進工業地域への脱

皮のために、社会基盤ともいうべき道路交通管理

システムの構築が焦眉の急であるといわれている。

2 英国交通運輸研究所（TRRL:Transpo同

and Road Research Laboratory ) 

英国交通運輸研究所は、通称、TRRLでよばれて

いる世界的に有名な交通運輸に関する研究所であ

写真 l スウェーデンの会臓で挨拶
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る。ロンドン郊タ同~1 時間のCrowthorneの250エ

ーカーの広大な敷地に約600人の研究者とその他

の職員を有し、 2,000万ポンドの年間予算で、運

輸省の指導の下に、圏内のみならず対外的にも精

力的な活動を行っている。その研究開発の範囲は

多方面にわたり、日本でいえば、建設省の土木研

究所、通産省の機械試験所および警察庁の科学警

察研究所などの自動車交通関係の研究開発業務を

一元化したものと考えられる。

英国においても、道路や事故、渋滞による社会

損失は、年間150億ポンドに達するといわれてい

る。 TRR  Lは英国および海外の企業とも密接な

関係を保って研究開発の業務を遂行し、その成果

は世界的に高く評価されている。また、自動車道

路システムのあらゆる分野で活躍し、すべての道

路利用者、すなわち運転者や歩行者などに利用さ

れている。

最近の研究成果としては、道路舗装、土塁、交

通制御、自動車設計、安全対策および海外活動が

挙げられる。また、現在の研究項目としては、高

速道路、構造物、交通流、自動車、安全対策およ

び海外活動などを行っている。

このなかで、安全対策としては、事故原因とそ

の対策、運転者の行動と訓練、安全教育と広報、

交通医学、自転車問題、旅行様式、公共輸送およ

び交通と土地利用などのテーマを行っている。ま

た、交通流としては、移動と安全に対する交通管

理、都市交通制御システム、自動車道路の交通容

量、運転者への情報と案内システム、交差点の設

計、歩行者と駐車問題および交通流と軸荷重の測

定などが挙げられる。

このうち自動車交通システムの改善方法として

SCOOTシステムがある。これは者E心部における

渋滞を最小にするために交通信号の時間制御をコ

ンビュータを用いて実施したもので、1979年以来、

このコンビュータ制御による都心の交通制御シス

テムは、英国内において 7システムから24システ

ムに増加され、約5,000個の信号機が直接に制御

されている。定時式信号制御システムに対する年

間の節約量は各地域で約 1億ポンドに達し、世界

18 

各国で実用に供されている。

SCOOTシステムは、 Ferranti、GECおよび

Plessey社 との共同研究で開発したもので、自動

的に交通パターンに対応する方式を採用している。

最初の実用に供されたのは、 Coventryにおいて

1979年に30システムが設置されたが、英国におけ

るSCOOTシステムは毎年2,000万ポンドの利益

をもたらしている。 TRRLは海外の政府と特別の

応用方式について協力を行っているが、特に中国

の北京における自転車の制御方式の開発が有名で

ある。

TRRLの最近における主な研究開発で、すでに

実用に供されているもの、あるいはまもなく実用

イじされると思われるものについて、簡単に説明する。

eA  1 Pilot Red Route 

このシステムは、信号機の系統化および対象路

線における駐車管理によって、円滑な道路交通流

を確保することを目的とするものであり、対象区

聞はN6ルートのHighgateからBuchenRowに

至る約20kmの幹線道路である。

交通渋滞の原因は、駐車車両によって引き起こ

されるため、駐車違反の徹底的な取り締まりの強

化を1991年 1月から実施した。駐車違反の取り締

まりについては、どの地点を重点的に行ったほう

がよいかを検討し、交差点付近やロータリー付近

での駐車違反車両の取り締まりを特に強化した。

また、市街地の商店前には商品荷下ろしのための

スペースを設ける必吾妻があるため、駐車違反は厳

しく取り締まった。

調査内容としては、車両走行時間、車種別交通

量、パスの走行時聞を測定し、駐車状況やショッ

ピングの活動状況などを調査した結果、走行時間、

占有率が減少し、交通量が増加し、走行時間が短

縮した。

eMONICA 

MONICAは、TRRLが TRANSIT、SCOOT、

AUTO-GUIDEなどに次いで全ヨーロツ／てを対象

にしたプロジェクトである。

このシステムの責任者は、重要交差点の抽出を

行うとともに、交通量の監視と突発的事象の検出



を行い、渋滞などの傾向を見て、運転者へ代替ル

ートの提供や、旅行時間の提供を行うのである。

eRoad Pricing 

M25の環状線の内側の地域を分割し、地域ごと

に道路の使用料価格を設定する。価格は 1時間単

位で設定し、都心部に行くにつれて高い料金とな

る。 自動車にはメーターを取り付けるので料金所

は不要であり、プリぺイドカードにより料金徴収

を行う。カードの価格は、社用、私用、金持ちで

あること、あるいは使用目的などによって変更す

る。カードはどこでも購入することができるし、

最終的には政府機関がカードを発行し、価格を決

めることになる。システムは極めて単純であり、

香港やシンガポールで実施されているようなチェ

ックポイントは不要であり、メーターは車から無

理に外すと壊れるような構造となっている。

このシステムは交通渋滞を緩和するために考え

られたものであり、これによって得られた利益は

道路建設、改良に利用し、あくまで交通状況の改

善を目的としたシステムである。

3 ポルポ社（VOLVO)

ボルボ社は、スウェーデン第一の自動車メーカ

ーであるだけでなく、政府の交通安全事業にも関

心をもち、交通事故調査を行うチームを組織する

など、安全に対して特別な哲学をもっ企業である。

ポルボ社は、車の設計において何よりもまず安

全性を第一に採り上げ、 1959年には 3点式シート

ベルトを開発し、 1987年にはエアバッグを開発し

た。衝突の25%は側面衝突であり、しかもその部

分は乗員に近い位置である。そこで、この部分に

対する補強対策についても科学的な検討を行って

いる。1992年にポルボ社は、内側内装部が変形す

る車種を開発して、死亡者35%減を目標とし、コ

ンビュータグラフィックスを用いた評価を積極的

に採り入れている。たとえば、衝突後O～90ミリ

秒の状況を分析し、ダミーを使った衝撃テストの

ほか、頭蓋骨に対する解析用に、人間の頭部のモ

デルを開発して分析し、これによってシート開発
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の効果が上がるといわれている。

また、ボルボ社には、道路事情および研究所と

実際の事故現場での研究を総合的に調査・分析お

よび評価する交通事故チームがある。ボルボ社の

関係する事故が発生すると、警察からボルボ社に

連絡が入り、現場保存、救助作業およびドキュメ

ンテーション等の重大事故情報が、ボルボ社に集

計され、保険会社から入手された統計資料と併せ

て将来の検討資料として保存されるのである。事

故件数は、年間重大事故が1,000～2,000件であり、

その他のものが45,000件程度である。

さらに、ボルボ社では、全輸送量の80%が車を

利用することにかんがみ、渋滞問題による輸送機

能の低下を防止するための将来の情報システムに

ついて、極めて重大なる関心を有している。

ヨーロッパ全域を考えてみても、道路に起因す

る事故の死者は、年間 5万5,000人、負傷者は70

万人、後遺症は15万人に達し、社会的損失計算に

換算すると約30億ECU( 1 ECU与 1US$）に達

する。また渋滞による社会損失は約200億ECU、

環境汚損によるものは50～ 100億ECUに達すると

いわれている。

このため、ヨーロッパ全域で計画されている

RTI (Road Transport Informatics）標準化へ

の推進や、共通システムの開発、たとえばDRIVE

計画 ( Dedicated Road Infrastructure for 

Vehicle Safety in E町 ope）やPROMETHEUS

計画にも積極的に参加している。

このほかにもボルボ社は情報伝達の積極的なシ

ステム開発を行っており、伝達メディアとしては

RDS、GSM、人工衛星なども検討中である。

4 全ドイツ自動車クラブ

(ADAC : Allge-meiner Deutscher 

Automobil-Club e, V,) 

ADACは、 1,100万人の会貝をもっ欧州最大の

自動車クラブである。（旧）西ドイツの総人口が

6,100万人、乗用車の保有台数は2,500万台である

ことから、（旧）西ドイツでは 3台に 1台がADAC
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の会員である。1903年に創立され、第二次大戦後

再発足したADACは、 100万会員になるまでに、

1945年から1965年の20年間を要したが、その後の

発展は目覚まし く、ほぽ2～ 3年間で100万ずつ

会員が増加している。

組織、活動の重点は本部集中型であり、全職員

4,500人のうち、半数を超える職員が本部と関連

会社に所属している。その内訳は本部事務職員が

1,230人、ロードサービス部門が1,068人、出版・

旅行・保険などの関連会社が481人である。支 部

は17あり、主に24時間のロードパトロールと旅行

インフォメーション、そのf也の窓口業君事をf旦当し

ている。業務内容では、旅行インフォメーション、

技術テスト、それに会社組織で対応している保険

部門の充実ぶりが際立っている。

ドイツは欧州の中央部に位置することから他国

に車で出かける人も多く、毎年 2人に 1人は休暇

を利用して他国に旅行している。最近は（旧）東ド

イツとの往来が極めて盛んのようである。地理が

不案内なところに旅行する会員のサービスとして、

ADACはドライブマップや交通情報の提供を行

EURO-SCOUT -
das wirksamere System gegen den 
Verkehrsinfarkt und seine Folgen 

SIEMENS 
EU内0SCOUTist酬の晴附句－・

V則市酬市閣0・F間関切削em.
m't d・mv，断、尉、rsSlr伽明＠糊政..，，，
S・M・nk1uldAuo1ahrer白bet
d・aldue陶 v・似酬r割oge'"l"'m噌M
... ψ・nkOn州駅1

図 l シーメンス社のEURO-SCOUT
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っており、本部のラ ジオステーションから交通情

報を欧州内の各地方ステーショ ンに送っている。

交通情報の情報源としては、 2～ 3年前までは

ADACの職貝や警察からの情報が中心であっ た

が、最近では国が道路に設置したループセンサー

からもらうリアルタイムの情報が増えてきた。

eRDS （ラジオデータシステム）

将来の交通情報システムとして現在開発中のも

のにRDSがある。 このシステムが実現すると、

ドライパーはラ ジオをつけさえすれば、過去 1時

間分の交通情報がいつでも聞けるようになる。 し

かも、交通情報を聞きたい地域や聞きたい言語を

選択できるようになっているので、たとえば ドイ

ツを旅行中のイタリア人がイタリア語で交通情報

を聞くことが可能となる。すでに過去数年間実験

を続けており、今後2～ 3年以内に実用化される

予定である。

eALトSCOUT

将来のイ ンテリ ジェン ト交通システムである

ALI-SCOUTプロジェクトでは、 LISBといわれ

るフィールド実験をベルリ ンで行っており、現在

1,000台の実験車が走っている。

このシステムは路車問双方向システムであり、

ドライパーがリクエストすると交通情報などが

「マネジメントセンター」とよばれるセ ンターか

ら返ってくる。双方向通信にする理由は、 ドライ

パー側の情報 （たとえば、必要としている情報の

種類、目的地など）を交通管理者側が得ることに

よって、交通状況の予測がしやすくなるためである。

eDRIVE 

欧州全体が進めているイ ンテリ ジエン ト交通シ

ステムにDRIVEがあることは前に触れたが、投

資総額は過去 3か年で 1～ 2億ECUで約半分が

民間企業からでており、残り半分が政府および公

共機関の負担となっている。

このシステムのイメージとしてはADACなど

が集めた交通情報を提供する「イ ンフォメーショ

ンセンター」と、道路表示などによ って交通を管

制する「トラフィ ックコ ントロールセ ンター」が

連結したものと考えられる。



DRIVEの第一の課題は資金である。必要な金

は各国から集めなければならないが、だせる国と

だせない国がある。第二に、金の面だけでなくシ

ステムの面でも各国の同意を得ることが必要であ

る。また、当初の計画では（旧）東ドイツの影響を

考慮していなかったが、東欧や（旧）ソ連への援助

で資金が必要となり、プロジェクトの進行が遅れ

る恐れがある（東欧、（旧）ソ連への援助でドイツ

だけでも国家予算の20%近い50～60億マルクが使

われている）。

もう一つの大きな課題は、「ユーザーからどう

やってお金を徴収するかじである。従来は交通

情報は無料であったが、 DRIVEのような システ

ムでは金がかかるために、ユーザーにある程度負

担してもらう必要があり、この点が大きな課題で

ある。

5 シーメンス社

(SIEMENS AG) 

1947年、ヴェルナー・シーメンスとヨハン・ゲ

オルグ・ハルスケが、ベルリンでSimens& 

Halske電信電気製造会社を創設した。以来144年

の歴史を有し、現在世界124か国に拠点をもち、

1990年度の売上高は約 5兆5,800億円、従業員約

37万人の世界有数の総合電機メーカーである。研

究開発への投資総額は、売上高の11%、6,160億

円にのぼり、マイクロエレクトロニクス、光通信、

音声認識、 AI、新素材など21世紀を担う研究開

発を積極的に推進している。

事業部は、プラントエンジニアリング、電気設

備、自動化システム、自動車電装品、発電システ

ム、送配電、半導体、医療機器、公共通信ネット

ワーク、電子管、構内通信システム、保安システ

ム、交通システムの13に分かれている。

交通信号の事業については、 1924年にベルリン

で初めて信号機を設置したのを皮切りに、今日 ま

で42か国に450台のコンビュータシステム、 3,500

台の交通信号制御機を送り出している。具体的に

取り扱っているものは、交通信号制御機、信号灯
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器、車両感知器、交通管制用コンビュータおよび

ソフトウェア、人員の養成、交通技術の開発ツー

ル、各種装置、保安業務、 パス優先システム、高

速道路管制システム、可変情報板、モザイクパネ

ル、将来は経路誘導システムなどである。

日本もドイ ツもAUTOガイダンスで先進国で

あり、同じ目標に向かつて進んでいる。しかし、

その方法は、詳細についてはかなり異なった点が

ある。

交通管理については運輸省が責任をもっていて、

そのポイントは、経費の節約だけではなく、あく

まで環境を守ることに置かれており、政府はこの

ことに対し責任をもって対応している。具体的に

は、交通の分散、車から列車などへの乗り換え、

プライぺートカーの削減、歩道の増設、道路の拡

幅、街路樹、駐車帯の設置で、道路交通案内シス

Die Ko・t・n
Das EURO-SCOUT-Bordgeriit 
wird nur soviel kosten wie ein 
Autoradio fur gehobene Anspru-
che. Aus den laufender、Gebuhren-
einnahmen wird ein Teil der Infra-
struktur finanziert werden. Die 
offentliche Hand wird nur einen 
Teil der Systerr、koster、zutragen 
haben, entsprechend dem 
EinfluB, den sie auszuuben hat, 
um ihrer Verantwortung fur den 
Verkehr gerecht zu warden 

図2 EURO-SCOUTの実験車内部
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テムの効用（Taskof an RTI System）と称し

ている。

6 イタリア自動車クラブ

(ACl:Al』tomo-bileClub D’ltalie) 

イタリア自動車クラブは民間団体であるが、政

府から徴税業務の委託を受ける等、自動車行政に

かかわる度合いも大きい。イタリアの交通事情な

らびにインテリジェント自動車交通情報提供に関

して、現状と今後についての概要は次のとおりで

ある。

イタリアでは、現在3,000万台の車両が保有さ

れており、そのうち2,600万台が乗用車で、交通

事故や渋滞等の交通問題が発生している。交通管

理を行う行政担当者は、その解決に苦慮しており、

日本では厳しい法律を設け公害防止に積極的に取

り組んで成果を挙げている点と、技術面だけでな

く交通安全思想の普及に熱心に取り組む日本のや

り方に敬意を表していた。

イタリアの交通行政は、運輸省と公共交通管理

省の 2省で行っている。それに環境省が加わって

交通管理を行っている。しかし、この省庁聞を調

整して、全体的統一方針をだすことは困難である。

イタリアの法律は、大統領令、大臣令、地方法

令など多くのものがあるが、 1992～1993年のヨー

ロッパ共同体の統合に合わせて、ヨーロッパ共同

体の法樟を受け入れるため、現行法の改訂作業を

行っている。ヨーロッパ共同体の統ーした交通法

規をイタリアに適用するためには、共通するもの

と別個のものの 2種に分けて検討する必要がある

し、立法上も種々の問題点がある。現在国会で交

通法規の改正について審議が行われているが、改

正論議は20年前からあり、結論がでないまま Ec 
の交通法規に移行せざるを得ない。 20年前から議

論して結論を延ばしている結果として、信号機や

標識が整備されずにきてしまい、交通安全上問題

である。

イタリアは古い歴史をもっ国であり、至る所遺

跡がある。道路混雑解消のための地下道など地下
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の利用も、埋蔵文化財が出てきて思ったほど進め

られない。遺跡などを保存するための監督省もあ

り、開発には厳しい制限が加えられている。エレ

クトロニクス化はあまり重要なテーマではなく、

その効果は期待できないと判断されている。

7 フランス道路交通情報センター

( CNIR:Centre National D’Informations 
Routieres,) 

フランス道路交通情報センターは、 1968年に国

防省（憲兵隊）、内務省（警察）、交通省の共管と

して設立された組織であり、 24時間体制でフラン

ス圏内およびヨーロッパ各地の道路交通情報を収

集し、それを利用者にラジオやTV放送によって

提供している。職員数は270人で、運営費は運輸

省の負担となっている。

交通障害となる情報と事故情報は、特に重要で

あるが、その他閉鎖、迂回、冬はチェーン装着情

報、また興味深いものとして交通渋滞予測がある。

L’ASSURANCE 
AUTO INTEGRALE• 

加

m
T
………一d

r

・－…曾塁手機器
図3 フランスの道路渋滞予測カレンダー



これは、学校 ・ビジネスの休暇に入る時期、祭日

の前後に、コンビュータにより道路状態（場所と

時間）を予測し、地図を使い、推薦する道路はグ

リーンで、渋滞する道路はレッドで表示するもの

である。

RDSとよばれるカーオーディオを使ったオー

トガイドシステムは、周波数にコード化された情

報をラ ジオがそれぞれ解説する機能をもち、 E容が

移動して異なる放送局のエリアに入っても自動的

にチャンネルが切り替わる。径路誘導を行わない

時には音楽を聞くことができる。人工衛星を使っ

たサテライト方式の実験は、 1992年よりテスト開

始の予定である。

このシステムでは、情報のチェックを行うこと

を予定しているが、問題は価値のある情報システ

ムを安価につくることができるか否かである。

道路情報の収集源は、主として国家警察・地方

警察・地方運輸局で、補助として気象庁・外国の

自動車クラブ・有料道路会社などがある。ディス

トリビュー ションセンターは、 1年間に約 2万

5,000件の情報を受け、毎日の大都市周辺の幹線

道路の情報は、売店の日刊誌に掲載されている。

これは、フラ ンスでは一般的な方法である。イン

フォメーション・ネットワークは、 ドライパーに

とって移動時間の節約となり、交通量の多いフラ

ンスでは特にそれが顕著なものとなる。このシス

テムは、フランス国内だけでなく、他の国々のシ

ステムとも接続していく必要があると考えている。

8 今後の際題と展望

以上、ヨーロッパ主要5か国の自動車交通管理

事情、主として新しい技術的システムの胎動につ

いて知ることができた。各国ともそれぞれヨーロ

ッパを代表する大国であり、それぞれの長い歴史

と伝統的な文化を有しているので、新しい技術シ

ステムへの適応については多くの困難な問題点を

抱えているようである。特に最近では東西ドイツ

の統一、 ECの統合、 EFTAの台頭、さらにはソ

連邦をはじめとする東欧諸国の政治的・経済的混
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写真2 フランス道路交通情報センターにて
調査団一行

乱がこれに拍車をかけている状況である。

英国は、戦後、「英国病」とか「たそがれのロ

ンドン」とか、昔日の大英帝国の印象からは大き

く後退した印象をもっ人が多いが、サッチャー前

首相の強力な指導と、北海油田の経済的支援によ

って、ハイテク技術開発の分野でも、ヨーロ ッパ

のみならず世界をリードする抱負と自信を有して

いる。

ドイツは、 1989年11月9日のベルリンの壁崩壊

以来、文字どおり政治・経済および技術の商でヨ

ーロッパのリーディング ・カ ントリーとして、日

米両国の攻勢に耐え得るヘゲモニーを、独特の堅

実な足どりで着実に確立している感じである。

スウェーデンはその世界的に有名な福祉国家と

しての前途に一抹の不安が感じられるものの、ボ

ルボ社の社是にある安全第一の方針をかたくなに

守り続けていくことであろう。

フラ ンスとイタリアは、その独特な文化的遺産

と近代国家の建設という矛盾に苦しみながらも、

21世紀においても近代国家としての威信を保持す

るための道を模索している姿に感銘を覚えた。

自動車交通システムの分野においても、従来の

3 E (Education、Enforcement、Engineering）に

加えて 2E (Electronics、Environment）の調

和のとれた社会システムを実現することが、 21世

紀の次代に引き継ぐべき我々の使命であろう。

（つざわ まさみ／（財）日本交通管理技術協会専務理事）
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CRT 
オペレーションの功罪

はじめに

CRT (Cathode Ray Tube）とは、テレビで

なじみのある、いわゆるブラウン管を用いた出力

装置であるが、こうした装置がプラントの運転を

つかさどる制御室にも導入されるようになり、プ

ラント操作の内容が、従来のアナログ計器を用い

たときとは大きく異なってきている。

こうした傾向は、それなりに実現の理由が存在

するととは当然であるが、たとえば、化学プラン

トのように危険物質を扱うプラントでは、そうし

た新しい試みが安全性にどのような影響を及ぼす

ことになるのかが大きな問題となる。

CR Tオペレーションの採用はかなり以前から

始まり、現在では各プラントが積極的に導入する

傾向が顕著になっているので、その功罪について

はすでに結論がでたような感があるが、とこで改

統合運転管理
・全体バランス管理
．環境管理
・スケジュール （日程）
．運転DB（時系列）

運転管理
・生産実績収集
．最適制御
．異常診断
・F田 zy制御

．処方管理
・銘柄管理
．進捗管理

統合生産管理
・生産計画／実績管理
．品質管理
・股備管理
．生産DB（長期）

大島鎌次

めて問題となる点について考察をして、将来のマ

ン ・マシンインターフェイスの在り方を探ること

を試みる。

2 デジタル制御と CR Tオペレーション

プラントオペレーションの分野では、 CR Tオ

ペレーション方式の導入は新しい制御方式、すな

わち、デジタル制御の採用の副産物として実現し

たというととができる。初期の制御方式であった

空気式、あるいは電子式のアナログ制御計に代わ

ってデジタル情報の数値演算によって制御政策を

決定する方式が実現したのは、 1970年代の後半で

ある。

当時は、多数ある制御ループのそれぞれに調節

計を設置する代わりに、 一個の計算機ですべての

制御ループを操作することによる合理化を追求す

スタ .， 7用WS

オ；~

・プロセス特性解析
．統計解析／評価
・管理データ作成

（グラ7，報告書）

・ガス検知器．火災検知器
．気象
・回転機掻動．温度など

－防災監視
・故障監視

実現イメージ

図 l 化学プラン 卜CI Mの槍成例
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ることが主たる関心事であった。

実際には、中央の計算機が故障すると、すべて

の制御ループが機能しなくなるといった事態が予

想されるので、信頼性の面からその考え方は必ず

しも成功しなかったが、やがて D C S (Distri-

buted Control System）とよばれる分散型制御

システムが実現して、少数のループを単位として

制御機能を分散し相Eにパックアップをすること

ができたために、急激に普及することになった。

したがって、 Dc Sにおいては制御ループの数

は問題ではなくなり、むしろアナログ調節計では

実現できなかった、たとえば非線形制御の取り扱

いや、いわゆるアドパンスト制御とよばれる制御

方式の実現が評価の対象となった。

しかし、プラントオペレーションの立場からす

ると、 Dc Sカfもたらし

た効果は、それ以外の方

が大きかったといえる。

すなわち、デジタル信号

処理方式であるために、

他の計算機システムとの

交信が容易にできること

と、計算機システムで採

用されている入出力方式、

すなわち、 CRTとキー

ボード操作が導入された

ことである。

計算機システムとの交

信機能は、最近に至ゥて

CI M (Computer Inte-

grated Manufacturing) 

システムという形でその

特徴が利用されつつある。

生産活動を効率よく行う

ために、それぞれの部署

において、必要な情報を

必要な時に利用できるよ

うに情報の統合化を目的

とした方式である。たと

えば図 1は、化学プラン

トのCI Mの構成を示し

た例である。
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一方、マン・マシンインターフェイスとしてC

R Tとキーボードが採用されたことは、現場のオ

ペレーターにとっては画期的な変化であった。そ

れまでは、パネルにはめ込んであるメーターを見

ながら、そこにあるつまみを動かして操作してい

たのが、 CR Tに示された制御計の画像を見なが

写真 オペレータ・ステーション

プラント表示画面 8ループ画面

トレンド画面

l ループ画面
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プロセス画面

ガイダンス画面

図2 DC Sの画面例
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らタイプライターと同様なキーボードを指先で叩

きながら、背後にある大きなプラントを操ること

になった。

実際には、アナログ計器のメーターといえども

直接的なプラント操作ではないが、 CR Tオペレ

ーションとなると完全に情報化された世界でのプ

ラント操作という性格が強くなり、人間とプラン

トの距離が遠くなることに対する抵抗がかなり取

表 l CR Tオペレーションを中心としたMM l採用の目的

目的 % 目的 % 

情報の集約と盤理 23 信頼性向上 5 

操業の質の向上 19 保守性向上 4 

省力化 14 熟練の機械化 3 

計器室の省スペース 10 コストダウン 2 

省人化 10 環境安全対策上 。
省エネルギー 7 その他 3 

り沙汰された。

原子力プラントにおいては、いまだにCR Tは

プラント情報のディスプレイに用いられるだけで、

CR  Tオペレーションには踏み切っておらず、航

空機でもボーイング767になって初めてCR Tの

コックピットが実現している事実をみると、そう

いったいきさつが感じとれる。

3 CR Tオベレーションの機能

ここでCR Tオペレーションとよんでいる内容

は、比較的狭義に定義しており、すでに指摘した

ように、 Dc S上でキーボードと CR Tとを用い

てプラントを動かすような操作を指している。

単にプラントの状態を表示するだけのデバイス

であれば、それのプラントオペレーションに対す

る影響はそれほど問題に

はならないが、こうした

新しい方式によってプラ

ントを操作するという安

全性にかかわる未知の問

題を含んでいる点を意識

して、ここではあえて機

能を限定して考えている。

CR  Tの具体的なイ メ

ージを示すために、オぺ

高

（汎用機）
工場全体の自動化ー

統合生産管理
・生産計画．実績．原単位管理
（畏期データ保存，工場全体情報管理）

－各種トランザクション処理
（在庫．入出荷.llt備管理，工程管理，
品質管理など）

（汎用機／
スーパーミニコン） OA,Al,WS連携

一人間よりの生産
の自動化一

加
工
度

統合運転管理
・運転管理

（連続，パyチ，ディススリート）
．装置／装置間の最適化制御
・運転時系列データベース

（運転解析，評価）（ミニコン）

一生産
め高度化一 運転管理

・制御め高度化
（多変数制御， 7アジィ制御などのアドバンスト
コントロールおよび異常診断，ガイダンスの連動）

．リアルタイムデータベース

低

・CRTオペレーションの統合イじ
・銘柄管理（パyチ運転）
－品種切替操作の自動化

（自動スタートア yプ／シャ y トダウン）
．フィールド機器との統合化

一運転レベル
の自動化一

秒 期 周期分 時 日 月 年

図3 プロセス管理機能の階層的関係
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レータ・ステーションの

例を写真に示す。また、

CR  T上に示される画面

の例が図 2である。

この画面を見て気がつ

くのは、たとえばプロセ

ス画面やガイダンス画面

のような、従来のパネル

で得られる情報とは異な

る種類の情報が多く盛り

込まれている点と、同時

に、これまで慣れ親しん

できたアナログ計器との

連続性を配慮して、それ

と似た制御ループの画面

を表示するような配慮が



なされている点である。 このことは、まさに機能

的に斬新な方法論を人聞が操作するプラントオペ

レーションの場に導入した問題点を象徴している

といえよう。

CR  Tオペレーションを採用するに当たって、

その目的について調査したアンケートの結果によ

ると、表 1に示すように、情報化の一環として位

置づけている傾向がよくうかがえる。これまでの

中央制御室で得られる情報は、主として生データ

であるために、それを人聞が解説し、理解する必

要があるのに対し、 CR Tを介してプラント情報

を得る場合は、それの加工度を高めることができ

る点を重要な特徴としてとらえていることが読み

とれる。

「情報の集約と整理」あるいは「操業の質の向

上」が上位にあることは、従来は、プラント情報

を人間が充分生かしきれていないという認識があ

るようであるし、さらに省力化への期待も大きい

ことは、人間の行っている操作業務のなかで、計

算機による代替が可能で
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て繋理すると、 Dc Sの他の計算機システムとの

関係をよく理解することができる。

ボードオペレーションとCR Tオペレーション

とを比較したのが表2であるが、ここでもアナロ

グ情報を中心とした運転に比べて、 CR Tオペレ

ーションでは情報の加工度が一段と高まっている

ことがわかる。

4 安全性の評価

前と閉じアンケートのなかで示されたCR Tオ

ペレーションに対する懸念材料としては、表3に

示すように、「緊急操作」に対する不安が最も多

く指摘されている。実際のプラントで、 CR Tオ

ペレーションの採用が増加したことによって事故

が増えたという傾向が見られるわけではなく、む

しろ、それに関係があるとはいえないが事故件数

は減少の傾向にあるので、緊急操作に問題がある

という指摘は、未経験な問題に対する不安とみる

ある部分がかなりあるとい

う判断があるようである。

表2 ボードオペレーションと CR Tオペレーションとの比較

特に化学プラントに対

しては、生産管理その他

の目的で早くから計算機

システムの導入が進めら

れており、情報管理を行

うことによって、生産性

の向上や品質の確保が実

現できるという考え方が

議論されていたが、 Dc 
Sの出現によって、いよ

いよ本格的な総針育報管

理 システムの構築が可能

になったということがで

きる。

このことは、前に指摘

したCI M構想と発想に

おいて共通であるが、図

3に示すように、情報管

理の内容を時定数の大き

さと情報の加工度によっ

基
本
的
操
作

f育
事量

処
理

制l
御
性

保

守

性

ボードオベレーション

－情報密度が低いため、限定集中監視ま
たは分散監視を基本とする

－情報収集のため移動（消極的情報収集）
－情報収集と操作とに物理的対応がとれ
る

－原始データ主体
－アナログ主体

－単純PI D制御主体
・シーケンスはパネルで行うためDDC 
制御とシーケンス制御は分雛

・故障の他ループへの波及度が小さい

CRTオペレーション

－情報密度が高く集中監視を基本とする
－情報収集のためキーを操作 （積極的情
報収集）

－情報収集と操作とは論理的対応がとら
れている

・オペレータの監視範囲が広い

・提出データの加工度が高い
・精度の高い情報の表示・設定
・警報処理の多機化・階層化
－時系列データ処理が容易
－プロセスイメージと対応したグラフィ
ック処理

・オペレータガイダンスの充実
－情報のグルーピングが容易

. p I D制御を基本とするが他の制御
機能要素が豊富

・シーケンス機能を持つ
・DD C制御とシーケンス制御との有
機的融合

－自己診断機能
－二重化による信頼性向上
－ピルダ／メインテナンスソフトウェ
アにより増改造が容易

－セルフドキュメント
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操作が必要であり、 ページを読み間違えると別の

ループを操作するような誤操作の原因になりかね

ない。

また、制御ループに対する設定値の入力は、ア

ナログ計器とは異なり、数値によって指定するこ

とが可能なので、もし、小数点の位置を間違えた

り、その他のキー操作のミスでかけ離れた数値を

指定したりすると、プラントへの恩わぬ悪影響を

与えることになる。当然、 Dc Sのシステムとし

て、ソフトウェアによって想定できるミスに対す

る防御策は用意されてはいるが、プログラム上の

誤操作についての懸念は完全には拭えない。

人間の肉体的な特性として、末端ほど動きが微

妙であると同時に、緊張すると中枢からの制御が

難しくなる。緊急事態のような極度に緊張した状

態で、指先が意志どおりの動きをしてくれるかど

うかが問題となる。

大きな地震や火事の時に、なかなか正しく電話

のダイヤルが回せないという話を聞いたことがあ

同様な問題がプラントオベレーショ。ンでも

べきであろう。

しかし、 CR Tオペレーションの特徴の一つは、

情報がたとえば4面といった限られた数の画面で

しか得られない点にあり、知りたい情報はキー操

作によって呼び出さなくてはならない。ボードオ

ペレーションでは、パネルに広がりがあるために、

アラームが発報しでもその位置から、プラントの

異常箇所とのだいたいの対応を直感的に把握する

ことカfできる。

さらには、 CR Tオペレーションでは、それぞ

れの制御ループは同じ形式で表現されており、画

面のページをめくりながら該当するループを探す
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CR Tオペレーション採用時の問題点

問題点 % 問題，点 % 

コスト増 11 CRT表示能力 6 

緊急操作 22 信頼性 5 

オペレータの負担増 10 故障時の対応 4 

操作性 10 メインテナンス 4 
ソフトウェア 10 負担の増加 4 

オペレータ教育 7 その他 7 
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起こるとすると、アナログ計器のようにつまみを

全開、全聞の方向に一気に操作できるような構造

の方が好ましいとも考えられる。

CR  Tオペレーションのステーションは複数の

画面を用意しているが、基本的には 1人の人聞が

操作をすることが前提になっている。最近は、 1

人のボードマンの守備範囲を広くして少人数化を

図る傾向がみられるので、異常が発生した場合に

は、 1人の人間で対応せざるを得なくなる。ボー

ドオペレーションでは、パネルを分担して異常に

対応することができるのとは異なり、新たな考え

方の対策が必要になることが考えられる。

こうした懸念材料は、現実的な場面で実証され

たわけではないし、それなり の対策も考えること

ができるので、それだけでCR Tオペレーション

の安全性を疑問視するのは早計である。アナログ

計器では実現できない安全面での特徴も当然考え

ら才lる。

その第ーは、精度の高い制御性が得られる点で

ある。

アナログ調節計では、調節計の精度に限界があ

るが、デジタル制御では計算によっているために

原理的には幾らでも精度を上げることができる。

もちろん、実際には限度があるにしても、アナロ

グ計器に比較するとかなり精度の良い制御が可能

である。 このことは、運転が安定するといった効

果だけではなく、非常に早い時期にプロセス内の

異常を検知することができるという利点がある。

プラ ントの安全管理で最も重要な要件は、異常

の早期発見であるから、この利点は、ある意味で

はCR Tオペレーションのもつ安全性の決定的な

特徴ということもできる。また、 Dc Sのもつ情

報処理機能によって人間の思考過程を支援するこ

とが期待できる。

異常が発生した場合には、先入観をもたずに冷

静に、理路整然と状況判断を行うことが要求され

るが、気が動転すると同じことを繰り返し考える

ような状態に陥りやすい。そうした時に、ある論

理的な構造に従った情報の提供と判断の支援があ

ることは、誤判断の回避に有効な方法となり得る。

図 4は、 Dc Sがガイドする警報発生時の対応

例である。
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5 おわりに

CR  Tオペレーションの安全性に関して、断定

的な結論を下すことは早計であるとも思えるが、

現場での実態を観察する限りにおいては、当初懸

念されたような問題も顕在化することなく、オペ

レーターの熟練度も上がってきたために、好まし

い方向での評価を下していいのではないかと個人

的には思っている。

しかし、上位の計算機との交信が容易であると

いう特徴を利用して、人聞が現在行っているプラ

ン ト操作をさらに自動化することによって、省力

化、あるいは無人化を指向しようという考え方が

でてきているように思える。特に、オペレーター

の役割として重要な異常診断の機能を、たとえば

エキスパート システム、あるいはAIといった手

法によ って置き換えることを前提にした研究がみ

られるが、少なくともそうした構想の実現の道具

としてCR Tオペレーショ ンを位置づけることは

適当でないように思われる。

異常診断までを自動化するととを考えたプラン

トは、おそらく人聞が操作することを前提にして

設計されている現在のプラントに自動化のプログ

ラムを付加しただけでは実現しないと想像され、

まったく新しい設計理念に基づくプラントの構造

となるのではないだろうか。

むしろ、 CR Tオペレーションの今後の展開と

しては、たとえば、現在ワークステーションで用

いられているような画素数の多いディスプレーを

採用したり、ズーム機能やマウスのような入力デ

バイスを備えた情報処理機能の高度化が進むこと

の方が、プラ ン トオペレーションにとって利する

ところが多いように恩われる。

（おおしま えいじ／東京工業大学資源化学研究所教授）
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経嘗者貫任

一川治プリンスホテル火災の判決確定に際して－

はじめに

川治プリンスホテル火災事件最高裁決定

平成 2年 11月16日に、最高裁判所第 1小法廷は

川治プリンスホテル火災事件につき上告棄却の決

定を下し、これによって上告を申し立てていた同

ホテルの女将（有限会社川治プリンスホテル専務

取締役）の実刑判決が確定した。

この事件の事実関係は次のようなものである。

すなわち、昭和55年11月20日午後 3時ごろ、川

治プリンスホテルの婦人風呂外側の空き地で、ア

セチレンガス切断機による鉄柵切断作業に従事し

ていた建設会社作業員が、不注意により切断機の

炎を婦人風呂外壁のすき間に流入させたために、

その付近から火災が発生した。

火炎は壁の中を上昇し、婦人風呂の屋根裏に達

して天井に燃え移り、さらに、屋根裏に充満した

火炎と燈は、屋根裏に接着する新館 2階への階段

の天井と側壁を燃え抜けてフラッシュオーバー現

象を起こして、これにより大量の煙が流出した。

そして、煙は階段をさらに上昇して新館 2階廊下

を東に向かつて進み、新館と旧館をつなぐ連絡通

路を経て旧館に流れ込み、さらに旧館中央階段お

よび西側階段を上昇して 3階と 4階に充満し、こ

の煙に続いて火炎が広がっていった。

30 

倉沢康一郎

ところで、川治プリンスホテルでは、消防法に

よって要求されている防火管理者の選任およびそ

の届出も、火災発生時における宿泊客の避難誘導

等に関する消防計画の作成およびその届出も、一

切行われておらず、また、消火、通報および避難

の訓練等もまったく行われていなかった。

一方、同ホテルの旧館は、建築基準法令によっ

て、各階段部分を防火区画とし、外壁の開口部で

ある旧館と新館との各連絡通路にはそれぞれ煙感

知器連動式甲種防火戸を設置することが義務づけ

られており、その旨の所轄藤原町消防署および栃

木県土木建築課の改善勧告等を受けていたにもか

かわらず、これらの設備を設けていなかった。

そのために、多量の煙や火炎が短時間に、しか

も容易に旧館 2階ないし 4階の各階段、廊下、客

室等に流れ込んで充満した。 そして、実際に従業

員による適切な火災通報や避難誘導がまったく行

われなかったため、婦人風呂およびこれに隣接す

る大浴場、ならびに旧館の 2階ないし 4階にいた

宿泊客および従業員のうち相当数の者が、外部に

脱出することができなくなって逃げ場を失い、多

量の煙や一酸化炭素を吸入したり、あるいは新館

の屋根等に飛び降りざるを得ないということにな

ったりして、その結果、老人会の団体客を含む宿泊

客および従業員のうち合計45人が死亡し、 22人が



ケガをするという大事故になったのである。

このような事実関係の下で、川的プリンスホテル

の経営者である代表取締役Aと、その妻であり 実

質的にホテルの経営を取り仕切っていた専務取締

役 Bとの両名が、刑法上の業務上過失致死罪およ

び同傷害罪の疑いで告訴されたのが本事件である。

第 1審である昭和60年 5月15日の字都宮地方裁

判所判決 （判例時報1154号68頁）は、 AB両名に

ついて業務上過失致死罪および同傷害罪の成立を

認めたが、その量刑事情の判断において、

「被告人両名の責任の程度を比較すると、 Bは、

本件旅館の経営を事実上殆ど一任された立場で、

新館改築等も自己の発意によって行い、日常旅館

内に起居し、支配人等幹部従業員を常時指揮監督

すべき立場にあったもので、防災に無関心で客室

の造作什器等にのみ力を注ぐという Bの経営姿勢

が本件の結果を招いたものと見られ、本件の直接

的かつ最高の責任者というべきである。 Aは、旅

館の経営に熱意を失い Bに事実上まかせがちであ

ったからといって、責任を免れるものでないこと

は既に述べたとおりであるけれども、ドライブイ

ン関係の用務のため、旅館を留守にすることも多

かったという事情もあり、実質上経営の中心的存

在であった Bに比べれば、その刑事責任には若干

の差等があると考えられる」

として、 AB両名にともに禁鋼 2年 6月の刑罰を

科しながら、 Aについては執行猶予を認める一方、

Bについては実刑判決を言い渡した。

この第 1審判決に対して Bだけが控訴したが、

控訴審である昭和62年 2月12日の東京高等裁判所

判決 （判例時報1233号30頁）は、 Bの控訴を棄却

した。 そこで、 Bが上告したところ、このたびそ

の上告が棄却され、 Bに対する実刑判決が確定す

ることになったというわけである。

筆者は商法を専攻するものであって、本判決の

ような刑事判決を法理的に分析 ・検討するには不

適任者である。 ただ、意図が、本判決をキッカケ

にして、ひろく企業災害における経営者の責任を

考えたい、ということであるので、そのような観

点から、この事件で旅館の実質的な経営者に実刑
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判決が科せられたことの意義を考察してみようと

想Lう。

2 最高裁決定のポイント

Bの弁護人は、上告の趣旨として、北海道大学

電気メス禍事件の控訴審判決 （札幌高裁昭和51年

3月18日判決）等を引用し、本件原審判決が判例

に違反するものであると主張したが、最高裁は、

そこに引用された半lj例はいずれも本件とは事案を

異にするものであり、 Bの弁護人の主張は上告理

由には当たらないものとした上で、職権により 、

Bに本件火災事故に関する過失の罪責があるかど

うかを判断した。そして、以下のような理由によっ

てBに過失の罪責があるものと認めたのである。

「Bは、 Aと共に川治プ リンスホテルの経営管

理業務を統括掌理する最高の権限を有し、同ホテ

ルの建物に対する防火防災の管理業務を遂行すべ

き立場にあったことが明らかであるが、宿泊施設

を設け、畳夜を問わず不特定多数の人に宿泊等の

干lj便を提供する旅館・ホテルにおいては、火災発

生の危険を常にはらんでいる上、 Bは、同ホテル

の防火防災対策が人的にも物的にも不備であるこ

とを認識していたのであるから、いったん火災が

起これば、発見の遅れ、初期消火の失敗等により

本格的な火災に発展し、建物の構造、避難経路等

に不案内の宿泊客等に死傷の危険の及ぶ恐れがあ

ることはこれを容易に予見できたものという べき

である。

ところで、 Bは、同ホテルにおいては、防火管

理者が選任されていなかったのであるから、必要

と認められる消防計画を自ら作成し、あるいは幹

部従業員に命じて作成させ、これに基づく避難誘

導訓練を実施する義務を負っており、また、 Bは、

旧館 2階ないし 4階への煙及び火炎の流入、拡大

を防止し、宿泊客等の生命、身体の安全を確保す

るため、建築基準法令に従い、自らの責任におい

て、新館 2階と旧館 2階との連絡通路部分に煙感

知器連動式甲種防火戸を設置し、旧館 2階ないし

4階の中央及び西側の各階段部分を防火区画とす
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る義務を負っていたというべきである。

そして、 Bが右の義務を履行するため必要な措

置をとることを困難ならしめる事情は存在しなか

ったところ、本件火災による宿泊客及び従業員の

死傷の結果については、 Bにおいて、あらかじめ

消防計画を作成してこれに基づき避難誘導訓練を

実施するとともに、右の防火戸 ・防火区画を設置

していれば、双方の措置が相まって、本件火災に

よる宿泊客等の死傷の結果を回避することができ

たものと認められる。

してみると、本件火災による宿泊客等の死傷の

結果は、 Bが右のような義務があるのにこれを怠

ったことによるものであるから、 Bには過失があ

り、 Bに対し業務上過失致死、同傷害罪の成立を

認めた原判決の判断は相当である。」（判例時報

1374号35頁）

この判決のポイントは、まず第 1に、 Bには避

難誘導訓練を実施する義務と火災の拡大防止設備

を整える義務との 2つの義務があること、第 2に、

Bはこれらの義務を怠れば宿泊客等に死傷の危険

が及ぶ恐れのあることを予見できたにもかかわら

ず、これを怠ったこと、そして第 3に、本件火災

による宿泊客等の死傷の結果は、 Bの義務悌怠を

原因とするものであることを、それぞれ認めたと

ころにある。

3 経営者の民事責任と刑事責任

経営者が違法な行為を行った場合に負うべき法

律上の責任には、民事責任と刑事責任とがある。

もともと個人の法主体性が確立していなかった

社会では、すべての違法行為が社会全体の秩序に

反するものとして、刑罰の対象とされていた。と

ころが、近代市民社会の成立によって、個人相E

聞の関係では、違法行為による加害者に被害者の

損害を賠償させることによって原状回復を図るこ

とが目的とされるようになり、刑罰すなわち刑事

責任とは別に、民事責任というものが確立される

ようになってきた。つまり、刑事責任が犯罪に対

して国家の秩序を維持することを目的とするもの
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であるのに対して、民事責任は個人相互間の利害

の調整を目的とするものであるといえる。

刑事責任にあっては、結果よりも、むしろ行為

者の反社会性ないしは社会全体に対する危険性が

問題とされるため、犯人の主観的な在り方が重要

視され、原則として故意の場合のみが罰せられ、

例外的に過失の場合が罰せられるときにも故意よ

りも軽く扱われるが、一方、民事責任にあっては、

結果が問題とされるため、故意の場合と過失の場

合とが同視され、さらに過失の有無さえ問題とさ

れなくなるような帽向をもつにも至っている。

これを本件についていえば、前述のような事実

関係の下において、川治プリンスホテル経営者の

民事責任はきわめて明らかであるものといえる。

というのは、本来、旅館は多勢の客に宿泊させ、

安全かっ快適なサービスを提供することによって

利益をあげることを目的とする企業であり、その

企業において、結果として宿泊客に多数の死傷者

を出し、それが経営者の義務違反に起因するとい

うのであるから、宿泊客の被った損害を企業経営

者が賠償することによって当事者聞の利害調整が

図られることは、民事責任の機能からして当然で

あるといえるからである。

なお、民事責任の場面においては、有限会社川

治プリンスホテルという法人もまた、 責任を負う

べき主体となり得る。

法人は、その目的の範囲内においてのみ権利・

義務の主体として認められるものである （民法43

条）から、極端な法人実在説を採らない限り，法

人自身が故意・過失で加害行為をするということ

は考えにくいが、民法44条は、法人の代表機関が職

務上なした加害行為につき法人もまた損害賠償責

任を負うものと定めており、また民法 715条は、

ある事業のために他人を使用する者は、被用者が

事業執行上なした加害行為につき使用者もまた損

害賠償責任を負うものと定めている。

そこで、本件においても、有限会社川治プリン

スホテルおよびその経営者の民事責任が問題とな

り、本件訴訟とは別個に、総額8億円余り （老人

会々員の死亡者については 1人当たり 1,500万円、



その他の死亡者・負傷者については個別的事情に

応じて決定、他に合同葬儀費用等をも含む）で示

談が成立している。

ちなみに、会社および経営者は、火災保険金、

傷害保険金等のほか、 3億 6,000万円余りの資産

を処分した上、 2億円の借入れをするなどして右

示談の資金を調達して賠償金を支払い、このこと

が本件訴訟の量刑の点で酌量されている。

一方、刑事責任については、問題は微妙なもの

となる。というのは、前述のように刑事責任にお

いては行為者の主観的な反社会性が問題になるの

であり、宿泊客の死傷という結果的事実と経営者

の義務違反という事実とが存在するだけでは足り

ず、その義務違反が刑事責任の対象となるような

反社会性をもつものであること、特に、それが結

果発生の危険を予見してなされたものであること

が必要とされるからである。

この点に関して、本判決は、伝統的な刑事責任

の理論から一歩踏み込んで、企業経営者の責任を

認めたものとして注目に値するのである。

4 経営者の「業務上過失」

刑法 211条は、「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因

テ人ヲ死傷ニ致シタル者」に 5年以下の懲役刑ま

たは禁鋼刑を科している。すでに述べたように、

民事責任と異なって刑事責任は行為者の主観性を

問題にするものであるから、刑法は故意犯のみを

処罰するのが原則で、過失犯を処罰するのは例外

であり、特別な規定がある場合に限られる（刑法

38条 1項）。上記刑法211条の「必要ナル注意ヲ怠

リ」というのは、その例外的な過失犯を処罰する

趣旨であるが、その場合にも、そこでいう「過失」

は、民事責任における過失のように客観的なもの

では足りず、なお反社会的な主観性をもつもので

なければならない。

民事責任における「過失」とは、単に「普通の人

だったら尽くすべき注意を尽くさなかった」とい

う意味であるが、刑罰の要件としての過失には、

結果発生の予見可能性を必要とする。つまり、注
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意をすれば結果を予見できたにもかかわらず、不

注意で結果を予見しなかったために行為をしてし

まい、その結果を発生させたことをいうのである。

その場合にまず問題になるのは、経営者の業務

上要求される注意の内容の点である。というのは、

企業は多勢の人々を使って、組織的かつ多面的に

仕事をしており、経営者自身は直接にそれらの行

為のすべてを行うものではないが、他面において、

経営者は企業のトップとして、人的組織を統轄し、

直接に行為を行う人々を指揮 ・監督する立場にあ

るというところに特色があるからである。

そのために、最近の傾向として、経営者の業務

上の過失については「監督過失」を重視する考え

方が強くなってきている。つまり、みずから直接

に行為を行わなくても、直接にそれを行う人々に

対する監督上の注意を怠れば、経営者自身が業務

上の過失による責任を負わなければならないもの

と考えるわけである。このような考え方は、経営

者の責任は、刑事責任においても客観化するとい

う方向の一つを示すものといえよう。

次に問題になるのは、「予見可能性」の意味内容

である。 この点については、従来から、人が死傷

するといったような特定の結果が発生するという

ことを相当程度予見し得ることと解されてきてい

る（「具体的予見可能性説」）。

ここで「相当程度」といったのは、実際の因果

関係を科学的かつ詳細に予見し得なければならな

いというわけではなく、たとえば、水俣病事件の

ような場合には、人が「排水中に含有される有毒

物質により汚染された魚介類を摂食することによ

って、水俣病に権患し、死傷の結果を受けるおそ

れのあること」が予見し得ればよい（福岡高裁昭

和57年 9月6日判決）というように、だれかを死

傷せしめるという結果をあらかじめ知ることがで

きればよいという意味である。

ただ、いずれにしても、業務上過失致死傷罪で

あれば、「だれかを死傷に至らせる」という特定

の結果（犯罪の構成要件となる結果）を具体的に

予見し得なければならないとするのが、従来から

の通説である。

33 



’92予防時報169

5本判決における

経営者の過失

前述したように、本判決は、川治プリンスホテ

ルの実質的な経営者である Bには避難誘導訓練を

実施する義務と火災の拡大防止設備を繋える義務

との 2つの義務があること、および、 Bはこれら

の義務を怠れば宿泊客等に死傷の危険が及ぷ恐れ

のあるととを予見し得たにもかかわらず、とれを

怠ったということを判示して、 Bに業務上の過失

を認めている。

従来からの通説によれば、業務上過失致死傷罪

の要件としては、義務を怠ったことが「だれかを

死傷に至らせる」という結果をもたらすというこ

とを具体的に予見し得るものである必要がある。

ところで、避難誘導訓練の実施や火災の拡大防止

設備の繋備は、いったん火災が発生した後の宿泊

客等の死傷を予見させるものとはいえるが、必ず

しもそのこと自体が火災の発生を具体的に予見さ

せるものとはいえない。

この点に関して刑法学者は、本判決に対し、次

のような疑問を提起する。すなわち、

「防火対策の不備とは、要するに、火災が起こ

れほ人が死傷する危険があるということである。

この程度の危険性なら、予見可能どころか、現実

に予見していた経営者もいたかもしれない。問題

は、このような条件っきの抽象的危険性の認識を、

不特定多数人に対する殺人罪・傷害罪の故意と同

視できるかというところにある。換言すれば、こ

の程度の抽象的危険性によって、過失致死傷罪の

実行行為たる『実質的危険性』を根拠づけること

ができるかということである。 これを肯定するの

であれば、そのような状態でのホテル経営それ自

体を禁止すべきであろう。しかし、そのような見

解を主張する者はいない。」（松宮孝明 「大規模火

災における予見可能性一川治プリンスホテル火災

最高裁決定」法学教室126号63頁、傍点原著者）と

いうのである。

たしかに、刑事責任の要件の主観性ということ

を考えれば、懲役刑や禁鋼刑が科せられる業務上
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過失致死傷罪の要件としての過失とは、この注意

を怠ればだれかを死傷するという結果を予見する

ことができたのにそれを怠ったこと、つまり、不

特定多数人に対する殺人罪や傷害罪の故意と問視

できるような認識の可能性があったことをいうべ

きであることになるから、本件被告人である Bの

防災訓練の実施義務および防災施設の整備義務違

反が、直接に宿泊客等の死傷という結果につき予

見可能性に基づくものであったとすることには飛

躍があるものといわざるを得ない。 なぜなら、宿

泊客等の死傷という結果は、論理的には火災とい

う事実の結果であり、火災を予見することが可能

でない限り火災による死傷という結果を予見する

ことは不可能であるからである。

つまり、本件における Bの防災訓練の実施義務

および防災施設の盤備義務違反が、それを怠れば

火災を発生させることになるということの予見可

能性に基づくものでない限り、万一火災になった

ときには死傷の結果をもたらすということについ

ての予見可能性だけでは、業務上過失致死傷罪の

要件としての過失には当たらないということにな

るわけである。

この点について、本判決は注目すべき判示をし

ている。すなわち、

「宿泊施設を設け、昼夜を問わず不特定多数の

人に宿泊等の利便を提供する旅館 ・ホテルにおい

ては、火災発生の危険を常にはらんでいる上、 B

は、同ホテルの防火防災対策が人的にも物的にも

不備であることを認識していたのであるから、い

ったん火災が起これば、発見の遅れ、初期消火の

失敗等により本格的な火災に発展し、建物の構造、

避難経路等に不案内の宿泊客等に死傷の危険の及

ぶ恐れがあることはこれを容易に予見できたもの

というべきである。」

と判示する。

要するに、旅館やホテルの経営者は、火災の発

生という事実については、常に必ず予見可能性が

あるものとして扱われるということである。

もしそうであるとすれば、そこでいう予見可能

性は、過失罪の主観的要件としての予見可能性か



らはもはや変質したものといわざるを得ない。な

ぜなら、そこで予見されるべき火災の危険とは、

この義務違反がだれかを死傷に至らしめるという

具体的 ・主観的な危険ではなくて、旅館やホテル

の経営者が一般的に覚悟しなければならない抽象

的・客観的な危険であるからである。

6 刑事責任要件としての

過失概念の展開

刑事責任における過失要件としての予見可能性

の意味については、すでに述べたように、具体的

予見可能性説が通説でもあり、また、我が国の裁

判所の採ってきた考え方でもあった。 ところが、

学説においても判例においても、それとは異なる

考え方がでてきている。 その一つは 「危倶感説」

とよばれるものである。つまり、この注意を怠る

と危いなという不安感をもっていれば、過失要件

としての予見可能性は充たされるというのである。

この危↑具感説が判例に初めて登場してくるのは

森永ドライミルク事件であった。事件は、森永乳

業のある工場で、従来からの取引業者が納入した

ドライミルクの溶解剤に枇素が混入しており、こ

れを使用して製造したドライミルクによって多数

の死傷者がでたというものである。

この事件では、工場長と工場の製造課長とが業

務上過失致死傷罪で起訴され、第 1審では予見可

能性を欠くものとして無罪とされたが、控訴審で

は、業務上過失致死傷罪の要件たる予見可能性は

危険のおそれで足りるものと判示して（高松高裁

昭和41年 3月31日判決）第 1審の無罪判決を破棄

差戻し、差戻し後の判決では製造課長に有罪判決

が下されている （徳島地裁昭和48年11月28日）。

もともと、工業用薬品を乳児のドライミルクの

安定剤に使うということについては、その結果に

対して危倶感を抱くのが当然だとする上記判決の

考え方は、危↑呉感を抱きながら注意を怠ったとい

うふうに構成すれば、なお主観的要件としてとら

えることができるけれども、実際にそれが科罰に

あたって果たす機能は、むしろ一般的・客観的な
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ものだといってよい。

その後、ホテル・ニュージャパン火災事件の第

1審判決は、本判決とま ったく同じように、 「昼

夜を間わず不特定多数の宿泊客等に宿泊その他の

利便を提供すること」をもって、火災発生の危険

を根拠づけるに至った （東京地裁昭和62年 5月20

日判決）。

今回の川治プ リンスホテル火災事件の最高裁判

決によって、上記ホテル・ニュージャ パン事件の

判決が判例法的に確認されることとなったが、こ

こでは、火災の事実そのものは、もはや予見可能

性という主観的要件の対象から外されてしまった

ものということカfできょう。

民事責任も、近代市民法の原点においては、主

観的要件としての過失を厳格に要求した。 そのこ

とが、人に注意を尽くさせるという倫理的な意味

をもっていたからである。それが、現代に至って、

無過失責任 ・厳格責任といった客観的要件に移行

しつつある。それは、決して個人に対する倫理的

要求が高まったということを意味するものではな

くて、自動車とか工場生産とか原子力施設といっ

たような危険の源泉となるものが、一方において

利益の源泉となっているということに基づく、あ

る種の経済学的な利害調整としてである。

今回の川治プリンスホテル火災事件の最高裁判

決は、宿泊客に対して宿泊等の利便を提供し、そ

のことによって利益を得ている企業経営者に対し

て、刑事責任においても上記と同様の考慮をして

いるように筆者には思える。

町野朔教授は、そのすぐれた入門書「プレップ

刑法」のなかで、 「過失は刑事責任か」という問

いかけを発しているが（同書 126頁）、現代におけ

る刑事責任とは何かということを改めて考えさせ

られる。

なお、本稿では、消防法 ・建築基準法といった

行政法上の義務については触れることがなかった

が、その要件が客観的・抽象的なものであること

は事柄の性質上当然である。

（くらさわ やすいちろう／慶応義塾大学法学部教授）
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｜ 座談会 ｜ 

束京直下型地震と防災

出席者

力武常次 地震予知総合研究仮興会理事／東京大学名普教授・東京工業大学名誉教授

石田瑞穂

浜田政則

田村和子

科学技術庁防災科学技術研究所地震活動研究室長

東海大学海洋学部海洋土木工学科教授

共同通信科学部部長 ・論説委員／司会

東京直下型地震は

しばしば起こるプレート境界地震

司会（田村） このところ日本周辺の地震が少

ないような感じがしますが、異常な現象とは言え

ないのでしょうか、力武先生。

力武 確かに被害がでるような地震はほとんど

ないですね。

異常と言うか言わないかというのは専門家でも

よくわからないのでして、この程度のバラツキは

あり得るんだという考えのほうが有力ではないで

しようヵ、

司会 石田先生は、人間に感じられない微小地

震まで目見んでいらっしゃいますが、関東およびそ

の周辺の地殻の活動というのは、ここ数年、特に

静かだという感じはないのでしょうか。

石田 大きな地震はこの数年少ないのですが、

微小地震の数そのものはそんなに変わっているわ
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けではないのです。少なくとも首都圏、伊豆周辺

は、活動がこの10年衰えてないですね。ただ、首

都圏に特別な事象がないというだけで、それで全

体的な活動を言えるほど私たちはまだわかってい

ないのです。

カ武 東京の有感地震の発生は年に30～ 40固な

のですが、今でもそのぐらいはあると思います。

大阪あたりですと年に 4回かそとらです。

司会 被害地震がないだけで、地震活動は変化

ないわけですね。

浜国先生は東海大学で地盤の液状化現象につい

てご研究なさっておられますね。いわゆる東海地

震の再来が言われてから久しいわけですが、静岡

にいらして怖くないですか。

浜田 私自身はあまり怖いとか思っていること

はないのですが、東海地震の危険性が指摘されて

から10数年経過しておりますが、県民の地震に対

する緊張感を持続させるというのはなかなか難し

いように聞いています。



ご承知のように、大都市圏では臨海部の開発、

いわゆるウォーターフ ロント開発が急ピッチで進

められていますが、これらの大半が埋立地ですの

で、液状化の問題が一番怖いと思います。

司会東海地震や関東大震災のように、海のプ

レートの滑り込みによって繰り返して起こる大地

震に対して、内陸で起こる大型の地震を直下型地

震という言い方をしていますが、まず、直下型地

震の定義について教えていただきたいのですが。

カ武直下型 地震という言葉は学術用語ではな

いのです。ジャーナリストがつくった言葉で定義

がないのです。要するに、どんな地震でも自分の

下で起これば直下型地震なのです。社会通念とし

ては“都市の下で起こってローカルだけれどもひ

どい被害がでる地震”というふうに理解している

ようです。したがって、地震の規模はマグニチユ

ード（M)6とか、せいぜい 7ですね。

司 会確かに、地震の規模は小さくても震源が

浅く、都市の直下で起これば被害がでると思うの

ですが、直下型地震の発生の仕組みは、やはりプ

レートなどの大きな動きに絡んでいるのでしょうか。

石田 そうですね。ご承知のように、日本列島

のなかでも特に首都圏を含む南関東地域は、その

直下で極めて活発な地震活動が観測されている地

域です。首都直下の地震は、首都圏を乗せたユー

ラシアプレー トと、その下方へ沈み込んでいるフ

ィリピン海プレート、太平洋プレートという 3つ

のプレートの相対運動によって説明されています。

これら 3プレートの相対運動によって、プレート

境界、あるいはプレート内に歪みが蓄積し、その

歪みに岩石が耐え切れない状態になったとき、プ

レート境界あるいはプレート内で破壊に至ります。

つまり地震が起きるのです。

内陸で起きる直下型地震も、その歪みとか力は

プレートの運動ですから、無関係ではなくて連動

して起きているのは確かです。フィリピン海プレ

ートの沈み込みに伴って、ユーラシアプレートは

引きずり込まれますが、この時、水平方向にも圧

縮力が働きます。一般に東京圏直下の地震は、こ

の潜り込みがスムーズにいかなくなった時に起こ
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る場合、これには1923年（大正12）の関東大地震の

ような浅い場合と、他に深い場合とありますが、

こうした地震と水平応力によって地殻内で起こる

場合、これは浅い地震ですが、あります。活断層

の地震は後者になります。

力武活断層の地震というのは大体プレート内

地震ですね。このプレート内地震というのはめっ

たに起きない。しかし、東京・横浜等の直下では

地震が実にしばしば起こる。しばしばといっても

300年間にM6以上が20固とか、その程度のこと

を言っているのですが、これは、プレート内地震

でなくてプレート境界地震ではないかと思うので

すが、どうでしょうか。

司会東京圏では、いわゆる直下型地震は過去

にどれくらい起こっているのですか。

力武 歴史的にみると、江戸幕府が始まった1603年

以降は克明に被害地震の記録がありますが、1923年

の関東大地震の前年までに、元禄の関東地震など

の巨大地震を除いて被害地震が42回あるのです。

そのうちM6以上と思われるものが21回です。 M

7になったのが3回、それに安政2年の安政江戸

地震が6.9ですから、 M7が 4回あったと考えて

よろしいのではないかと思いますが、あまりにし

ばしばあるので、プレート内地震とは考えにくい

と思いますね。

したがって、東京・横浜直下の地震だけは普通

の活断層の地震とは区別したほうがいいのではな

いかと思うのです。

石田 そうですね。常時起こる微小地震を見ま

しでも、比較にならないぐらいプレート境界の地

震のほうが多いです。

活断層で被害を与えるような地震は、 1000年単

位とか非常に長い期間で起こるのです。たとえば

10年スケールで微小地震活動を見ますと、活断層

沿いには本当に地震数は少ないし、プレート境界

で起こっているのよりも規模は小さい。 1984年

（昭和59）の長野県西部地震のようなプレート内

の地震は、プレート境界で起きる地震と比べると

本当に少ないです。
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過去に起こつだ地震の震源は

深かったか、浅かったか

司会東京直下型の地震はプレート境界の地震

だろうというお話ですが、過去に起こった地震の

震源が浅いか深いかを知るのは、今後の地震災害

を予測する上で重要だと思いますが、いかがでし

ょっ。

まず、過去にどんな直下型地震があったのでし

ょうカ、。

カ武有名なのは慶安年間の地震、 1648年と

1649年で、震度6が 2因。マグニチュードが 7と

いうことになっています。「相模、江戸死者あ

り」というのと、「武蔵、下野（川越、江戸、日

光）死者多数」と記録があります。

次が、 1855年、安政2年に起とった安政の江戸

地震で、 1万人近く死んでいるだろうと言われて

います。当時の江戸の人口が、武家を除くと60万

といわれますから、相当なものですね。

この震源は荒川河口といいますが、どうでしょ

うか。亀戸、千住など下町を中心にやられたと書

いてありますね。

次が1894年、明治27年の東京地震。震源は東京

府東部でM7.0、死者は31人です。この地震では

れんが建ての煙突がみんな折れたので、煙突地震

と言われています。

安政江戸地震は、これまで浅い所で発生した地

震と考えられていたのですが、深い所で発生した

地震ではないかという考えもあるのですね。明治

の東京地震もちょっと深かったのだろうというの

が皆さんのご意見のようですね。

司会 メカニズムからみると、どういうふうに

考えられるのでしょうか。

石田 これらの地震に関して、実際にはどの地

震がどのプレートの動きだったかはわかっていな

いのです。安政江戸地震は、被害の状況とかいろ

いろな記述とか、わずかな記録を調べてみますと、

意外と初期微動が長くて、もしかしたら深さ90km
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ぐらいの地震だったかもしれないと言われている

のです。

明治の東京地震も、初期微動から大体深さを推

定しますと、もし真下にあったとして、初期微動

が10秒ぐらいですと90kmぐらいの深さですから、

太平洋プレートのほうが滑って起きているのです。

力武 90kmで起きて震度6になるというのは、

私にはあまり理解できないのですが。

司会大きな被害がでる地震としては、震源が

深過ぎるような感じですね。

力武安政地震だって被害の範囲は狭いでしょ

う。非常に考えにくい。しかも、駕篭かきが杖を

ポンと突いたら水が溢れ出したというような話が

いろいろな古文書にありますが、あれが本当だと

すると、相当浅い所に原因がないと、そんな地殻

変動は起きないと思うのです。

石田 そうですね。震源が浅い場合は、その前

にいろいろな現象があって、人が気がついたりす

るのですが、普通、深い地震って前兆現象はない

のですね。ということは矛盾するのですね。

力武前兆を調べてみますと、その大きさは深

さの 3乗に比例して小さくなるのです。ですから

lOkmの地震と100回の地震とを比べると1/1000に

なりますから、ほとんど深い地震はなにも見つか

らないですね。

M6以上の地震が東京を襲う確率は

10年以内に4096

司会 いま江戸かいびゃく以来の地震が42回あ

ったというお話ですが、力武先生は、それらのデ

ータから危険度評価をなさっていますね。いま東

京に住んでいる人のほとんどは、大きな地震を経

験したことがありません。こんなに人聞がたくさ

ん集まっていて、直下型地震がきたらと思うとぞ

っとしますが、東京の直下型地震の危険度はどの

くらいですか。

力武測量を繰り返してどれだけ歪んでいるの

か、それがわかると、地殻が壊れる限界の歪みと
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10年以内に40%ではすぐにも起こりそう

な気がしますね。ずばり言って、どんな地震が起

こりそうですか。

司会

平均的位置は川崎で、深さ30kmとして、

平均のマグニチュードが6.4ぐらいになるのです

力武

が、 M6にしますと地表では震度5です。ですか

ら、壁にひびが入ったり、道路の損壊、崖崩れ、

若干の液状化現象等はありますが、ビルの倒壊は

まずない。ということで、致命的なことにはなら

ないだろうと思います。 その範囲が半径

lOkmぐらい。

半径はlOkmぐらいだと、被害はかなり限

しカ＝も、
力
武
常
次
氏

そ

れより外は震度4ぐらいで、どうということはな

いと思う、というのが40%ぐらいということです。

でも運悪く、もうちょっと震源が浅いかM7に

なると、震度6になり得ます。現実に 4回ほどあ

ったわけですから、その可能性も頭に入れておく

司会

られますね。

せいぜいですね。非常にローカルで、カ武

必要はあると思います。

これはどのぐM7で震度6となったら、司会

らいの被害ですか。

それは関東大池震と閉じになるわけです。

ただ、範囲がやはり狭いですね。 lOkmぐらいだろ

うと。

力武

いうのが統計的にわかっていますから、それと比

べると、いまから10年以内に壊れる確率がいくら

という値がでてくるわけです。たとえば駿河湾方

面の東海地震は計算すると、今から10年以内です

と35～36%というイ直がでてきます。それから、関

東大地震の再来みたいなものが10数%。

そういう流儀が東京直下の地震の場合に使える

か使えないかという議論があるのですが、私はプ

レート境界地震で、いつも同じようなメカニズム

で、同じような場所に起こっていると考えると、

その繰り返し時間間隔の統計も物理的意味がある

だろうと思うわけです。

それから、こういうことがあると，思うのです。

1703年、元禄16年に相模湾で、関東大地震の震源

地のちょっと南のほうですが、ものすごく大きな

地震があったのです。これは新井白石の「折たく

柴の記」などによくでていますが、東京も震度6

ではなかったかと思いますが、それがあってから

しばらくの聞は内陸直下型がなくなってしまった。

計算してみますと、 M6以上とすると、今年か

ら10年以内に起こる確率は40%ぐらい。 M7以上

とすると 5%ぐらいというイ直がでてきます。それ

は計算した私自身が驚いているほど高いのですが、

ただ残念ながら昔の地震なものですから、震源位

置がよくわからないわけです。これは、過去の21

回の地震で被害の一番ひどかった所の下というこ

M6以上は、その後80余年間なかったわけです。

1923年の関東大震災のあと、またいままで69年大

きな地震はないですね。ですから、元禄16年の地

震を関東大地震で置き換えると、いま、内陸直下

型の地震はないのは当たり前なのです。それがあ

ですから、 21世紀初頭に

とで決めていきますと、大体東京、川崎、横浜の

周辺に集中しているのです。平均的位置は川崎の

真下ぐらいになります。

また、深さも全然わからない。フィリピン海プ

と10年たつとでてくる。

レートの潜ってくる所が川崎の真下でどのぐらい

の深さになるかをみると、 30kmぐらいだろうと推

定されることから、地震の深さも30kmぐらいと考 なるとそれがでだして、 1回でだすと、だんだん

ついに第二次関東大地震にな
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間隔が短くなって、えているわけです。
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るというシナリオになるのですが、どうでしようか。

石田さん、巨大地震が起きょうと思ってうんと

ストレスが高くなりますね。そうすると、内陸の

ほうも押されますから内陸でも起こる、それで巨

大地震が起こってストレスが解消すると、内陸の

ほうもフリーになってなにも起こらない、なにか

ありそうな話だと私は思うのですが、どんなもの

でしょう。

石田 非常にありそうな話です。

まだわからないことガ多い

地盤の問題

司会浜田先生、たとえば半径は小さいとして

も、震度5とか震度6ぐらいの地震では、関東の

地盤から考えて、どんなことが起こるのでしょう。

浜田 震度 5の上のほうですと、かなり地滑り、

液状化が起こるでしょう。埋立地盤のような軟弱

地銀が一番の問題ですね。

東京の下町などの地層は沖積層とよばれ、ここ

は海や川の堆積物がたまって、わずか 1万年ぐら

い前にできた地層で軟弱地盤なのです。一方、山

の手と言われる台地の部分は、関東ローム層と言

われて、数十万年前に富士山などから噴出した火

山灰が堆積してできた硬い地盤と言われています。

これまで沖積低地である下町が地震に弱いと言わ

れてきましたが、最近造成された埋立地も地震に

対して弱くて、問題がありますね。

たとえば、サンフランシスコに被害を与えたロ

マ・プリエタ地震を調査しでも、埋立地だけが集

中的にやられている。そこから離れた所の被害は

非常に軽微なのです。特に住宅などに大きな被害

が発生したマリーナ地区も埋立地です。

ロマ・プリエタ地震による液状化の被害調査を

して気づいたことは、約80年前の1906年のサンフ

ランシスコ地震で液状化した所が、また液状化を

起こしているということです。時聞がたっても地

盤の状態はあまり変わらないのではないかと思い

ましたね。
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力武 1万年とかの単位でないと。

浜田 100年なんていう時聞は、地盤にとって

は一瞬の間でして、とても地盤が固まるなどとい

うことは期待できないと思います。

埋立地盤のような軟弱地盤には、大きく 2つの

問題があるかと思います。 1つは地震動の増幅の

問題です。下からきた地震動が軟らかい地盤の中

に入ることによって大きく増幅される。たとえば

千葉県東方沖、あるいはロマ・プリエタ地震など

の観測結果を見ても、埋立地や河川沿いの軟らか

い地盤では、硬い地盤に比較し3倍 ぐらい揺れて

います。かなり繕れるということを、まず覚悟し

なくてはいけないと思います。

軟弱地盤の 2番目の問題は、液状化や地滑りに

代表されるような、いわゆる地盤破壊です。

軟弱地盤には、いま申し上げましたように、地

震動の増幅の問題と地震破壊の問題があるのです

が、本当のところ、この 2つの問題についても、

まだわかっていないところが多いのです。

たとえば地震の揺れの増幅の問題ですが、我々

の通常の感覚で考えますと、やっぱり軟弱地盤の

ほうがよく揺れると思うのですが、コンビュータ

で数値計算をすると、かえって軟らかい地盤は揺

れない、というような結果もでてくるのです。

どうしてそういうことになるかというと、軟ら

かい地盤ですと、地震動の増幅が大きくなると、

どんどん軟らかくなるわけです。そうすると水の

ようになりますから、地震波が伝播してきても、

途中で跳ね返って地表に到達しない。ですから、

地表面は揺れないことに計算上はなってしまう。

震度6クラスを想定して東京全域の地震の揺れを

コンビュータで計算してみますと、洪積台地のほ

うが沖積低地より揺れるという結果がでてきて、

どうも、いままでの地震による観測l結果と合わな

い。計算方法や計算に用いる地盤の特性値の求め

方に問題があるのではないかということで、盛ん

に議論をしている最中です。

司会 つまり、東京全域がどのように揺れるか

よくわかっていないのですね。

浜田 そういうことですね。
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軟弱地盤というと、東京から川崎、横浜

あたりの臨海部分まで含まれますね。

司会

たとえば東京新しい埋立地の開発計画、浜田

テレポートタワーなどは、いろいろ批判など受け

ましたから、それなりの対策はやり始めているの

1つ

つまり、液状化を生ずるのは緩い状態の砂ですか

ら、それを締め固めておく、あるいは、水に飽和

された砂質の地盤というのが液状化の条件ですの

で、地下水を下げてしまおうという方法です。も

う 1つの液状化対策工法は、液状化しでも大丈夫

なように構造物をつくっておく、たとえば杭を充

石
田
端
穂
氏

ではないかと思います。

液状化対策には 2通りの方法があります。

は液状化しないように地面を変えてしまう方法、

分に打っておくとか、砂礁の柱などを建物の基礎

につくっておいて、液状化してもすぐに水が抜け

るようにしておく方法です。

東京などの大都市の地震防災を考える上で問題

古い埋立地の埋段物ガ

l山配

なのは、古い埋立地だと思います。古い埋立地に

ついてはまったく液状化などの影響を考えていな

日本でも新潟地震のとき、地盤の液状化司会

いのですね。しかも、そこに入っている施設も老

朽化したものが多いのです。たとえば管路にして

で建物が倒れましたが、液状化の予測とか防止と

か研究は進んでいますか。

液状化は、 1964年（昭和39)

で、工学的な意味で初めて我々が経験したわけで も、非常に弱い管路が入っているわけです。新し

い埋立地へいくのに、ガスとか電力といったライ

フラインがそこを通過していくわけですが、古い

の新潟地震

埋立地で被害を受けますと、新しい埋立地への電

力・ガスの供給がスト ップしてしまうことになる

す。液状化が起こりますと、マ ンホールや管路な

ど地中構造物が浮き上がったり沈んだりします。

また、建物などは倒れたり傾いたりしてしまいま

これらのことは新潟地震以来よく認識されて

浜田

わけです。

たとえば場所でいうと。

たとえば大井とか品川など、江戸年聞か

ら埋め立てられているような所はいくらでもあり

ます。その先は新しい臨海副都心ですね。ああい

う所にいきますと小運河がたくさんありますが、

おそらく埋設物の図面など残っていないでしよう。

す。

カ武

浜田

それなりに対策工法も考えられてきて

います。

しかし、液状化によって地盤が水平方向に数メ

ートルも動くということが、 1983年 （昭和58）の

日本海中部地震のときに、あるガス管の被害の調

さており、

査をきっかけとして初めて発見されたのです。こ

の地盤の水平移動によって、パイプラインが地上

しかも水の下ですから調べようがない。

いわゆる内陸部ですが、多摩丘陵あたり力武

の斜面の造成地では切土と盛土をしていますが、

地震がきたら盛土の部分は流れてしまうのではな

いですか。

ああいう所は下町と違って安全だと思っている
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に飛び出したり、コ ンクリートの杭が折れる被害

が生じていました。この地盤の水平移動に気づい

たのは、わずか 8年前です。

これと閉じように、我々が気づいていないよう

なことがまだあるのではないか、 という心、西日はあ

りますね。
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人は多いと思いますが、ひょっとするととんでも

ない話ですね。

浜田 軟弱地盤の問題のなかには、埋立地だけ

ではなくて、新興の大規模宅造地なども入れるべ

きでしょうね。宅造地をつくるときに尾根を切り

まして、そのままブルドーザーで押していって埋

めるだけなのですね。地震がなくてもそういう所

ヘ行きますと、家が沈下したりしていますから、

地震が起こったときにはちょっと心配ですね。

大きな動きと矛盾し怠いという形で

データを見る

司会 ほんの10年前ぐらいまで、とにかく東京

の地下は複雑で直下型地震の予知はできないと言

われていましたが、いまでは、プレートの沈み込

み方とか、プレート境界の位置などが明らかにな

り、それが直下型地震につながるということもわ

かってきました。大変な進歩だと思いますが、微

小地震観測の成果ですか。

カ武 それは非常に大きいと思います。

石田 微小地震の震源と発震機構は微小地震観

測網がきちんとしていない限りわかりませんね。

いま、防災科学研究所では関東東海地域に80点

くらいの地震観測点があるのです。そのうちの 3

点は、2,800～3,000m級の深井戸で、府中、下総、

岩槻にあります。あとは、 7割ぐらいが10omぐらいの

井戸です。比較的静かな場所は地表点ですが。

そういう観測網で、浅い地震なら普通Ml.5と

か 2ぐらいの地震まで捕まります。石切り場とか

道路をつくるとかで発破をかけますね。ああいう

のはほとんどMl.6とか1.7ぐらいなんですが、そ

ういう震動でも震源の場所を決められる感度があ

ります。ですから、地震が並んでいるから、とれ

は潜在断層かと思って調べますと、発震時がいつ

も同じで、それは道路工事のものだったというよ

うなこともあります。

司会 しかし、道路工事の震動までひろってし

まうと、後から法則性のあるものを抜いたりしな
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くてはいけない。

石田 そうですね。大体このあたりのこの時間

にこんなのが起きたら、ということで記号をつけ

て、ある程度は抜けますが。

司会本物の微小地震というのは、 1日に何回

ぐらい起とるのですか。

石田 ついとの問だしたのですが、 12月に1076

個だったか、 1000ちょっとぐらいです。 1割ぐら

いは発破みたいなものが入ってますけれど。

司会 そうした微小地震のデータを細かく重ね

ていかないと、プレートがどうなっているのかわ

からないのですね。

石田 でも、それも実際に見てみますと、こう

思えばこう解釈できる、あっちに仮定すればこう

解釈できる、っていろいろあるのですね。

カ武石田先生に反対の人もいるみたいですね。

石固 たとえば、私が使っているのは確かに微

小地震観測網の非常に小さい地震ですが、それを

それぞれ細かく見ましたら何も見えてとないので

す。私は少し離れて、全体がこう動いているのだ

からここだけ別の動きをするはずがないのだから、

おそらくこういう方向に相対運動しているのだろ

う、という仮定をしまして、まず、大きな動きと

矛盾しないという形で見ているわけです。

たとえば、フィリピン海プレートは、だいたい

30キロの厚さのプレートが潜り込んでいくのです

から、多分表面ではがたがたしているでしょうし、



それをそれぞれ見ょうとしたら何も見えなくなり

ますね。

10年間の観測データで

議請している段階

司会東京直下には地震を起こしやすい断層が

たくさんあって、プレート境界の動きで時々滑っ

て地震が起こっていると考えた場合、幾つも一緒

に動けば大きい地震になるし、個々に動けば小さ

い地震で終わるのかなという感じもするのですが。

石田 そうですね。 それがいつ大きなものが同

時に動くかと いうのは経

験則ですね、今のところ

は。そういうのを積み重

ねて、結局はきちんとし

た物理に組み立てなけれ

ばいけないのでしょう。

たとえば、幾つかのプ

レートが地球の表面を覆

っていますね。ですから、
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ずるっとわからないように滑って解消されている

のか、あるいは何%ぐらいが地震で解消されたの

か、はっきりはわかっていないのです。

ですからそう簡単ではないのですが、閉じ所で

今まで何年おきに、どのくらいの地震が起きて、

その時の滑りがどのくらいだったか、ということ

を何回か経験すれば、そこでの滑り量というのは

わかるのです。小さな地震については、繰り返し

間隔から、次のはいつごろだろうというような形

で予測して、比較的当たる場所もありますね。大

きなものはなかなか推測できません。

司会小さな地震についてはわかるようになっ

てきたということでしょうか。

1980 01 01 - 1990 12 31 
137E 138E 139E 140E 

1つだけどこかで変な動

きをするのではなくて、

全部が穴があいたりしな

いように連動して動いて

いるはずなのです。そう

いう考え方で地球表面全

部にわたって計算します

と、たとえ』まフィリピン

海プレートの北端では年

間 3～ 4cmぐらいユーラ

シアプレートに対して北

西方向に行っている、と

いうようなことがわかり

ます。それが、地震現象

で解消されているのか、

地震を伴わないような形

でなのか、 地震が起こっ

たあと、その勢いでずる

関東・東海地域における地震の震源分布

（防災科学妓術研究所のデータによる）

期間： 1980年 l月～1990年12月

43 
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右固 いま深さ 2、30キロの浅い所で、東京湾

北部、川崎、府中あたりをそれぞれ中心とする 3

つぐらいの所に、非常に地震の集中している所が

あるのです。その地震のほとんどはM3以下で小

さいのです。 ところが、なぜこういう所に固まつ

であるのか、なぜそこにあるのか、いろいろな人

が考えているのですが、まだ決定的なことはわか

らないのです。

私は、全体のモデルから地殻の中の地震と仮定

したのですが、いわゆる地殻内の地震か、プレー

ト面上の地震か、他に決め手はないのですね、今

のところ。

力武 あれはどちらともつきませんね。

司会 一生懸命そういう所を見ていたら、地震

の起こり方が変わってきて、地震の予知ができる

かもしれませんね。

石田 微小地震の系列を見ていたら起こり方が

変わってきて、ある日大きな地震が起きたという

例は知らないのですね。特に東京の下では、私た

ち、そういう経験はないですから。

力武 なにしろ、この69年間地震がないし、観

測が始まってまだ10年ぐらいですから。

司会 この次の直下型地震が起こって初めてわ

かるのかもしれませんね。

石田 10年のデータでいろいろ言っているわけ

なのですね。

力武 ですから、あと100年たてばものすごく

いろんなことが分かるだろうと思います。

地震経験を踏まないうちlこ

どんどん都市ガ発展

司会 先ほどのお話で、 1923年の関東大地震以

降大きな地震が全然ない。過去の歴史からみると、

この10年そろそろ対策を考えないといけないですね。

力武 69年間地震が全然なかったわけですが、

その間に日本が高度成長をエンジ ョイしたという

ことになるわけです。善し悪しですね。小さい地

震で少しずつ被害を受けていたら、地震防災都市
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ができてきたのだろうと思うのですが。

司会 日本全体を見ても、新潟地震で橋が落ち

たり、タンクが燃えたりして非常にショ ックを受

けた。それが一つの防災対策につながったと思い

ますが、その後は新しい構築物が大変な被害を受

けたという地震はあまりないですね。

浜田 いや、新潟地震以降も地震のたびに新し

いタイプの被害を経験してきているのではないで

しょうか。たとえば、宮城県沖地震ではライフラ

インが被害を受け、都市機能がマヒするという経

験をしたわけですね。

カ武先生がおっしゃるように、これまでは、地

震災害をあるインターパルで受けて、それなりに

教訓を得て、構造物を安全につくるようにし、都

市の防災を考えてきたのですが、今の都市の建設

は早過ぎて、地震による教訓が追いついていない

ような感じがします。いま盛んに行われているウ

ォーターフロント ・プロジェクトも、今世紀中に

新しい都市をつくってしまおうということで、経

験を積まないうちにどんどん都市が建設されてい

る。開発が早過ぎるように思います。もう少しゆ

っくりやってくれればいいのですが。

昔の埋立地は比較的浅い所を埋めたのですが、

いまの新しい埋立地は40mぐらいの水深の所を埋

めるわけですから、そういう所を本当に埋立地と

して使って、しかも、テレポートタウンのような

東京の頭脳みたいな地域を建設しようとするわけ

ですから、ちょっと心、首己です。

我々も、現在建設されている都市が将来の地震

に対して本当に大丈夫か、対策工法は効果がある

かということは、いろいろ研究していて模型実験

をするわけですが、模型で得られた結果がそのま

ま実物に適用できるかというと、それがかなり問

題なのですね。特に、液状化など土の問題を取り

扱う場合には、かなり難しくなる。

コンビュータを使って、いろいろ数値計算で地

震対策の効果を確認しようという方法もあるわけ

ですが、先ほどお話ししたように、地盤の揺れの

問題などにみられるように、それにも限界がある

わけです。地震対策工法というものが実際の地震
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という形で研究を進める人たちがいてもいいと恩

うのです。

それがアメリカあたりですと、マスター

モデルをつくって研究していますね。当たれば能

率はいいのだけれど、外れることが多い。

ただ、そういうことでもないと、若い人石田

たちがなかなか地震予知についてこないのですね。

そういうものがあって関心が向けば、そのなかか

ら何人か本当に興味をもった人が残りますよね。

いまは、惑星とか宇宙とかのことを言わ

ないと人が集まらなくなっているみたいですね、

カ武

地球物理も。

司会 地震予知をもっと若い人の魅力ある研究

対象にするためには、大胆なモデル理論を打ち出

田
村
利
子
氏

カ武

して、研究を活発にすることが非常に必要だとい

うことですね。

経験を経てませんので、現在建設中の都市が地震

浜田 地震予知の研究者が少なくなってきてい

るというお話だったのですが、地震工学の防災の

ほうはかなり増えてきているのです。しかし、研

に対して安全だとはとても言えない状況なのです。

司会 とれまでの対策工法を採り入れてあるか

ら大丈夫、という主張もありますね。

土木構造物も建築構造物でも閉じなので

すが、地震の時の水平の揺れを推定して、それに

プラス上下方向の揺れを加味して設計震度を決め

浜田

究領域が極端に細分化されすぎて、全体としての

研究成果があまり挙がっていないような感じがし

ます。

地盤の揺れの問題に関しでも、地震観測をする

人、土のサンプルを室内で試験するだけの研究者、

コンビュータで数値計算ばかりしている人、とい

うふうに専門領域が細分化されている。計算をす

る人は、たとえば自分の使っているデータが、ど

ういう条件で、どういう試験機で取られたか、と

いうことはあまり興味をもたないで計算機をどん

どん回す。そうやって出てきた計算結果が本当に

正しいものかどうか判断することができない。全

体を見渡したような広い視野にたった研究が地震

防災技術の発展のためにも必要です。

なんとかして地震予知のことも観測を含

ているわけです。しかし、直下型地震となると、

上下方向のカが卓越するだろうと考えられますが、

上下方向のカの影響の考慮が充分かどうか気にな

ります。最近いろいろ測ってみたら、高層ビルは

上下方向によく揺れるというようなことを建築の

専門の方がおっしゃっていますので、主要な構造

物についてチェックすべきでしょうね。

地震を経験したことがないものはいっぱ

いあるのですね。超高層ビル、地下街、新幹線、

原子力発電所もそうですね。

若者に魅力ある

カ武

カ武地震研究の場ガほしい

めて魅力あるものにしなければいけないと思うの

ですが、そう簡単にはいかないですね。

司会新たに楽しい地震予知計画というブルー

きたるべき地震の予知研究や災害対策で司会

いま何が最も大事なのでしょうか。

私たちの地震予知は非常に経験則に頼っ プリントをもう 1回つくらなくてはいけなくなり石田

ましたね。

今日はお忙しいところ有難うございました。
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ているのですが、経験則は比較的受身ですよね。

こうした形だったらこうなるべきだ、もう少し、
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表 l 検定合格品の表示マーク

検定対象織械器具等の種別 表示の 様 式

消火器

普請
火災報知段備の感知器又は発

信機

中継器、受信機、漏電火災普

報器内変流器または受信機

金属製避難はしご

緩 降 機

母車
’‘， .......町長 リ消 防用 ホ ー ス ~~＼·~1ご ト Jレ
メート ル

結 £ロ~ 金 具
［汗υートル

メート ル

消火器 用 消火 薬剤

優脅泡 r両 火 薬 ~J 

閉鎖型スプリンクラーへ y ド 便期
流水 検 知裳置 働斉 開 放 弁
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はじめに

消防用設備等の技術革新については、①屋内の

大ドーム、大規模建築物のアトリウム、超高層建築

物等の建築物の出現により、消防法令で想定して

いる消防用設備等では的確な火災感知・消火等の

対応が困難な空聞が出現してきていること、 ②セ

ンサー技術、電子制御技術、新素材の開発がされ

ていることにより、現行の消防用設備等に比べ、

高度な機能、効率的なシステム等をも った消防用

設備等が開発されてきている。

消防用設備等の主な機器は、検定等の認証の対

象となっているが、認証規格がフレキシプルに対

自主表示対象機械書官具等に付す表示

自主表示対象機械器具等の種別｜ 表 示 の 様式

動力消防ポ ンプ

消防用吸管



応できないために、開発普及が疎外されていると

いう指摘があったため、検定制度のなかに消防用

機械器具等の特例制度を設けた。

また、建築物の形態により効率的な消防防災シ

ステムを設置すること、また、消防法令で想定し

ていないが的確に対応できる消防用設備等を設置

することは好ましいことであるが、専門家が適正

に評価しないと、新しい

システムまたは消防用設

備等であるため、消防機
基潜め特例制度の適用を

受けよ うとする者
（依頼者）
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ると自治大臣が認めた場合には、自治大臣が定め

る技術上の規格によることができるという、基準

の特例が認められている。

基準の特例を認める場合の検定または自主表示

までの手続きは、図 1のとおりである。

この手続きに続く検定のフ ローは、図 2のとお

りである。

関によっては適正に評価

されないおそれがあるた

め、消防防災システム評

価制度を設けた。

①特例を受ける事前相談

本稿は、これらの制度

の概要を示すとともに、

今後の課題について述べ

ることとしたものである。

2 消防用機械器具

等の特例制度

1 ）特例制度の概要

消防用機械器具等のう

ち表 1に掲げる種別のも

のは、それぞれの器具ご

とに自治省令で定める技

術上の規格に適合する必

要がある。

これらの規格には、規

格によって新しい技術開

発が疎外されることがな

いよう、それぞれ、新た

な技術開発にかかわる機

械器具等について、その

形状、構造、材質および

性能から判断して、この

省令の規定に適合するも

のと同等以上の性能があ

-----1一一事 務局

（日本消防検定協会）
総務部企画調査課

No －｜ 依頼者へ通知 ｜
-1 （口頭） I 

自治大臣
審査および特例基単の決定）

④特例制度の適用に ｜ ：⑤特例基増にか

かかわる意見の提出｜ ； かわる通知
（依額者への’ 通知書を添付）

基単の特例制度の適用を凶J砕畑結来 ［竺~~！－~~売f'f~男二1』 評価

受けよ うとする者 円品叫ギにかかわる通知 ・1 日本消防検定協会
（依頼者） I （添付書類一 2)I ＜消防機器等僻価委員会）

図 ｜ 基準の特例制度にかかわるフローチャー 卜

自治大臣

①型式試験申前

日本消防検定協会 ｜ ②型式試験結果通知 申筒者

⑤個別検定申傭

⑥個別検定 （工場へ出向〈）

使用者
⑦合格品の販売

図2 検定のフロー
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2）基準の特例によって認められた織械縛具等

基準の特例によって認められた機械器具等のう

ち、主なものの概要は、次のとおりである。

(1) アナログ式自動火災報知世備

従来の自動火災報知設備は、感知器の周囲が一

定の温度・煙1度度等の値のときに火災表示ができ

るものであったが、アナログ式自動火災報知設備

は、個々の感知器について広い温度または煙濃度

の範囲内の任意に設定した値で、注意表示および

火災表示することができるものである（図 3参照）。

このような特徴を勘案すると、アナログ式自動

火災報知設備は、従来の自動火災報知設備と比べ、

次のような対応が可能となり、非火災報の防止に

寄与するとともに、的確な火災対応が図れるもの

と考えられる。

① 注意表示を行うことにより対応できること。

（ア） 火災の比較的初期の段階から、注意報をだ

すことが可能である。

（イ） 注意表示レベルを一定レベルに保つことに

より、非火災報の多い場所の火災表示レベル

を非火災報の少ないレベルに変更することが

可能である。

② 感度の言師邑を変えることにより対応できること。

煙
温
度
ま

は F一一一一『
遣｜連動報｜
等｜レベレ｜

設定感知温度または
温度 （火災表示）

〆

（ア）感知器個々の設置場所に応じ、きめ細かく

感度設定を行うことが可能である。

（イ） 一 日（昼夜）の環境条件の変化に応じた感度

の変更が可能である。

（ウ）感知器を設置した後も、設置場所の環境条

f牛の変化に応じて容易に感度の変更が可能で

ある。

（エ） 附属機能として、各種防災設備の連動もき

め細かい感度設定が可能である。

(2）無線式中継鐸

従来の自動火災報知設備の感知器と中継器の聞

は、有線の電話で結ぼれていたが、仮設建築物や

工事中の建築物においては、配線によるコストパ

フォーマ ンスが極めて悪くなっていた。

そこで、この聞を小電力無線で信号のやりとり

をすることとしたものである。

ここでは、その信頼性を確保するため、一定時

間ごとに信号のやりとりを行う等の工夫が施して

ある。

(3) その他

その他基準の特例で認められたものには、次の

ものが挙げられる。

① 二号消火栓用保形ホース

r、i,. 
称

ー ι 一一一感
知
度
範
囲

ーー ・ま
た

② 給油取扱所用炎検知

器

③ 差しロと受け口が同

形の結合金具

④真空ポンプのぺーン

に新素材を使用した動

カ消防ポンプ

⑤住宅用消火器

ー ー－ Eは設定感知温度または ~ ｜漫 ⑥住宅用スプリ ンクラ

図 3

il度 （注意表示） ／／  ｜度
／ ノ／｜範

6 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿，囲

注意表示．火災表示をするまでの間に補助的に注意喚起を行うための表示
火災表示ー火災の発生および火災的発生した警戒区域を知らせるための表示

時間

連動報 さらに火災の度合が進行した段階として、防排煙機器等の起動を行わせるための移報
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ーヘッ ド

3 消防防災システ

ム評価制度

1 ）評価制度の概要

本制度は、個々の建築

物において、現行の消防
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感知する方式でなく、光電式分離型の光軸を横

切る煙を感知するものであり、警戒区域に対し

直交するX軸およびY軸の 2軸方向により監視

する方式（高天井の空間を監視するとともに、

おおむねの火災発生位置を知ることができる）

法令では予想していない新たな設備、または設置

方法を用いて、消防法令で規定する水準以上の性

能を有する高度な消防防災システムを整備しよう

とする場合には、（財）日本消防設備安全センター

に設置された消防防災システム評価委員会におい

④ 

（常時換気空調を行っているクリンルーム内の

火災の初期に発生する煙粒子を早期に感知する

換気ダクト内に設備した高感度粒子センサーて、その機能の優良性を評価するものである。

したがって、本制度は、 1）の規格の特例基準と

異なり、建築物ごとに、感知・消火・避難誘導シ

ステムが当該建築物に設置された場合に充分な防 ことカfできる）

⑤ アドレス機能付アナログ式自動火災報知設備

を設置し、感知器の感度レベルを設置場所に合

わせて適切に設定するとともに、空調システム

の運転・停止の信号により感度を自動的に切り

換えて火災の早期発見を図った。

また、発報感知器と対応し、 PB Xによる地

区ごとに定めた管理責任者への自動呼び出し、

各種防災設備（防火シャッタ一、防火ダンパ一、

排煙ダンパー、 IT V、誘導灯、防煙たれ壁、

電気錠、照明等）との連動制御を行った。

避雛鶴導システム

通路に一定の間隔で設けられた緑色のランプ

を点滅制御することにより、緑色のランプが流

れる方向に避難誘導するシステム

誘導灯の点滅、音声を感知器の発報により連

動制御するシステム

災性能をもつことができるかどうかを検討したう

えで、評価するものである。

消防法施行令第32条を適用される場合の評価に

かかわる手続きの流れは、図 4のとおりである。

2）評価された防災システム

本制度により評価されたシステムのうち、主な

(2) 

① 

(1) 

① 火災から発せられる熱放射現象を感知する熱

放射式走査型火災検知器（大空間内の広範囲を

監視するとともに、火災発生の位置を特定でき

る）

② 火災から放射される赤外線を検知する赤外線

走査型火災検知器（高天井の空間内を監視する

ことができる）

ものの概要は、次のとおりである。

火災感知システム

② 

火災から発生する煙の天井面における蓄煙を③ 

(3）初期消火システム

①放水銃装置（自動方

式；出火位置に応じ、
導
一

棚
畑
一

前
よ
一

個
ぉ
一

消火に最適な放水銃を

自動選択し、火点に放

水銃を向け放水するも

の）

②放水銃装置（手動方

式：火災感知後において、

監視用 IT Vモニター

財
団
法
人
日
本
消
防
政
備
安
全
セ
ン
タ
ー

（消
防
防
災
シ
ス
テ
ム
評
価
委
員
会
）

②概要評価申鏑

ーーーーーーーー・－

寄
付
一

価

一

評要時
一
曹
人
一

（基本方針作成
または
基本設計等）

⑥評価申摘

申

摘

③ 報告
・・一一一ーーーー ー・・ーーーーー‘・－

導

一

相
ぴ
一

前
よ
一

悌
ぉ

一

消
防
長
ま
た
は
消
防
署
長

者（詳細設計等）

および放水銃連動 IT 

Vモニターにより火点

標定し、操作室において

手動操作を行い放水す

⑦評価書交付
適
添
一

側
⑦
一

⑨特例承認
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るもの）評価にかかわる手続きの流れ図 4



③ 開放型スプリンクラー設備（高天井の部分に

おける火災の消火を行うために、火災の感知後

に当該放水区域に放水するもの）

④ クィック ・レスポンスのスプリンクラーへッ

ドを用いて、早期に作動できるスプリンクラー

設備（これにより、少水量とし、水損防止、設

置工事費の節約も併せて図られた）

(4) ビル管理股備と共用したシステム

① 防災情報とビル管理情報を光伝送システムに

より集約し、一元監視、制御等を行うシステム

②既存の防火対象物における自動火災報知設備

の改修・更新に、防災設備とビル管理設備との

情報管理・制御の一元化を図ることにより、防

災システムの安全性の向上を目的としたもので、

ローカルエリアネットワークによる防災情報の総

合監視・制御機能およびビル管理設備情報と防災

設備情報の有機的結合による総合防災システム

③ 大規模・複数の建築物を類似の用途で区分し、

50 

それぞれに防災センターを設置して防災システ

ム系を独立して完結する防災管理体制の分散化、

複数の防災センターの情報を総括する総合的 ・

有機的に機能する体系的な防災情報監視システ

ムの運用形態およびパスラインを中心とした情

報伝送系にインテリジェント化を図るシステム

(5) 自動点検システム

① 水系消火設備の自動点検システム

本システムは、水系消火設備（スプリンクラ

一、泡消火、屋内消火栓、連結送水管、消防用

水の各消火設備）に付置し、常時その状態を監

視するとともに、定められた試験プログラムに

したがい定期的に消火設備の構成機器を作動さ

せ、その機能を確認する。

② 自動火災報知設備の自動点検システム

本システムは、感知器の感度、火災表示、信

号系の導通、電源等について、常時監視または

一定時間内に点検を行う。

4 防災設備の今後の課題

1 ) 防災システムを構成する場合のセンサーは

感知器であるが、この感知器が非火災報が多いと

か、温度または煙濃度のレベル設定がきめ細かく

できない等の理由で、防災システムが自動である

べき部分もマニュアルに頼らざるを得ない場合が

多い。これらがすべて自動連動とさせるためには

非火災報対策の徹底、きめ細かい感度レベルの設



定が可能となるような自動火災報知設備の開発が

望まれる。

この対応として、アナログ式の自動火災報知設

備が開発されているが、今後、アナログ式の火災

判定方法、感度設定方法等について、さらに検討

を進める必要がある。

2 ) 防災システムの作動は、常時行われるもの

でないこと、防災システムのコストの一部を日常

管理システムに吸収させること等のためには、防

災システムの一部を日常管理システムと共用する

ことが望ましい。現在、伝送系、 Cp U、CRT 

等の一部を共用したシステムが実用化されている

が、今後とも、この方向の開発が望まれる。

この場合、緊急時に防災システムが的確に作動

する必要がある。

3 ) 防災システムの点検については、自動火災

報知設備、スプリンクラー設備等において開発さ

れている。今後、防災システムの点検の自動化が

進むものと考えられる。また、点検の結果を電話

回線にのせて、近隣のビル群の監視センターのよ

うなものを設けるととも考えられる。

4 ) 近年、障害者の職場採用の推進等が図られ、

多くの災害弱者が種々の施設を利用している現状

は、今後ますます進むものと思われる。

一方、現行の防災システムの多くは、健常者に

火災情報の伝達を行うようにつくられており、視

聴覚障害者等の方々には必ずしも満足な役割を果

消防人生六十年の回想

鉾田昇 ・開真共著

鉾消会発行 B 6 ~司lj 384頁

北海道 森 と水の話

束三郎著

北海道新聞社発行 B 6判 256頁 1,600円
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たせないものとなっている。

そこで、視聴覚障害者等の災害弱者が安心して

施設を利用できるためのシステムを全体の防災シ

ステムのなかに位置付けることも、社会的責任の

ーっと考えられる。

5 ) 近年、大規模建築物を中心にエントランス

部等にアトリウム空間を形成するものが増えてい

る。このような大空間は、火災感知、消火が消防

法で想定している感知・消火設備では、的確にそ

の役割を果たせない場合が多いと考えられる。

このため、防災システム評価制度においても、

大空間用の種々の感知 ・消火設備が評価対象とな

っている。

今後も、空間の形状、使用形態等に応じた、感

知 ・消火システムが開発されるものと考えられる。

6 ) 防災システムは、そのものは利益を生むも

のではなく、財産・人命を守るものであるが、建

築主等には、利益が明らかでないものには、投資

をできるだけ少なくする傾向がある。

このため、今後の防災システムの設計に当たっ

ては、①日常管理システムとの共用化を図る。②

点検等維持管理の効率化を図る。③システムを構

成した効果がわかりやすくする。④数棟の防災対

象物を一つの防災システムで処理する。⑤新しい効

率的システムの採用を図り、システム評価を受け

る等のことを考える必要がある。

（きはら まさのり／自治省消防庁予防諜）

新時代の企嫌リスク対処

製造物責任、環境責任、海外工場、

エマー ジェンシー ・プラ ン

山口文緒著

保険毎日新聞社発行 A5-'J!IJ 198頁 2,000円

火山からのメッセージ

一一噴火・溶岩・火砕流

山と渓谷社発行 28×30cm判 5,800円
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動く社会を支える技術
ートライボロジーの現状とこれからの発展一

渡遷治道

1966年に。トライボロジ＿，，という

雷葉が生まれるまで

ビッグパン以来50億年を経て、また、生命の発

生以来25億年近い遺伝子の創意工夫の果てに現れ

た我々人類が、地球上で中世代の覇者である恐竜

や昆虫、魚類あるいは鳥類より短期間に抜きんで

た存在になった理由は何かと聞くと、火を使うよ

うになったからだとか、立って歩くようになった

図 l古代エジプ卜で石像運績に用いられたそり

（紀元前1880年ごろの絵から）！l

からだとか、文字を発明したからだとか、いろい

ろな答えが返って くるが、運動エネルギーとして

回転運動を利用することを思いついたことが本当

の答えである。

人類がいろいろな工夫をしているけれど、本当

に他の生物が思いつかなかった独創技術としては、

これが抜きんでている。

鳥や昆虫が羽を使い、比重の低い材料開発を重

ね、ハイカ白リーの食物をエネルギーとする方法

図 2 アッシリア人が、コ口、てこ、車輸を利用して、巨大な人
面獣身官撃を移しているところ（紀元前700年ごろ） ll

..・.........側聞..・...................・・・・・m瞳．．．．
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を総合して成就した移動速度と連続移動距離を、

人類はジェットエンジンを用いてようやく越える

ことができたし、恐竜以上に重い重量物を速く動

かすことができるのも強力な蒸気エンジンが出現

してからである。

この回転運動を有効な運動エネルギーとして利

用することを支える技術がトライボロジーの本質

的な部分であるといえよう。 TRIBOLOGYとい

う言葉は、ギリシャ語の TRIBOS「擦る」を語源

としホ相対運動し相互作用を及ぼしあう表面およ

びこれに関連する問題と事象の科学と技術と定義

された概念砂を示す。

人類のトライボロジー技術の最初は、乾燥した

木同士を激しく擦って火をおこしたことで、次は、

古代エジプトでピラミッドや石像を移動するため

に大型そりゃ丸太のコロを使ったこと（図 1）であ

るが、紀元前3000年ごろ、メソポタミアですべり

摩擦をころがり摩擦に変える車輪が開発されたこ

とが画期的なことであった（図 2）。

しかしながら、この何千年にも及ぶトライボロ

ジーの歴史のなかで、本格的な科学としての枠組

みができたのはこの100年ほどの話なのである。υ

まず研究が進んだのが流体潤滑で、 Towerが潤

滑膜に圧力が発生することを1885年に発見して、

Reynoldsが理論解析し、ジャーナル軸受、スラス

ト軸受の発明が19世紀末に行われた。もう一つの

潤滑形態である境界潤滑は， 1920年に Hardyが按

触面聞に働く分子間力が摩擦の力であることを明

らかにした。

一方、潤滑剤もそれまで使われてきた動植物油

から安価、かつ安定性にすぐれた石油からの製品

が20世紀に入ると一般化し、産業革命後のトライ

ボロジー基盤技術が撃えられた。

20世紀はさまざまな科学と工学が花聞き、発展

した時代で、摩擦、摩耗、 i閏滑といったトライボ

ロジ一分野は、相対運動する機械 ・設備には必要

不可欠な知識・工学であるにしても、表舞台に立

つことなく沈黙の技術として社会の発展を支えて

きた。

トライボロジー技術者は沈黙していてはいけな

い、社会の前面にでて社会のエネルギー損失の低

減を図るべきであるとして、従来の潤滑、目安機、

摩耗といった狭い社会に対するインパクトの少な

い言葉に代えて、前述の相対運動している 2面聞

の力の伝達に関する科学的 ・技術的概念としてト

ライボロジーという概念が、 1966年 3月9日に英

国で H.P. Jostにより提唱された。

トライボロジーが社会的に重要な意味をもつこ

とは、1973年からの 2度にわたる石油危機により、

世界中でエネルギー削減努力がすべての技術的要

素のなかで最も重要となったために、元来が摩擦

を下げる省エネルギーが目的の時代となって再認

識されるようになった。

2 トライボロジーによるエネルギー削減2)

トライボロジー技術により英国では年間5.15億

ポンドの経費節減効果が期待できることを示した

Jost報告（1966年）の内訳は、図 3に示すとおりで

ある。 この報告でまず自につく点は、省エネルギ

ーに関するものが 5.4%と少なく、 90%以上が保

全資・補修費などメインテナンスコストに関する

ものであることである。

同様の計算が各国で行われ、米国の場合は年間

・・・・・・周・・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・量破・・・・.......
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1,200億ドルの節減効果が期待でき （1977年）、その

内約50%がメイ ンテナンス技術によるものとされ

ている。米国では消費エネルギーの10.9%がトラ

イポロジー技術により節減できると試算された。

我が国の場合も、 1977年当時のエネルギー消費

量3,500兆Kcalを原油換算して節約可能な量は2.6

億バーレル、およそ 1兆円と計算された。その後

の我が国のエネルギー総需要と総生産とから単位

生産量当たりのエネルギー使用量の推移をみると、

（） 内は節減費．百万ポンド
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図 4のようになる。単調増加してきた国民総生産

量当たりの値は第 1次石油危機を境に減少傾向に

あり、省エネルギ一対策が我が国では成功したこ

とがわかる。

省エネルギーを最も強力に押し進めていた昭和

59年までに、昭和48年対比で約30%の省エネルギ

ーを達成し、自動車、電子産業を中心に我が国が

世界経済のリード役となるまでに成長した最も大

きな要因となった。

この間のトライボロジー技術の進歩 ・改良によ

る効果は年間約 7,000億円と計算され、トライボ

ロジーの研究がかなりの成果をあげていることが

わかる。もちろん、その他メインチナンス分野で

の効果を含めれば 2兆円近い金額が節減されると

期待されている。

喉もと過ぎれば熱さ忘れるという国民性で、こ

の数年は高性能さとアメニティの追求に関心が移

っていたが、再び環境問題が時代のターゲットと

なってトライボロジー技術が活躍する時代となっ

てきたことを、自動車産業を例に次に述べる。

3 CAFE規制強化とトライボロジー

自動車の保有、運行の絶対数は80年代の10年間

におよそ25%増加し、4億1,300万台から5億2,000

万台と約 1億台の増加となった。自動車の増加は

社会 ・経済発展の指標であると同時に、これほど

の数値になると、地球環境を保護するための最大

の規制対象となる存夜となっている。

石油危機後の1975年規制J(Energy Policy & 

Conservation Act）が省エネルギーを目的とした

のに対して、 90年 代 の CAFE （企業平均燃費）

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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規制は地球環境の保護が目的であり、同時に進め

られる大気浄化法 （Clean Air Act）と併せ考え

進めていかなければならない点が、これからの人

類の英知を結集していかなければならない重要な

視点である。 ここでも問題提起は日本ではなく米

国でなされていることが象徴的である。

日本と米国とのエネルギー消費構造（二酸化炭

素排出量）を比較すれば、表 1に示すように、米

国民は平均所得がほぼ等しいのに、日本人に比較

して約 2倍のエネルギーを消費している。 この理

表 l温室効果増介に及lます発生源（1980年代）

国別 発生源別 成分別

米国 21% エネルギ一生産消費 57% C02 49% 

ソ連 14% 民生 15% CH, 18% 

EEC 14% 工業 22% フロン11、1214% 

中国 7% 運輸 20% N20 6% 

日本 6% フロン 17% 他 13% 

プラジル 4% 農業 14% 

インド 4% 土地改良・利用 9% 

他 30% 他 3% 

資料：「自動車工学JVol. 43、No.10、’89
“Policy Options for Stabilizing Global Climate", EPA Report 

表 2 現行技術導入の進展による燃費向上の予測（米国政府機関による）
（単位 ：%、年はモデル年）

Office of Technology 
エネルギー省の見積り

Assessmentの見積り

燃 費 '87～’95年 全体の燃費 燃 費 '87～’95年 全体の燃費

効 果 の普及率向上 向上率 効 巣 の普及率向上 向上率

F F化 12.0 10 1. 2 12.0 10 l. 2 

エンジンの 4パルプ化 （4/6気筒） 10.0/5.0 40 3.0 10.0 40 4.0 

4速ATの搭繊 7.5 40 3.0 7.5 40 3.0 

電子制御ATの繕級 I. 5 80 1.2 1.5 75 1.1 

アエロダイナミ ックスボディの採用 3.4 100 3.4 3.4 80 2.7 

タイヤの改良 0.5 100 0.5 0.5 100 0.5 

潤滑劃lの改良 0.5 100 0.5 

エアロパーツの装着 1.0 100 1.0 1.0 100 1.0 

エンジンの改良

オーバーヘッドカム 6.0 20 1.2 

オーバーヘッドカム シャフト 6.0 10 0.6 

ローラーロッカーアーム 1.5 40 0.6 1. 5 80 1.2 

低摩搬ピストン／リング 1.5 80 1.2 2.0 80 1.6 

スロットボディフューエルイ ンジェク ション 3.0 10 0.3 3.0 IO 0.3 

マルチポイント 7ェーエルイン ジェクショ ン 7 .0 10 0.7 3.0 10 0.3 

・95モデル年までに予測される燃費向上率（%） 17.3 18.3 

・95年型車の平均燃費予期IJ （マイル／ガロン） 32.8 31.9 

（資料： AutomotiveNews ’89.5.8) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a聞・・・・m
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由の最大のものがライフスタイルに組み込まれて

いる自動車の使用実態によるものであり、地球上

の約 1/4の自動車排気ガスを放出している国の

責任ともいえる。

CAF E規制値は 1978年の18.0から1985年まで

段階的に号lき上げられ27.5となったが、レーガン

大統領が緩和する方針をだし86-88モデルは26.0

となったが、再び90年モデルは27.5（いずれも単

位はマイル／ガロン）とヲ｜き上げることになった。

現在、今後の基準値をどうするか種々の法案が提

案されているが、大気浄化法の上院案では1996年

までに33.0、2000年までに40（マイル／ガロ ン） を

達成しなければならないとしている。

こうした CAF E規制に対応する燃費向上技術

としては、表2に示すようなものが考えられてい

るが、日本車ではすでに導入した技術が多く、ト

ライボロジー技術を一段と駆使していく必要があ

る。具体的な項目としては、

( 1 ) ピストン、クランク軸など運動部品の軽量化

( 2 ) 過給器のトライボロ ジー的問題処理

( 3 ) ローラー付きロッカーアーム等動弁系シス

テム改良

( 4 ) 軸受メタルの高速化、高面圧化対応

( 5 ) 駆動システムの軽量化

( 6 ) 潤滑剤の低フリクション化

( 7 ) ピストンリングの改良

等が挙げられるが、 96年規制はクリアできるとし

ても、 2000年規制は材料面の大幅な改善なしには

無理であることがはっきりしている。

自動車の問題が象徴的なので、トライボロ ジー

がかかわると経済効果がどれほどかを計算してみ

る。私の本業である潤滑油の改良で昭和48年に比

較して平均 2%の摩擦を下げることができたが、

これを我が国の乗用車 2,'780万台のガソリンの節

約量として計算すると20万k£、金額にして 325億

円ということになり、こうレた要素技術の積み重

ねがなにより大切だということになる。

4 トライボロジーが

今後活躍しそうな分野

今後、トライボロジーの発展を引っ張る機関車

の役割を担う分野としては、ガスタービンをはじ

めとする高速、高温軸受、高真空下での宇宙機器、

超薄膜潤滑を追求する電子機器、人工関節に代表

されるバイオトライポロジ一、セラミックス材料

の潤滑等が挙げられよう戸

まず、より速くという問題は、空気軸受で300km

/h、現在の高速ガスタービン軸受で ZOOkm/h、大

形蒸気タービン軸受が 120km/hで数十ミクロン

のすきまを介して回転している。今後は10万回を

超えた回転数で支える中一大形の軸受の潤滑技術

が、セラミックスガスタービンをはじめとする分

野で重要になってこよう。t由温も 150℃を超え合

成潤滑油で問題が解決できるか、固体i閏滑剤がシ

ステムとしてより優れているのか、あるいは空気

軸受でなければいけないのか、これからの重要課

題である。

高速化に伴う問題は、摩擦損失熱による温度上

昇の材料、設計面での解決、オイルホイ ップによ

る振動対策、および、これらを支える発熱による

温度場の影響を取り込んだ熱流体潤滑理論の確立

が挙げられよう。

高温条件という点では、スペースプレーンのエ

.....・..・m・・・・・・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・・・m・・・・・・・
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ンジンでは最低でも 500・Cで使える潤滑剤が必要

といわれており、不可能を可能にする技術が望ま

れている。

宇宙関連技術としては、低温の問題がある。H

lおよびHー 2ロケットの液体水素、液体酸素を

燃焼機に圧送するターボポンプの軸受は、低温で

良好な強度と自己潤滑性を示す四ふっ化エチレン

樹脂をガラス繊維で強化した保持器が用いられて

いるが、液体酸素の場合は高速摩擦面での金属の

爆発的燃焼の問題、液体水素では軸シールのサ一

マルクラックの問題があり、より信頼性の高い技

術開発が進められよう。

宇宙機器の潤滑では10-5-10ー10Torrという高

真空下での問題があり、蒸気圧が常温で10Pa以

下（分子量が5.000-10,000）でありながら粘度が

200-1, 500 cStであることが要求されるので、表

面エネルギーの低いふっ素化合物が用いられてい

る。さらに低い粘度の物質が得られれば、運動性

の高い機器の使用が可能になると期待されている。

また、宇宙空間には反応性の高い原子状酸素が

存在しており、これに耐えられる材料としては金

しかないことも問題で、より原子状酸素に不活性

な材料開発も重要課題の一つである。

バイオトライボロジーの分野では、今後、老齢

化社会の進展とともに人工関節が普及していくも

のと思われる。 人工関節は生体に対する適合性、

三次元運動への適合、 20-30年の寿命が問題であ

り、現在ポリエチレンと耐蝕性金属の組み合わせ

が一般的であるが、満足すべき状況とは程遠い。

材料開発が望まれている分野である。

人間の関節は0.003-0. 023という極めて低い摩

擦係数をもつものであり、関節液中に含まれる分

子量数百万の多糖類であるヒアルロン酸がその役

割を担っている。 人工的に得られたヒアルロン酸

の投与が始まっており、その効果が期待されている。

磁気とトライボロジーの問題が磁性流体、MHD 

軸受、フ エログラフィー等と注目を集めているが、

最も極限の技術としては、磁気ディスク装置のヘ

ッドと媒体との潤滑の問題がある。ヘッド媒体聞

のすさまは現在0.15-0.20μ 程度が実用化されて

いるが、今後は0.10μ が目標となり、空気軸受を

用いる浮動ヘッド技術、数十Aの薄膜潤滑層、高

速走行 （80m/s以上）、低荷重（数 g以下）、し

かも従来の摩耗問題と異なり、減ってしまえば元

も子もないというクリテイカルな立場での取り組

みが必要である。

セラミックスの潤滑の問題は、すでにターボチ

ャージャー、軽量転がり軸受、ロッカーアームチ

ップ、エアコン用コンプレ ッサーシューの分野で

実用化されており、欠陥を低減して信頼性を高め

価格の問題が解決されるごとに広く用いられてい

くことになる。開発の初期に期待された断熱エン

ジンは無理としても、油存在下での優れた耐熱性

は強い機能であり、窒化圭素、 SiC、 窒化ほう

素等が用途を広げていこう。 セラミックスの潤滑

の問題は、現在最も熱心に検討されており、数年

後には全体の輪郭と総合的な理解ができるように

なると予測される。

（わたなべ はるみち／日本石油株式会社中央研究所）
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はじめに

14世紀にスコ ットランドで始まったといわれる

ゴルフは今や全世界に普及し、日本でもゴルフ人

口は約 1,300万人以上、ゴルフ場入場者数は年間

8,000万人にまで増加し、これに伴いゴルフ場の数

も現在約 1,800コースに達したが、近々 2,000を

超える見通しである。

そして、近年の著しいゴルフ場の増加に伴い、

「ゴルフ場で使用される農薬が河川、地下水を汚

染しているのではないか、不適切な使用によりゴ

ルフ場で働く人たちゃ周辺住民の健康を害してい

るのではないか」との疑いがもたれるようになり、

しばしば「ゴルフ場の農薬汚染問題」として採り

上げられてきた。

これに対応して、環境庁、厚生省、農林水産省、

あるいは各都道府県などが農薬使用の実態や河川

の汚染について調査を行い、適正使用に関する指

導を行うに至った。1990年および1991年の環境庁

の調査では、ゴルフ場では農薬はおおむね適正に

使用されており、ゴルフ場の排水中にはほとんど

含まれていないか、含まれていても一時的で微量

であり、人間の健康を害するような問題はないこ

とが明らかにされるに至り、次第にこのことにつ

いての社会の関心が薄れてきたようである。

しかし、ゴルフ場で使用される農薬については、

必ずしも正しく理解されていないように恩われる

ので、今回、本誌の貴重な紙面をお借りして説明

を加えたい。
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2 ゴルフ場における農薬の必要性

日本ではゴルフ場をはじめ、公園・競技場・庭園

や飛行士長などの芝生地にイネ科多年生植物が植え

られる。北海道では主に寒地型のケ ンタッキーブ

ルーグラスが利用される。本州、｜の東北地区や本外｜

の山地など冷涼な地 帯ではケンタッキーブルーグ

ラスが植えられるが、暖地型でも低温ロ強いノ シ

パも植えられる。そのほか、九州、沖縄に至るま

で暖地型のコウライ シパやその仲間のヒメコウラ

イシパが植えられる。 また、暖かい所では一部で

暖地型のパミューダグラスが植えられる。 ゴルフ

場のグリーンでは寒地型で繊細なべントグラスが

中直えらオ1る。

芝生地は施肥と刈り込みなどさまざまな栽培管

理が適切に行われると、美しい繰のジュータンに

なる。しかし、こうした美しい芝生もいったん管

理の手を緩めると、雑草 ・病害虫の蔓延によって

荒廃してしまう。芝生は、芝草自身が利用すべき

表｜ 主な芝生用イネ科植物

1 寒地型芝草（温帯～亜寒帯で栽培される）

ケンタッキーブルーグラス、ベントグラス、 ベレニア

ルライグラス、イタリアンライグラスなど

2 暖地型芝草 （熱帯～亜熱帯で裁縫される。寒地型芝草に比

べ、高温・強光・低厳素条件や乾燥などの悪条件にもよく耐える）

ノシパ、コウライシパ、ヒメコウライシノ仁ギョウギシパ、

セントオーガスチングラス、センチベ ドグラスなど



水分・栄養分 ・光や空間を雑草によって奪われ、

生育が衰える。特に光による影響が大きい。 たと

えば、新聞紙 1枚を芝生の上に 2、 3日置いて光

を遮ると、茎葉は賞化して光合成能力が著しく低

下する。そして、いったん芝草の生育が衰えると、

雑草は急速に繁茂するようになる。

日本では芝生地だけでなく、畑地や水固など人

間によって雑草対策が充分に行われている所も、

放任されると雑草が侵入して、 2、 3年後には多

年生のチガヤ、ススキ、その後にはササなども発

生し、やがて小型の木本植物が定着し、さらに年

月を経れば、最終的に森林にまで植生が変化する。

北米やヨーロッパ、中央アジアのように、放任

した土地の植生が最終的に草原 （芝生地）に変化

する国々とは異なり、日本では芝生地のように一

定の植生を維持しようとすれば入念な管理が必要

である。

そのためには何といっても雑草の侵入を防ぎ、

除去することが重要である。 さらに春から秋まで

の湿潤な時期は、どんな作物にもさまざまな病気

が発生し、その上、温度の上昇に伴い、いろいろ

な害虫も発生して芝草を食害するので、これらの

対策も講じなければならない。哲学者、和辻哲郎

氏は名著r風土』の中で、「モンスーン的風土では、

野草が作物を圧倒する雑草の形で、人間に対して

敵対する」という自然観でとらえているほどである。

さて、多発する病気は数ミクロ ンの大きさの微

細な病原菌であり、人間の手では除去することが

できない。害虫も数匹なら手で捕れるが、無数に

いるので手では捕りきれない。 しかも恨を食害す

る虫は芝生をはがさなければ捕れない。 こうした

理由で殺菌剤や殺虫剤が使用される。

一方、雑草は手で抜いたり、刈り取ることが可

能であるが、芝生の生育に悪い影響を与えないう

ちに抜き取ったり、メljり取る必要がある。雑草は

刈り取りにより減少するが、地表にへばりついて

いるものや、メljり込み時に植物体が倒伏してしま

い刈り込みから逃れてしまうものもある。 このた

め手取り除草も必要になる。雑草は早春から秋の

降霜までの聞は光と水分が満足されればいつでも
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発芽するので、繰り返し除草しなければならない。

日本の芝生地では特にゴルフ場の場合、 30haの

除草を人力により実施すれば年間 7,500人、人件

費にすればおよそ 6,000万円必要と試算されてい

るが、炎天下での重労働の作業をする入手はない。

そこで除草剤が使用されるが、そのための散布作

業代と除草剤の費用は 450万円から 600万円程度

である。

昔、日本の畑作農家が 1haぐらいしか所有でき

なかった理由の一つは、家族総出でできる雑草対

策が 1haが限界であったからともされている。現

在は畑でも水田でも除草作業は除草剤によって代

替されている。 たとえば、水田では1950年以前は

10 a当たりの除草作業に50時間以上賛されたが、

現在では 2～ 3時間ですむようになった。除草剤

使用による除草節減労働力は l億 2,300万人に及

ぴ、除草経費の節減額は l兆円に達しているので

ある。

現在、先進国における食糧の安価で安定した供

給は、化学肥料に加え、除草剤・殺菌剤および殺

虫剤の利用により支えられているといっても過言

ではない。

3 芝生地における農薬の使用状況

雑草は厳冬期を除けば終年発生するが、発生が

最も多いのは春から初夏にかけての夏雑草の発生

期と、秋から降霜までの冬雑草発生期の二時期で

ある。夏雑草の発生期は夏作物（ダイズ、トウモ

ロコ シ、イネ、サツマイモなど）の作付期に相当

し、冬雑草の発生期は冬作物（コムギ、オオムギ、

ナタネ、ホウレンソウ、ハクサイなど）の作付期

に相当している。 そこで、芝生地では雑草の発芽

生育を防止する目的で春から初夏にかけてと秋の

2時期に、いまだ雑草が発芽前か、発芽聞もない

うちに土壌処理用 （発芽前処理用）の除草剤lが散

布される。

しかし、高温の夏は除草剤が比較的速やかに分

解され、雑草が再ぴ発生するようになるので、夏

にもう 1回散布する必要のある所もある。 日本で
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は九州では 2～ 3回、その他の所は 2回、土壌処

理用の除草剤が散布される。また、部分的に雑草

が発生する場合があるので、その部分のみにスポ

ット的に既発生の雑草を枯殺するために、茎葉処

理用（発芽後処理用）の除草剤が使用される。

ウムシなどであり、夏の発生が多いが、シパット

ガに食害されると、芝の張り替えが必要なぐらい

大きな被害を受ける。コガネムシ類による被害も

大きい。

殺菌剤はコウライグリーン （コウライシパを植

えたグリーン）では月 1回ぐらい散布されるが、

夏から秋は 2回ぐらい散布される。ぺントグリー

ン（ぺントグラスを植えたグリーン）では月 2回

ゴルフ場では除草剤はフェアウェイ を中心に使

用され、ラフにも使用される場合があるが、グリ

ーンではほとんど使用されない。芝生用の除草剤

の多くは芝草の茎業から

吸収されない。わずかに

吸収されても代謝・分解

・解毒されるので芝草自

身は被害を受けない。 ま

た土壌中、芝草の根まで

移動することはほとんど

ない。たとえ、根から吸

収されても解毒機構が働

くので芝草は被害を受け

ない。

一方、殺菌剤や殺虫剤

はラフにはあまり使用さ

れない。フェアウェイで

は部分的に使用されるが、

グリーン内では全面に数

回散布される。特に殺菌

剤は主にグリーン内で使

用される。

芝生における主な病害

は、ブラウンパッチ、業

枯性病害、ダラースポッ

ト、ピシウムパッチ、赤

焼け症、 フェアリーリ ン

グ、春はげ症などであり、

主として春から秋にかけ

て発生するが、これらの

被害が大きいと 2か月も

生育が停；帯してしまう。

また主な害虫はス ジキリ

ョトウ、 シパッ トガ、コ

ガネムシ類やシパオサゾ
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シロザ類 ；チノギ夕、ハマスケ崎、エノコログサ、 ：ツメクサ、ミミナグサ、ハ
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．リ、ナズナ、イヌガラシ

図 l 芝生地の雑草の発生消長と土壊処理除草剤の処理適期
（竹内）

本多年生雑草
寸除草剤処理適期

病名

春はげ症
（＇） ゾクト ニア性）

ラージパ y チ

きぴ 病

犬の足跡

（業 枯痢）

赤 焼 病

ピシウムプライト

ブラウンパ y チ

ダラースポ y ト

フェアリーリ ング

雪腐痢

6月 I1月 Is月 I9月＼ 10月＼ 11月 ＼12月

一－.－寸

－－＋ーすー

で寸 τ－－－＋ 

図 2 主要病害発生の季節的消長と殺菌剤l施周の適期（谷利一、 1990、芝草研究18( 2)) 

↓全面施用の適期 V発生時のみ、またはスポット施周の適期（以下関じ）



近く散布されるが夏から秋は3回近く散布される。

殺菌剤は病気発生前に予防的に使用される場合が

多い。発病後に治病的に使用すれば散布団数を減

らせるとの意見もあるが、技術的には容易ではない。

殺虫剤はフェアウェイ、ラフでは使用されても

年間 1回前後であるが、グリーンでは夏期には月

2～3回程度散布されている。なお、病害虫の防

除に関しては現状の薬剤による対応で問題がない

が、的確な防除剤の少ない病害もある。

農薬の使用量は製品量で表示され、 lゴルフ場

当たり 1.5 tといわれるが、実際には成分量では

数グラム～数百グラムのものが使用しやすいよう

に、粘土などで増量されたものが数薬剤使用され

ている。たとえば除草剤のシマジンは製品として

は水和剤、フロアプル剤、粒剤があり、それぞれ

の有効成分量は50%、42%および 1%である。粒

型肝lは水を使わずに小面積に散布可能で、散布時に

飛散することもない、などの利点を有するが、水
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~Q': 
’J × 

芝草

土捜表層

床土

図4 芝生地における除草剤の挙動

和知lの50倍使用することになる。有効成分の散布

量は同じでも、増量剤（粘土）を50倍散布している

ことから、製品量では使用量が著しく多いことに

なる。ゴルフ場では、農薬使用量はグリーンでは

比較的多いが、ゴルフ場全体では果樹園や野菜畑

よりもはるかに少ないようである。

害虫名 1月I2月I3月I4月 Is月I6月I1月Is月I9月IIO月I11月 112月

ヒラタアオコガネ

ウ スチャコガネ

アシナガ コガ ネ

コイチャコガネ

チビサクラコガネ

？ メ コガネ

ヒメコガネ

スジキリヨト ウ

シパサ ガ

タマナガヤ

チガヤンロオ
カイガラムシ

シパオサゾウムシ

…・r・ 一ー一τ一一

・・・・r・ 

・・i・・ 

・・・+・・・ + 

・・・+・・ "' 

＋ 

・・・r・・・ 一τ一

図3 主要害虫発生の季節的消長と殺虫剤施用の適期〔廿日出（1989）の資料をも
とに谷利ーが作成〕 ・H ・H ・－－成虫防除適期ー一一幼虫防除適期

4 農薬の環境中に

おける挙動

図 4に示したように、

ゴルフ場に散布された農

薬は、一部は芝草の茎葉

に付着するが、大部分は

土壌に落下する。芝草の

茎葉に付着したものも、

時間の経過とともに、夜

露や降雨などにより土壌

に落下するが、一部は芝

草の体内に入り、そこで

代謝される。

土壌に落下した農薬は、

光や微生物などにより分

解を受ける。分解は土壌

が湿潤で温度が高く、微

生物が活動しやすい夏期

には速い。最終的には農

薬は二酸化炭素、アンモ
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全国的に調べられたゴルフ場の排水中には、 1990

年の場合、 13,800検体中農薬の検出されたものは

6%であり、そのうち環境庁の指針値を若干でも

超えたものは、一時的であったが 8例認められた。

調整池に沈殿し、やがて分解する。
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ニアや水などに分解され、土壌中の天然成分にま

で変化する。 それらの分解期間は除草剤では茎葉

処理剤の場合、 2～ 3日から 2～3週間程度であ

り、土壌処理剤の場合 1～ 3か月ぐらいであるが、

殺菌剤や殺虫剤では 2～ 3週間で、比較的短いも

46,016検体中、検出されたも1991年の場合にはのが多い。

土壌表層に落下した農

久Ndealkylation N《N deall 

'N.;_N正；~ cl〆NHZi

＼くみ~
〈さ，'fl~®＂＂－

ト戸j:
ICO, NH,,H,O,CII / 

除草剤、シマジンの（植物、土）介解～不活性化（竹松、竹内）

薬は、 一定期間後には土

で、降雨や滋水があって

も表層 2～ 3cm、深くと

もlOcmより下方には移動

しない。水田でも毎日 3

cmぐらい水の下方移動が

あるが、農薬施用後、数

か月経過しても20cmより

も下方に農薬は検出され

壌粒子と強く結合するの

ない。
図 5

傾斜した芝生地に散布

ベンディメ タリ ン

一＋ー芝生地表層（15個）

…企…裸地表層（1-5個）
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しい降雨によって土壌の

表面を流れ、河川に流出
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する可能性がある。特に

散布直後から 1、 2日以

内に激しい降雨量がある

とその可能性が高い。 し

かし実際にはそうした事
8/5 

例はほとんどない。

農薬成分は一部は水に

アンユラム

一＋ー芝生地表層（1-5個）

一企一棟地表層（1-5個）
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プロナ7イド

一＋．－芝生地表層（15団n） 

一－
一＋一芝生地表層（5-10咽）

…企“． 裸地表層（5-10個）

100 
溶けて水とともに移動す

るが、大部分は極めて微

小な土壌粒子に付着ある

いは吸着されて移動する。

しかし、芝生地は畑地や

裸地状の土壌表面とは異

なり、土壌粒子の流亡が

少ない。たとえ流亡して

も平担な所や笹薮などを

8/5 8/5 

4月上旬に処理したシマジン200~ ( 10 a ）、ベンデイメタリン200~ (I 0 a ）、プロ

ピザミド250~ (IOa）およびアシュラム3759(I 0 a）を4月上旬に芝生地、または棟

地（畑地状態）に処理した場合の、土寝中における残存量 （筆者ら）

図 6
通ると、そこに沈殿・沈

着してしまう。あるいは
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のは 5%であり 、指針値を超えたものは、やはり

一時的であったが10検体であった。

このような結果は、ゴルフ場に散布された農薬

が場外に流出して特に問題を引き起こすことの可

能性がほとんどないことを示したものである。

次にゴルフ場に散布された農薬がその上空や周

辺の大気を汚染するのではないかとの疑問が残る。

ある実験でゴルフ場に、通常使用量が125～150g 

(10 a ）の殺虫剤を 3,000g散布して 6時間後に空

中濃度を測定したところ、 4µg / m•検出されたが、

農耕地の空中散布でこの農薬と同類のものを散布

した場合、 100 ～ l60µg/m•検出されている。ゴル

フ場の場合、特に大きな数字ではなく、この場合、

WH  Oや FA Oが定めた 1日標準摂取量をはるか

に下回っており、たとえ 4µg/m• を毎日 25m•呼吸

し続けても問題がないとされている。 また、午前

中に農薬が散布されたゴルフ場で、午後に風下に

あるゴルフ場と外との境界で空中の農薬濃度が測

定されたが検出されなかったことが明らかにされ

ている。

このようなことから、ゴルフ場に農薬が散布さ

れて数時間を経過すれば、その上の空気中には人

の健康を害するほどの農薬は検出されないし、ま

してゴルフ場周辺の大気まで汚染することはない

といえよう。

5 農薬の安全性評価

現在、ゴルフ場で使用されている農薬の総量（売

上げ金額）は日本の全農薬の 2%に相当している

が、それらはゴルフ場（芝生用）専用農薬ではなく

必ず水稲、ムギ類はじめ、大きな作付面積をもっ

作物を対象に世界的に使用されているものである。

一般作物に使用されるもののなかから芝生にも利

用できるものが農水省登録を得て使用されている。

さて、農薬は天然物のものもあるが、多くは合

＊指針値は、常時この水を摂取する場合の慢性毒性を基に定め

られたものである
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成物である。これらの合成から製品に至る成功の

確率は1/20,000～1/30,000と低く、効力の評価か

ら人畜毒性や環境に対する評価を行うには20～30

億円という巨額の開発費と10年近い年月を要する

ので、作付面積が小さく、マーケットの小さな芝

生だけを対象にした芝生専用農薬は開発されない

のが現状である。

市販の農薬は、急性毒性 ・亜急性毒性 ・慢性毒

性 ・次世代に及ぼす影響 ・生体の機能に及ぼす影

響・生体内運命に関する試験や突然変異誘起試験

など多岐にわたる毒性評価が何年にもわたって実

施され、それらをクリアーしたものである。また、

環境中における挙動や残留などに関する試験も多

数行われ、使用基準や残留基準が定められている。

除草剤は特定の植物（作物）には悪い作用を与え

ず、他の植物（雑草）に甚大な被害を与えるが、人

間に対する作用は小さい。除草剤は元来、動物に

はない植物にだけ存在する機能を阻害するもので

ある。殺菌剤や殺虫剤も病原菌や害虫を防除する

が、人間に対する作用は比較的小さいか、微小の

ものもある。農薬は植物と植物の聞に選択作用性

があり、植物 ・病原菌 ・害虫と人間の間にも大き

な選択作用性が存在する。農薬は医薬とは異なり

注射や服用によって多量に摂取するものではなく、

直接人体への接触を避けるよう配慮されるが、微

量取り込まれても分解や排出などによる解毒を受

ける。

最近の農薬科学の進歩は他の科学領域の場合と

同様に著しいものがあり、 人畜に対する毒性や環

境に対する影響は急速に減少しているのである。

6 ゴルフ場における農薬の正しい利用

農薬は安全性が確認されているからといって無

制限に安全ではない。それは砂糖でも、塩でも酒

類でも同様であり、許容量がある。製品は通常、

10 a当たりの使用量が 1袋、 1瓶 に詰められてい

る。これはlOa( l ,OOOm• ）に散布するものであり、

これを全部飲めば、当然何らかの障害がでる可能

性がある。 しかし、実際には粘土で増量されてい
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表 2 ゴルフ婦での使用農薬と身のまわりの物質の経口急性毒性（ラット）（鍬塚昭三 1991) 

物質。名印は（商農品薬名） 用途
経口；毒性I)

毒性区分2)
LDso (mg/kg) 

青酸カリ 化学薬品 IO 毒 物

。ニコチン タバコ、殺虫剤 70 毒 物

カフェイ ン 興奮剤l 192 普通物

・ダイアジノン 殺虫剤 250 劇物（I%Ailは普通物）

。フェニトロチオン、ME p （スミチオン） 殺虫剤（農薬・家庭用） 330 普通物

クロルデン 白織防除剤（現在不使用） 340 普通物

アスピリ ン 頭痛薬 1,000 普通物

。ィソプロチオラ ン（フジワン） 殺菌剤 I, 190 普通物

ナフタリ ン 防虫剤 2,200 普通物

食塩 調味料 3,000 普通物
。シマジン 除草剤l >5,000 普通物

エチルアルコール 酒類等 7 ,000 普通物

。キャブタ ン 殺菌剤l 10,000 普通物

砂糖 甘味料 29, 700 普通物

注I) L Dso (mg/kg）で示した。実験動物群の半数が死ぬ量を体重 1キログラム当たりの

ミリグラム数で示す。したがって、数字が小さいほど毒性が高い。値は平均値

注2) 化学物質は急性毒性により、毒物・劇物と特に指定のない普通物に分けられている。

資料：日本樋物防疫協会「農薬ハン ドブック」

たり 、溶剤が入っているので飲み込めるものでは

ない。実際にはこれを100～2,000倍ぐらいの水に

溶かして、 l,OOOm•に散布される。

しかし、散布作業に従事する者は直接農薬に触

れる機会が多いので、散布時に高濃度液を吸入し

たり、皮膚に付着させたり、眼に入れないように

防護衣を着用することが必要である。水に溶けに

くい農薬は溶剤で可溶化させているので、乳~J を

散布する場合は溶剤が眼や皮膚を刺激したり、吸

入によって気分を害することがある。あるいは農

薬成分のなかにも不快な臭気を有するものもある

ので、散布に当たっては風向きに注意すること、

特に強風下での散布は見合わせること、飛散しや

すい高圧散布も避けること、さらに散布後数時間

以内の散布地域への立入りをしない、などの配慮

も必要である。

また、農薬は適期に適剤を選ぴ的確に使用する

ことにより農薬の効力を最大に発揮させるように

努め、いたずらに散布団数を増やさない。

合成物が主体である農薬は科学的に安全性が確

認されたものが使用されているが、それでも人間

に対する毒性や環境に及ぼす影響についての危倶

は存在する。それは過去に使用された農薬のなか

には毒性の強いもの、残留期間の長いものがあり、

そうしたことも不安の要因になっていると恩われ

64 

る。特に農薬による発癌性を心配する人が多い。

これに対して、アメリカの癌協会の理事であっ

たカリフォルニア大学生化学部長の B.M.Ames 

博士は「人聞が体内に取り込む毒性物質の99.99%

は天然由来の毒物で、食物の中に天然の発癌物質

が多く含まれている」としており、また、東大医

学部の黒木登志夫教授は「癌は日常の食品やタバ

コなどに起因し、農薬はほとんど関係ない」とし

ている。

野生の植物が病気や害虫に強いのは天然の防御

物質（毒性物質）をもっていることによることが明

らかにされるようになり、天然物は安全で合成物

は危険であるとの一般的な認識は必ずしも正確で

はないように恩われる。

いずれにしてもゴルフ場で使用される農薬は一

般農作物で使用され、毒性や環境に対する影響が

確認されているので適切に使用されれば、河川や

大気汚染の心配はなく、ゴルファーやゴルフ場の

周辺住民の健康を害することもない。 ゴルフ場で

の農薬散布に従事する者は農薬に対して正確な知

識をもち、使用基準 ・使用方法を遵守し、できる

だけ農薬の吸入や接触を避けるように努めれば、

農薬により特に健康を損なう恐れはないものと信

ずる。

（たけうち やすとも／宇都宮大学雑草科学研究セ ンター教授）
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協会だより
損害保険業界や日本損害保険協会の諸事業や主な出来事のう
ち、特に防災活動を中山にお知らせするページです。これら
の活動等について、ご意見やご質問ガございまし疋ら、何な
りとお気軽に編集部＝当協会防災事業室あてお寄せください。

・全国統一防火標鯖決定

前号でもご案内いたしました、消防庁との共催

による平成4年度防火標語の募集には、全国より

46,321点にのぼる多数の作品が寄せられました。

なお、入選作品は、平成4年度の全国統一防火

標語として、防火ポスターをはじめ、広く防火意

識の普及PRに使用されることとなっています。

・選考委員＝押阪忍氏（フリーアナウ ンサー）、松

村満美子氏（ジャーナリスト）、消防庁長官、日本

領害保険協会会長。

・入選 1点（賞金30万円）

点検を重ねτ築〈“火災ゼロ”

石井清次さん（千葉県木更津市）の作品

・佳作20点（賞金 2万円）入賞者 （敬称略）

瀬野勇（山形県天童市）、大塚則彦（栃木県小山市）、

渡辺昌子（栃木県下都賀郡）、二木登（東京都東村山

市）、北村純一（神奈川県厚木市）、藤田政子（静岡

県榛原郡）、木村潔（愛知県名古屋市）、小島啓子（愛

知県春日井市）、市川利恵子（愛知県ー富市）、丹羽

利光（岐阜県各務原市）、西尾亮造（岐阜県恵那郡）、

森島みゆき（大阪府枚方市）、今西慶太郎（兵庫県尼

崎市）、辻正弘（兵庫県尼崎市）、岡室甫（岡山県岡

山市）、倉谷宜亘（岡山県倉敷市）、近藤泰和（広島

県山県郡）、村上篤子（山口県岩国市）、佐回英代

（福岡県北九州市）、小林久芳（熊本県玉名郡）

．春の全国火災予防遭動用および交通安全運動用

パンフレットを制作しました

春は冬と同じく火災の多い季節ですが、最近高

..て与とr込i令靖＊＇＂ぇ， hζ

のせましょう
ゆとりという名の開策審

へJ雪

一閉山岡

齢者、障害者、乳幼児、外国人など、災害面で弱

い立場の人の犠牲者が増えてきています。そこで、

春の火災予防運動 （3月1日～ 7日）に合わせて

「災害弱者の防火対策一思いやりから広がる安全

安心」（ B 6版、 12頁）を消防庁の監修をいただき

100万部制作し、各県消防防災謀、損害保険会社

等を通じ広く皆様に配布しました。

また、春の交通安全運動 （4月6日～15日）に

合わせ「あなたの安全運転のためにーのせましょ

う ゆとりという名の同乗者」（ B6版、 12頁）を

警察庁の鼓修をいただき 100万部制作し、皆様に

配布することとしております。ご希望の方は、当

協会までお申し込みください。

．交通安全ビデオ「交通事故と関われる責任」

日本損害保険協会では、毎年各種の防災ビデオ

を制作し（表3参照）、無料貸出を行っていますが、

この度、車の運転免許を取得できる年齢になり、

いずれは大多数が運転者となる若い世代の方々を

主な対象に、ドライパーとしての重い社会的責任
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を充分自覚したうえで交通社会久参加していただ

くことを願って、「事故時の緊急措置」「運転者に

関われる責任」「被害者に対する損害賠償」「自動

車保険の概要」を主な内容として制作いたしまし

た（カラー20分・文部省選定）。

なお、当ビデオを高校生や消費者の方に見てい

ただくため、申し出のあった高等学校に400本、消

費者センターに300本寄贈させていただきました。

．防災映画・ビデオ案内を制作いたしました

当協会では、防災映画・

ビデオの無料貸出を行っ

ていますが、この度、現

在当協会防災事業室なら

びに各支部で貸出を行っ

ているもの（表3参照）

の内容を簡単に説明した

パンフレット「防災のつ

どいに」を作成しました。

ご要望の方は、当協会ま

でお申し込みください。
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．防災ビデオ rForYour Fire Safety in 

-.Japan （日本で過ごすあなたの安全）」を制作

この映画は、東京消防庁との共同企画により制

作したもので、日本に在住する外国人が年々増加

しており、生活習慣や生活用具の違いにより、火

災が発生する可能性が高くなっているとともに、

火災が発生した場合の通報・連絡・避難がわから

ず被害を大きくする恐れが多くなっています。こ

のビデオは、出火時の対応を理解してもらうとと

もに、外国人が日本での生活を安全に過ごしてい

ただくため、ガス器具、電気器具、暖房器具等の

取り扱いについてもわかりやすく解説しております

（日本語版・英語版）。

．’92防災シンポジウム島原「雲仙普賢岳災害を考

える」開催

1990年に噴火を始めた雲仙普賢岳は、とうとう

1991年6月3日の火砕流により43名の死者・ 行方

不明者を出し、依然として活発な火山活動を続け

ています。この火山活動は、人命・財産に多大な

被害をもたらすと同時に、住民に長い避難生活を

もたらし、社会生活上の問題を投げかけました。

また、雲仙普賢岳の噴火は、改めて火山噴火予知、

災害予測の難しさを示したものでしたが、今まで

の噴火の様子から普賢岳はどのような火山である

のか（200年前の噴火との違いを含めて）、噴火に

よってどのような問題が発生し、また続いている

のか、今後考えられる災害は何か、妨災対策等、

幅広い議論を展開することにより、災害発生から

l年を迎える島原地区の現状と今後の災害対策、

および他所で火山を抱える地域への防災啓蒙を目

的に開催することといたしました。

主 催：長崎県・日本損害保険協会

後 援： NH K長崎

開催日時：平成4年 5月9日（土）

午後 1時～ 5時（予定）

開催場所：島原文化会館

内容：

基調講演講師荒牧重雄氏（北海道大学教授）

演題火山とは（仮題）

パネルディスカッション

コーディ ネーター

伊藤和明氏（文教大学教授・NHK解説委員）

パネラー

清水洋氏（九州大学助教授）



虞井筒氏（東京大学新聞研究所助教授）

鐘ケ江管一氏（島原市長）

砂防関係者・災害体験者等予定

．損害保険モニターを募集

社会・経済の動きが複雑化・多様化するなかで、

規害保険商品の開発・販売・情報提供などについて、

消費者サイドに立った対応がますます必要とされ

ています。そこで、日本損害保険協会（会長後藤

康男）では、一般消費者の皆様方のご意見・ご要

望など生の声をお聞きして、今後の事業活動に反

映させるために、次の要項で、第 7期損害保険モ

ニタ－ 400名を全国の消費者の皆様方から募集い

たします。

なお、当協会では、昭和59年から一般公募によ

る損害保険モニター制度を実施しております。

｜第 7期損害保険モニター募集要項｜

・募集人員： 400名（申込み多数の場合は抽選）

・応募資格：満20歳以上の男女（損害保険会社ま

たは損害保険代理店の社員およびそ

の家族を除く）

－任 期：平成4年 7月～平成 6年 6月までの

2年間

・仕事内容：任期中に 4～6回程度実施するアン

ケートへの回答など

・謝 礼： 20,000円（ 4固に分けて半年ごとに

お支払いします）

・応募方法：「損害保険について思うこと」を 400

字詰原稿用紙1枚にまとめ、 2枚目

に郵便番号・住所、氏名（フリガナ）、

年齢、性別、職業、電話番号、損害

保険の契約の有無を記入し、封書で

お申し込みください。

・申込宛先：干101東京都千代田区神田淡路町 2

-9 日本損害保険協会・モニター

係

TEL (03)3255-1211（大代表）

・締 切：平成4年4月30日（木）当日消印有効
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協会だより

．平成3年度防災鶴演会開催状況

防災意識の啓蒙および防災知識の普及のため、

当協会では、各界の専門家の先生に協力いただき

防災講演会を開催しております。今年度は、通常

の講演会のほか火山災害をテーマにした講演会を

別途開催いたしました （開催回数81回）。

．防災鶴演会
（敬称略）

日 時 開催団体 講 師

4月19日 焼津市大井川町危険物安全 尾池和夫

協会

4月24日 安城市消防本部 神 忠久

5月8日 香川県安全運転管理連絡協 小林 寅

議会

5月23日 高岡市消防本部 宮沢清治

5月24日 新i奏市消防本部 風間亮一

6月4日 宇治市 室崎益輝

6月5日 島根県総務部消防防災課 秋田一雄

6月5日 市原市消防局・市原市危険 吉村秀賞

物安全協会

6月5日 堺市消防本部 贋井 備

6月6日 大津市消防本部 秋田一雄

6月7日 土庄安全運転管理者協議会 長江啓泰

6月13日 筑西広域市町村圏事務組合 菅原進一

消防本部

6月14日 日高中部消防車且合消防本部 宮沢清治

6月19日 中野市消防本部 虞井 1育

6月26日 徳島市消防局 宮沢清治

6月29日 福井地区消防本部 伊藤和明

6月29日 八戸地域広域市町村園事務 安倍北夫

組合消防本部

7月1日 美方広域消防事務組合 伊藤和明

7月1日 八女消防本部 宮沢清治

7月2日 諏訪市 伊藤和明

8月1日 茨城県 宮沢清治
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協会だより
（敏称略）

日 時 開催団 体 講 師 日 時 開催団体 講 師

8月23日 京都地方気象台 宮沢清治 11月17日 鎌倉市消防本部 周壁井 。青

8月25日 槍山広担走行政組合消防本部 伊藤和明 11月19日 平塚市消防本部 菅原進一

9月2日 岩内・寿都地方消防組合 宮沢清治 11月19日 静岡県消防協会 伊藤和明

9月3日 岡山市 伊藤和明 11月20日 高知市消防局 宮沢清治

9月3日 氷見市消防本部 渡辺仁史 11月23日 大島町 伊藤和明

9月4日 熊本市消防局 吉村秀賞 虜井 f膚T也

9月4日 高石市 宮沢清治 11月26日 宮崎県福祉生活部 伊藤和明

9月8日 寛政大津波 200年事業実行 伊藤和明 12月3日 重豊田危険物安全協会 吉村秀賞

委員会 庚井 I育他 12月5日 柳井消防本部 宮沢清治

9月10日 広島市消防局 伊藤和明 2月4日 釧路市役所 伊藤和明

9月11日 弘前地区消防防災協会 秋田一雄 2月6日 中1農地区防火協会 宮沢清治

9月19日 西宮市消防局 梶 秀樹 2月14日 高槻市消防本部 三隅二不二

9月25日 釧路西部消防組合 吉村秀賞 2月16日 甲府市役所 尾池和夫

10月8日 鈴鹿市防火協会 宮沢清治 2月25日 茅野市防火協会・諏訪南行 吉村秀賞

10月15日 浜松市消防本部 吉村秀賞 政事務組合消防本部

10月17日 岐阜市消防本部 秋田一雄 2月27日 長岡京市消防本部 神 忠久

10月17日 全国消防長会北海道支部 村上慮直 3月6日 東京消防庁・渋谷消防署 伊藤和明

道北地区協議会 3月13日 静岡市消防本部 安倍北夫

10月18日 七尾鹿島広域園事務組合 層奇弁 fl育 ・火山災害隊演会

10月19日 函館市消防本部 伊藤和明 9月26日 郡上広域行政事務組合 河内晋平

10日22日 坂城戸倉上山田消防組合 吉村秀賞 11月9日 立山町 伊藤和明

10月22日 仙台市消防局 宮沢清治 11月20日 富山市消防本部 尾池和夫

10月22日 勝田市消防本部・勝田市防 尾池和夫 11月21日 羽咋郡市広域圏事務組合 守谷以智雄

火安全協会 消防本部

10月25日 大分県高圧ガス保安協会 安倍北夫 11月26日 松任石川広域事務組合 守谷以智雄

10月29日 姫路市消防局 伊藤和明 消防本部

11月1日 金沢市消防本部 三隅二不二 11月27日 高松市婦人防火クラブ連絡 尾池和夫

11月1日 向日市消防本部 吉村秀賞 協議会

11月7日 熱海市消防本部 菅原進一 12日3日 滋賀県生活環境部消防防災 伊藤和明

11月8日 寒川町消防本部 安倍北夫 課

11月8日 高松市防火協会 伊藤和明 12月9日 池田市消防本部 伊藤和明

11月8日 本荘地区消防事務組合 秋田一雄 2月1日 上川南部消防事務組合 尾池和夫

11月12日 一富市 柳川 喜郎 2月17日 箱根町・箱桜町消防本部 伊藤和明

11月14日 南越消防組合消防本部 菅原進一 2月19日 京都市消防局 伊藤和明

11月15日 塩釜地区消防事務組合 吉村秀賞 2月21日 十和団地区消防事務組合 尾池和夫

68 



’91年11月・ 12月・＇92年 1月

災害メモ

合火災

•11 ・ 5 大阪府東大阪市のアパー

トから出火。 1棟約190m'全焼。 4

名死亡、 1名負傷。・11・24 神奈川県横浜市の中華街

で、中華料理店向発別館から出火。

同店約l,050m'全焼、隣接する料理

店など3棟の一部焼失。 1名重体。

•12 ・ 15 北海道函館市の道指定文

化財・ l日北海道庁函館支庁舎から出

火。約400m'の内部をほぼ全焼。不

審火の疑いもあるらしい。・1・11 埼玉県岩槻市の自動車部

品工場作業所で、白ガソリンがスト

ープに引火、炎上。 1名死亡、 1名

重症、 3名軽症。・1・23 兵庫県三原郡（淡路島）

西淡町の民家から出火。母屋と離れ

計2棟165m'全焼。強風にあおられ

飛び火し、志知川山雑木林約150ha

焼失。 1名死亡。

• 1 ・ 25 新潟県三島郡三島町の製

麺所 工場兼住宅から出火。約

l,600m'と隣接住宅約250m'全焼。 2

名死亡、 1名不明。

合爆発・12・22 大阪府泉佐野市の不二製

油阪南工場で油脂抽出タンクが爆発、

炎上（グラビアページヘ）。・1・8 千葉県佐倉市の11階建て

マンション最上階1112号室でガス爆

発、炎上。 2室計約130m'全壊。 1

名死亡、 2名重症、 1名重傷。

＊陸上交通

•11 ・ 2 鳥取県八頭郡船岡町の県

道で、乗用車が歩道に突っ込み登校

中の3姉妹が死亡。スピードの出し

過ぎらしい。・11・3 福島県耶麻郡緒苗代町の

県道下り坂で、大型パスがプレーキ

故障で軽ワゴン車に追突、パスはさ

らにワゴン車2台に接触。軽ワゴン

車の l名死亡、 2名重体、パスの乗

客ら18名重軽傷。・11・7 栃木県那須郡那須町の県

道で、ホテル送迎ワゴン車が大型パ

スと衝突。ワゴン車の 2名死亡、 3

名重傷。ワゴン車の前方未確認。・11・27 静岡県藤枝市の県道で、

乗用車が大型トラックと正面衝突。

4名死亡。・12・4 山形県南陽市の国道で、

乗用車がセンターラインを越え大型

トラックと正面衝突。乗用車の3名

死亡。居眠りか、わき見運転らしい。

•12 ・ 25 千葉県印施郡八街町の県

道で、乗用車が大型トラックと衝突。

乗用車の 4名死亡、 2名重傷。トラ

ック運転手軽傷。

• 1 ・ 1 千葉県海上郡飯何町の国

道で、ワゴン車が信号待ちの痩査事

など3台に相次いで追突。 5名死傷。・1・2 新潟県東蒲原郡鹿瀬町の

県道で、ワゴン事がガードレールを

突き破り川に転落。 5名死亡、 l名

軽傷。

• 1 ・ 2 t青玉県大里郡寄居町の県

道交差点で、ワゴン車と乗用車が衝

’92予防時報169

・1・10 岐阜県海津郡海津町の婿

斐川左岸堤防道路から、大型パスが

転落。 37名重軽傷、対向のダンプカ

ーをよけそこなったらしい。

• 1 ・ 11 山梨県南都留郡河口湖町

の国道で、乗用車がセンターライン

を越え、対向の乗用車と正面衝突、

大破。 2名死亡、 8名重軽傷。・1. 15 北海道空知支庁栗沢町の

国道で、乗用車がセンターラインを

越え、大型トレーラーと正面衝突。

乗用車の 3名死亡、 l名重傷。雪で

スリップしたらしい。・1・15 富山県砺波市の県道で、

乗用車が塀に激突。 2名死亡、 1名

重傷。無理な追越しが原因。・1・16 岡山県真庭郡中和村の国

道熊居峠付近で、大型観光パスが谷

底に転落。 47名重軽傷。・1・18 栃木県足利市の県道で、

乗用車が歩行者の列に突っ込み、逃

走。 3名死亡、 2名軽傷。

• 1 ・ 19 栃木県黒磯市の市道交差

点で、ワゴン車と乗用車が衝突。双

方の 2名死亡、 2名重体、 8名重軽

傷。乗用車の飲酒と一時停止無視が

原因らしい。・1・19 兵庫県神戸市の六甲北有

料道路で、乗用車が防音壁を突き破

り転落、大破。 4名死亡、 1名重体。

スピードの出し過ぎらしい。・1・28 宮城県栗原郡築館町の県

道で、乗用車がガードレールを突き

破り、用水路に転落。 3名死亡、 1

名軽傷。道路凍結でスリップしたら

突。 3名死亡、 2名重傷。どちらか しい。

が信号無視したらしい。

• 1 ・ 5 北海道日高支庁様似町の

国道で、乗用車がセンターラインを

越え、大型トラックと衝突、大破。

4名死亡。・1・7 宮城県仙台市の仙台新港

高松埠頭から、乗用車が海に転落。

5名死亡、 1名救出。

・1・29 埼玉県北埼玉郡騎西町の

県道で、乗用車がガードレールに衝

突、はずみでセンターラインを越え

トラックと衝突。 1名死亡、 2名重

体、 2名重傷。・1・29 山梨県北都留郡上野原町

の県道交差点で、乗用車が防護墜に

激突。 l名死亡、 1名重休 3名重傷。
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＊海幾・11・28 神奈川県川崎市の東扇島

岸壁に、タンカ一度和丸（698t . 7 

名乗組）が衝突。 A重油約12kl流失。

e12・2 京都府竹野郡丹後町沖で、

漁船方運丸（14.59t.5名乗組）が

遭難。 1名死亡、 4名不明。・12・10 島根県八束郡美保関町沖

で、漁船第 3瑞穂丸（1.95t . 3名

乗組）が遭難。全員行方不明。・12・29 東京都小笠原鍵島北方沖

で、「トーヨコカップ・ジャパンー

グアムヨットレース’92」に参加し

ていた日本艇たか号（ 7名乗組）が

転覆、遭難（ 1月25日に l名救出、

6名死亡判明）。・12・30 東京都八丈島東方沖で、

同レースを途中棄権していたヨット

マリンマリン号（10名乗組）が転覆。

4名死亡、 4名不明0・1・12 山口県下関市吉見沖で瀬

渡し船福神丸が転覆（グラビアペー

ジヘ）。

•1 ・ 27 静岡県下田市沖で、漁船

第8佑光丸（322 t . 5名乗組）が

爆発、炎上。 5名不明。

＊自然

en・19 関東地方で、千葉市西部

の東京湾を震源とするM4.9の地震。

東京で震度4を記録、首都圏のJR 

は一時ほぽ全面ストップ。・ll・28 宮崎県日南市で、竜巻発

生。 3名負傷0・11・28 静岡県浜松市西部で、竜

巻発生。倉庫など3棟全壊、住宅4

棟半壊、その他約100棟に被害。

•12 ・ 11 石川県金沢市北部で、竜

巻発生。住宅3棟倒壊、その他約100

数棟に被害。電柱も倒媛、付近の

3,550世帯が停電。 1名負傷0

•1 ・ 6 鹿児島県大島郡知名町

（沖永良部島）正名地区で、竜巻発

生。住宅2棟全境、 10棟一部損壊、

70 

ビニールハウスに被害。

合その他

en・2 神奈川県川崎市の東京電

力川崎変電所で、高圧線がショート

し、感電事故。作業員 1名死亡、 1

名軽傷。川崎・横浜の10万戸が一時

停電。

合海外・11・1 ベトナム・メコン川流域

で、長雨のため大洪水が発生。約

136名死亡。・11・8 バングラデシュ東南部で、

フェリーボートに乗船していたパス

が川に転落。乗客約70名死亡。

en・19 メキシコ・メキシコ市テ

フアカンで、貨物列車が脱線、道路

に横転。 70名以上死亡、約60名負傷。・11・22 インド西部で、タンクロ

ーリーが群衆の中に突っ込み、爆発。

少なくとも61名死亡、 58名重軽傷。

en・29 米 ・カリフォルニア州ロ

サンゼルス北方の高速道路で、砂嵐

のため250台以上の乗用車などが

玉突き衝突。 15名死亡、 100名以上

負傷。・12・4 韓国・ソウルの南大門市

場で火災。約400店舗、延べ約3,000

d焼失。

•12 ・ 7 英・南イングランドとウ

エールズの境にある国鉄セパーント

ンネル内で、信号待ちで停車中の特

急列車に普通列車が追突。乗客ら100

名以上負傷。

e12・15 エジプト南東部サファー

ガ沖約印刷の紅海で、フェリーサレ

ム・エクスプレス（4,7ll t）がサ

ンゴ礁に衝突、沈没。乗客 ・乗員約

390名死亡または不明。

•1 ・ 20 仏・ストラスプール郊外

の山中に、仏圏内航空エアパスA320

型旅客機（乗客・乗員96名）が墜落。

生存者9名。

絹集委員

赤木昭夫慶応義塾大学教授

秋田一雄災害問題評論家

安倍北夫聖学院大学教授

生内玲子評論家

大塚博保科学警察研究所交通部長

柴田勝弘 日産火災海上保険鮒

田口元也東京海上火災保険附

廃回i告雄東京消防庁予防部長

靖国芳彦安田火災海上保険側

宮沢清治 日本気象協会調査役

森宮康明治大学教授

編集後犯

当予防時報の編集・発行の業務は

本号より、当協会安全技術部が担当

することになりましたのでお知らせ

いたします。長年にわたって、前担

当の防災事業室がご愛顧をいただき

ましたことを、深く感謝いたします。

安全技術部は、 2年前に、安全・

防災に関する調査・研究体制の確立

に向けて創設されました。その主な

ねらいは、家庭や企業をとりまくリ

スクが多様化、複雑化、高度化する

なかで“リスクと事故の専門家”で

ある損保への期待に応えるため、業

界全体として取り組みを強化するこ

とにあります。

今後、日常の安全技術活動を通じ

て得られるリスク情報・ノウハウな

ども充分生かしながら、予防時報の

魅力ある紙面づくりに取り組みたい

と思います。皆様のご支援、ご協力

をよろしくお車買いいたします。

（力日藤）

予防時報創刊問伴（~~）
⑥169号平成4年 4月1日発行

発行所

社団法人 日本損害保険協会

編集人・発行人

安全技術部長加藤博之

101東京都千代田区神田淡路町2-9

含（03)3255 12ll （大代表）

本文記事・写真は許可なく複製、

配布することを禁じます。

制作＝鮒阪本企画室



関阪蔚裏謹野市「不二製油」阪商工場一
平成3年12月22日午後2時35介ごろ、大阪府

泉佐野市住吉町の食品コンビナート内「不二製

i由J阪商ヱ場で、油脂抽出タンクが故障し、内

部点検・修理のためタンク内の油粕搬出作業中

に突然爆発・炎上。約3時間後に鎮火したが、

作集員 8名が死亡した。

油脂始出タンクは、 j由粕に残っている油分を

抽出するため、溶剤としてノルマルヘキサンを

使用しているが、タンク内に残留していた鍾め

て引火性が強いノルマルヘキサンの可燃性蒸気

に、静電気など何らかの火源が引火し、爆発し

たらしい。
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平成 4 年 2 月 14 日午後 l 時45~子ごろ、神奈川県大和市にある海上自衛隊厚木航空基地内

の体育館新築工事現場で、 2階床の生コンクリート注入作業中、床が崩落。 l、 2階で作

業していた 7名が死亡、 13名が重軽傷を負った。

工事は、一般工法に比べて工期が短〈、支柱数が少なくてすむ「ビルトスラブ工法」で

行われていたが、床に流し込んだ生コンクリートが偏って一部に大きな荷重が掛かった上、

支柱の許容支持力も不充介だったらしい。



定員オーイトの瀬渡し船藍覆
釣り害9名死亡

平成4年｜月 12日午後 2時ごろ、山口県下関市吉見網代 47名全員が海に投げ出され、 38名は自力で岸に泳ぎ着いた

ケ鼻の沖合約 300mの響灘で、蓋井島からの釣り客を乗せ り巡視艇に救助されたが、 9名が死亡した。

て帰港途中の瀬渡し船「福神丸」（5.5 t・強化プラスチッ 現場海域には、午後から波浪注意報がだされていた上に、

ク製）が、突風による高波を受け転覆。船長はじめ釣り客 福神丸には、定員（26名）の約 2倍近い釣り客が乗っていた。



刊行物／映画ご案内

防災図書

検証’91台風19号 風の傷跡ー

地域の安全を見つめる 地域別「気象災害の特徴J

地震／どうする？ 災害心理学が教えるサパイノてルー（安倍北夫著）

地震の迷路を抜けた人逮ー防災体験に学ぶー

昭和災害史

暮らしの防災ハンドブック

工場防火の基礎知由民（秋田一雄著）

地震列島にしひがし（尾池和夫著）

災害絵図集ー絵でみる災害の歴史ー

労働安全衛生の基礎知随一労災リスクを考えるー

電気鮫備の防災

倉庫の火災リスクを考える

大地震に備える一行動心理学からの知恵一 （安倍北夫著）

理想のピル防災ービルの防火管理を考えるー

人命安全一 ビルや地下街の防災一

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

コンビュータの防災指針

映画

うっかり家の人身ー住宅防火鯵断のすすめー 〔2日分〕（ビデオ）

火山災害を知る〔25分〕（ビデオ）

火災と事故の昭和史〔30介〕（ビデオ）

高圃帯化社会と介燈一安心への知恵と備えー 〔30分〕（ビデオ）

昭和の自然災害と防災〔30分〕（ビデオ）

「応急手当の知磁J 〔26分〕（ビデオ）

火災ーその時あなたはー 〔20分〕（ビデオ）（16nvn)

稲むらの火〔16苦手〕（ビデオ）（16nvn)

絵図にみるー災害の歴史ー 〔21介〕（ビデオ）

老人福祉施般の防災〔18分〕（ビデオ）

羽ばたけピータン〔16介〕（ビデオ） (16nvn) 

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさぐる）

〔21j子〕（ビデオ）（16nvn)

森と子どもの歎〔15分〕（ビデオ）（16nvn)

あなたと防災一身近な危険を考えるー

〔21-9-〕（ビデオ） (16nvn) 

おっと危いマイホーム〔23-9-〕（ビデオ）（16nvn)

工場防火を考える〔25介〕（ビデオ） (16nvn) 

たとえ小さな火でも（火災を科学する）

〔26j子〕（ビデオ） (16nvn) 

火事のあくる日〔20分〕（ビデオ）

火災を断つ〔19-9-〕（16nvn)

大地震、マグニチユード 7の鉦雷〔19介〕（ビデオ）（16nvn)

炎の軌跡酒田大火の配録 〔45介〕（ビデオ）

わんわん火事だわん〔18j子〕（ビデオ） (16nvn) 

ある防火管理者の悩み〔34分〕（ビデオ）（16nvn)

友情は燃えて〔35-9-〕（16nvn) 

火事と子馬〔22j子〕（ビデオ）（16nvn)

火災のあとに残るもの〔28分〕（ビデオ）（16nvn)

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21'9-〕（16nvn)

煙の恐ろしさ〔28分〕（ビデオ）（16nvn)

パニックをさけるために ーあるピル火災に学ぶものー

動物村の消防士〔18介〕（16nvn)

損害保険のABC 〔15分〕（16nvn)

〔21介〕（16nvn)

映画は、防災穆演会・座談会のおり 、ぜひご利用ください。当協会ならぴに当協会各支部〔北海道＝ (011)231-3815、

東北＝ (022) 221 -6466、新潟＝ (025)223-0039、機浜＝ (045)681-1966、静岡＝ (0542) 52 -1843、金沢＝ (0762) 21 -I 149、

名古屋＝ (052)971-1201、京都＝ (075) 221 -2670、大阪＝ (06)202-8761、神戸＝ (078)341-2771、広島＝ (082) 247-4529、

四箇＝ (0878)51-3344、九州＝ (092) 771 -9766、沖縄＝ (0988) 62 -8363〕にて、無料貸し出ししております。

摂日本損害保険協会？ケニτたご~~121 ~：~~； 



日本損害保険協会の防災事＊

交通安全のために

．救急車の寄贈

．交通安全機器の寄贈

．交通遺児育英会への援助

．交通安全農の開催

．交通債の引き受け

火災予防のために

．消防自動車の寄贈

．防火ポスターの寄贈

．防災シンポジウムの開催

．防災講演会の開催

・防火標語の募集

．防災図書の発行

．防災映薗の制作 ・貸出

・消防債の引き受け

設 日本損害保険協会
干101東京都千代田区神田淡路町2-9
電話 03(3255) 1 2 1 1 （大代表）

朝日火災 第一火災 日産火災

アリアンツ 大東京火災 日新火災

オ→レステート 大同火災 日本火災

共栄火災 千代田火災 日射曝

興亜火災 東亜火災 富士火災

ジェイアイ 東京混と 三井海上

住友海上 東洋火災 安田火災

大成火災 同和火災

太陽火災 自動火災 （社員会社日音掴｝
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